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第 3092号 
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金曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（地

域政策課） 

条例 
○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（地域政策課） 

規則 
○ 埼玉県行政組織規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県本庁事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県地域機関事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 基準点測量成果の写しの保管及び取扱規則の一部を改正する規則（土地水政策課） 

○ 職員の退職手当に関する条例に基づく意見の聴取の手続に関する規則の一部を改正す

る規則（人事課） 

○ 地方公営企業法第 15 条第１項ただし書に規定する職員を定める規則の一部を改正する

規則（人事課） 

○ 地方公営企業法第 39 条第２項に規定する知事が定める職を指定する規則の一部を改正

する規則（人事課） 

○ 会計年度任用職員の報酬等に関する規則（人事課） 

○ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則（人事課） 

○ 埼玉県庁舎管理規則の一部を改正する規則（管財課） 

○ 埼玉県知事の資産等の公開に関する規則等の一部を改正する規則（県政情報センター） 

○ 火薬類取締法施行細則の一部を改正する規則（化学保安課） 

○ 浄化槽法施行細則の一部を改正する規則（水環境課） 

○ 埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則（福祉政策課） 

○ 生活保護法施行細則の一部を改正する規則（社会福祉課） 

○ 埼玉県立嵐山郷管理規則の一部を改正する規則（社会福祉課） 

○ 埼玉県総合リハビリテーションセンター管理規則の一部を改正する規則（障害者福祉推

進課） 

○ 埼玉県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の一
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部を改正する規則（少子政策課） 

○ 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則（こども安全課） 

○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（生活衛生課） 

○ 埼玉県農林公園管理規則の一部を改正する規則（農業政策課） 

○ 埼玉県農業大学校管理規則の一部を改正する規則（農業支援課） 

○ 埼玉県森林科学館管理規則の一部を改正する規則（森づくり課） 

○ 埼玉県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則（森づくり課） 

○ 森林病害虫等防除法施行細則の一部を改正する規則（森づくり課） 

○ 埼玉県都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則の一部を改正する規則（都市

計画課） 

○ 埼玉県優良宅地造成等認定規則の一部を改正する規則（都市計画課） 

○ 埼玉県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県財務規則の一部を改正する規則（出納総務課） 

○ 埼玉県教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会が行う公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則（教委・総

務課） 

○ 埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則（教

委・総務課） 

○ 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の通勤手当に関する規則等の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び学校職員の宿直勤務及び日直勤務に関す

る規則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 埼玉県地方産業教育審議会規則の一部を改正する規則（高校教育指導課） 

○ 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 埼玉県職員の留学費用の償還に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 埼玉県人事委員会の公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 埼玉県人事委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則（総

務給与課） 

○ 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 職員の自己啓発等休業に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

訓令 
○ 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県職員服務規程の一部を改正する訓令（人事課） 
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○ 技能職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令（職員健康支援課） 

○ 埼玉県文書管理規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県公文例規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県会計管理者の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令（出納

総務課） 

○ 埼玉県教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令（教

委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会教育長の権限に属する事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改

正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局等文書管理規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会安全衛生管理規程の一部を改正する訓令（福利課） 

○ 埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令（総務給与課） 

管理規程 
○ 公営企業管理者が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・

総務課） 

○ 公営企業管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する規程（公営

企業・総務課） 

○ 埼玉県工業用水道事業給水規程の一部を改正する規程（水道企画課） 

○ 埼玉県企業局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務

課） 

○ 埼玉県企業局組織規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員就業規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員給与規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県公営企業財務規程の一部を改正する規程（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県病院事業管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する規

程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院事業管理者が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する規程（経営

管理課） 

○ 埼玉県病院局組織規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局職員就業規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局職員給与規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院事業財務規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県流域下水道事業財務規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道事業管理者が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する規程（下

水道管理課） 
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○ 埼玉県下水道事業管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する

規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局職員就業規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局職員給与規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

告示 
○ 平成 20年埼玉県告示第 491号の一部を改正する告示（共助社会づくり課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型をあてはめる水域の指定（水環境課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型をあてはめる水域の指定（水環境課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型をあてはめる水域の指定（水環境課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型をあてはめる水域の指定（水環境課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型をあてはめる水域の指定（水環境課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型を当てはめる水域の指定（水環境課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型を当てはめる水域の指定（水環境課） 

○ 水質の汚濁に係る環境基準の類型を当てはめる水域の指定（水環境課） 

○ 悪臭防止法第３条に規定する規制地域の指定並びに同法第４条第１項第１号、第２号及

び第３号に規定する規制基準の設定（水環境課） 

○ 悪臭防止法第３条に規定する規制地域の指定並びに同法第４条第２項第１号、第２号及

び第３号に規定する規制基準の設定（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の指定の解除（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除（水環境課） 

○ 埼玉県生活環境保全条例第 76 条の規定に基づく土壌及び地下水の汚染の調査及び対策

に関する指針の改正（水環境課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

辞退の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 旅館業法施行条例第１条の２第４号に該当する施設の指定（生活衛生課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 川島町土地改良区の役員退任届（東松山農林振興センター） 

○ 農用地利用配分計画の縦覧（農業ビジネス支援課） 

○ 農用地利用配分計画の認可（農業ビジネス支援課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 深谷都市計画下水道事業深谷公共下水道の事業計画の変更認可（都市計画課） 

○ 埼玉県開発登録簿閲覧規程の一部を改正する告示（都市計画課） 

○ 児玉都市計画下水道事業美里公共下水道の事業計画の変更認可（都市計画課） 

○ 寄居都市計画土地区画整理事業の変更に係る図書の写しの縦覧（市街地整備課） 

○ 埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定の一部を改正する告示（田園都市づく

り課） 

○ 建築士の処分（建築安全課） 

○ 会計管理者事務の一部委任告示の一部を改正する告示（出納総務課） 

○ 県道深谷嵐山線の供用の開始（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道行田市停車場酒巻線の区域の変更（行田県土整備事務所） 

○ 県道春日部久喜線の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 

○ 建築基準法第 73条第１項の規定に基づく建築協定（川越建築安全センター） 

○ 政府調達に関する協定が適用される建設工事の請負等の契約に係る一般競争入札に参
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加する者に必要な資格等に関する告示（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県病院事業告示第６号の一部を改正する告示（経営管理課） 

○ 埼玉県選挙管理委員会の公文書の開示等に関する規程の一部改正（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県選挙管理委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部改正（選挙管理

委員会） 

○ 埼玉県議会議員一般選挙及びさいたま市議会議員一般選挙における投票及び開票の順

序（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員一般選挙につき発行する選挙公報の掲載の順序を定めるくじの日時及

び場所（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員一般選挙における開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選挙区（選挙

管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員一般選挙及びさいたま市議会議員一般選挙の選挙期日（選挙管理委員

会） 

○ 埼玉県議会議員一般選挙における選挙長及びその職務代理者の選任（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員一般選挙における選挙運動に関する支出制限額（選挙管理委員会） 

○ 平成 31年３月 28日現在における選挙人名簿登録者数の 50分の１、３分の１の数等（選

挙管理委員会） 

○ 埼玉県監査委員の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する告示（監査

第一課） 

○ 埼玉県労働委員会が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（審査調整

課） 

○ 埼玉県労働委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する告示（審

査調整課） 

○ 埼玉県労働委員会の個人情報保護事務の処理に関する規程の一部を改正する告示（審査

調整課） 

○ 埼玉県収用委員会の公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（収用委員会事

務局） 

○ 埼玉県収用委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する告示（収

用委員会事務局） 

○ 埼玉県監査委員の公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（監査第一課） 

○ 埼玉県情報公開条例第 35 条の規定による実施機関が作成等をする公文書の検索資料

（県政情報センター） 

雑報 
○ 主要農作物の県奨励品種等（生産振興課） 

正誤 
○ 埼玉県規則第 25号中訂正（改革推進課） 



 

平成 31年(2019年)3月 29日 

 

○ 埼玉県告示第 1519号中訂正（社会福祉課） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
二
十
四
号
）
（
地
域
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整 

 
 

 

備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

中
核
市
が
法
令
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
つ
き
、
条
例
別
表
か
ら
の
該
当

す
る
事
務
及
び
市
の
削
除 

 

 

㈡ 

そ
の
他
法
令
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈡
の
一
部
に
つ
い
て
は
公
布
の
日 



条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
六
十
項
第
二
号
事
務
の
欄 
中
「
第
八
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
一
条
第
四
項
」

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
十
一
項
事
務
の
欄 

中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、

同
欄 

中
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
、
「
及
び
第
二
号
」
を
「
及

び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
別
表
第
六
の
一
の
項
の
下
欄
ロ
」
を
「
別
表
第
八
の
一
の
項

の
下
欄
第
一
号
ロ
」
に
、
「
第
二
号
ハ
」
を
「
第
二
号
ホ
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
十
八
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
一
号
事
務
の
欄
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
及
び
法
第
二
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請 

 

２ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可 

 

３ 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出 

 

４ 

施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け 

 
 

た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

別
表
第
九
十
八
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
さ
い
た
ま
市
」
の
下
に
「
、
川
越
市
、
川
口
市
及

び
越
谷
市
」
を
加
え
、
同
号
の
号
番
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
六
十
項
第
二
号 

事
務
の
欄
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

26 

27 

29 

15 



規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

  

第
三
条
の
表
県
民
生
活
部
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

    

第
六
条
の
二
改
革
推
進
課
の
項
第
十
二
号
中
「
改
革
政
策
局
長
」
を
「
地
域
経
営
局
長
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
二 

情
報
通
信
技
術
に
係
る
施
策
の
総
合
的
企
画
及
び
調
整
（
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
等
新 

 
 

 

技
術
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
六
条
の
二
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
第
一
号
中
「
調
整
」
の
下
に
「
（
改
革
推
進
課
に
お
い
て

所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
を
削
り
、
同
条
地
域
政
策
課
の
項
中
第

十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
す
る
。 

 

第
七
条
文
書
課
の
項
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
一 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を 

 
 

 

除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
二 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
三 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
四 

前
三
号
の
ほ
か
、
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
企
画 

 
 

 

及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
五 

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
の
施
行 

 
 

 

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
六 

県
政
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
条
防
犯
・
交
通
安
全
課
の
項
中
第
十
一
号

を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。 

 
 

九 

埼
玉
県
特
殊
詐
欺
撲
滅
条
例
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

県

政

情

報

セ

ン

タ

ー 
人

権

推

進

課 

 

 

 
 

 

「 

「 

」 

 

 

人 
」 

 

権

推

進

課 

に
改
め
る
。 



に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
四
温
暖
化
対
策
課
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 
気
候
変
動
適
応
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
四
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
課
の
項
第
二
号
中
「
普
及
」
の
下
に
「
（
燃
料
電
池
自
動
車
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
大
気
環
境
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第

十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
三 

次
世
代
自
動
車
の
普
及
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

 

に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条
福
祉
政
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

七 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
病
院
部
門
に
関
す
る
こ
と
に

限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
項
第
十
三
号
中
「
、
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
三 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
福
祉
政
策
課
に
お
い
て
所

掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
保
健
医
療
政
策
課
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

埼
玉
県
健
康
づ
く
り
安
心
基
金
（
会
計
管
理
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

 

に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
疾
病
対
策
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九

号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

十 

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を 

 
 

 

除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
一 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の 

 
 

 

を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
疾
病
対
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
四 

健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る 

 
 

 

対
策
に
関
す
る
基
本
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関 

 
 

 

す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
金
融
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

勤
労
者
向
け
制
度
融
資
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
雇
用
労
働
課
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と

し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的



な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
九
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
十
一
条
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二
十
二 
都
市
農
地
の
貸
借
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
三
条
都
市
計
画
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
二
号
中
「
埼
玉
県
下
水
道
公
社
及
び
」
を
削
り
、

同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
二
十
条
の
表
埼
玉
県
越
谷
児
童
相
談
所
の
項
中
「
、
草
加
市
」
、
「
、
八
潮
市
、
三
郷
市
」

及
び
「
、
吉
川
市
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
事
務
を
」
の
下
に
「
、
埼
玉
県
草
加
児
童
相
談
所
に
お
い
て
は
草
加

児
童
相
談
所
及
び
草
加
保
健
所
の
庁
舎
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
の
二 

削
除 

 

第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
、
埼
玉
県
草
加
保
健
所
に
お
い
て
は
草
加
保
健
所
及
び
越
谷
児

童
相
談
所
草
加
支
所
の
庁
舎
の
管
理
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
三
条
の
三
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

と
畜
場
に
併
設
す
る
食
肉
処
理
業
の
施
設
に
係
る
監
視
、
指
導
、
報
告
徴
収
、
立
入
検
査 

 
 

及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
五
十
三
条
の
四
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

と
畜
場
に
併
設
す
る
食
肉
処
理
業
の
施
設
に
係
る
監
視
、
指
導
、
報
告
徴
収
、
立
入
検
査 

 
 

及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
百
三
十
一
条
の
十
四
第
一
項
中
「
建
築
、
開
発
等
」
を
「
建
築
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
一
条
の
十
五
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
削
り
、
第
八

号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

２ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の

ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
上
欄
に
対
応
す
る
下
欄
に
掲
げ
る
所
管
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
に
基

づ
く
開
発
行
為
等
の
規
制
及
び
検
査
に
関
す
る
事
務
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良

な
宅
地
及
び
住
宅
の
認
定
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。 

埼
玉
県
草
加
児
童
相
談
所 

草
加
市 

草
加
市
、
八
潮
市
、
三
郷
市
、
吉
川
市 

 



埼
玉
県
行
政
不
服
審

査
会 

行
政
不
服
審
査
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
諮

問
に
応
じ
、
審
査
請
求
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
調
査
審
議

す
る
。 

文 書 課 

 

 

埼
玉
県
個
人
情
報
保

護
審
査
会 

埼
玉
県
情
報
公
開
審

査
会 

埼
玉
県
行
政
不
服
審

査
会 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

実
施
機
関
の
諮
問
に
応
じ
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
に

関
す
る
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求
等
に
つ
い
て
調
査
審
議

す
る
。 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施

機
関
の
諮
問
に
応
じ
、
及
び
埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
の
諮
問
に
応
じ
、
公
文

書
の
開
示
又
は
公
開
に
関
す
る
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

等
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。 

行
政
不
服
審
査
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
諮

問
に
応
じ
、
審
査
請
求
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
調
査
審
議

す
る
。 

文 書 課 

 

 

埼
玉
県
情
報
公
開
審

査
会 

埼
玉
県
同
和
対
策
協

議
会 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施

機
関
の
諮
問
に
応
じ
、
及
び
埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
の
諮
問
に
応
じ
、
公
文

書
の
開
示
又
は
公
開
に
関
す
る
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

等
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。 

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
同
和
対
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を

調
査
審
議
す
る
。 

セ ン タ ー 人権推進課 

 

 

       

第
百
八
十
七
条
の
表
中 

                           

「 

を 

に
、 

「 

を 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー 

名 
 

 
 

 

称 

南
埼
玉
郡 

入
間
郡
の
う
ち
越
生
町
、
比
企
郡
の
う
ち
鳩
山

町
、
と
き
が
わ
町
、
秩
父
郡
、
児
玉
郡
、
大
里

郡 

所

管

区

域

 

 

」 」 

「 



上
尾
都
市
計
画
事
業

伊
奈
特
定
土
地
区
画

整
理
審
議
会 

土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
上
尾

都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
換

地
計
画
、
仮
換
地
の
指
定
及
び
減
価
補
償
金
の
交
付
に
関
す

る
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
事
務 

市 街 地 整 備 課 

 

 

埼
玉
県
個
人
情
報
保

護
審
査
会 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

実
施
機
関
の
諮
問
に
応
じ
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
に

関
す
る
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求
等
に
つ
い
て
調
査
審
議

す
る
。 

県 政 情 報 

 

 

埼
玉
県
同
和
対
策
協

議
会 

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
同
和
対
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を

調
査
審
議
す
る
。 

人権推進課 

 

 

総
務
部 

企
画
財
政
部 

人
財
政
策
局
長 

地
域
経
営
局
長 

政
策
・
財
務
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
人
財
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等

並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び

に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
行
政
経
営
、
情
報
通
信
技
術
、

地
域
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等
並
び
に
特
に
指
定
さ

れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に

関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
政
策
の
企
画
、
総
合
計
画
の
策

定
、
予
算
及
び
議
会
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事

項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る

総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

         

改
め
、
同
表
埼
玉
県
開
発
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

第
百
八
十
七
条
の
表
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
審
議
会
の
項
を
削
る
。 

 

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
企
画
財
政
部
の
項
及
び
総
務
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                 

」 

「 

」 

に 



 

契
約
局
長 

税
務
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
契
約
事
務
に
係
る
企
画
及
び
指

導
、
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
、
物
品
の
調
達
、

県
の
建
設
工
事
の
う
ち
特
に
指
定
さ
れ
た
建
設
工
事

並
び
に
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
委
託
に
係
る

入
札
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
税
務
行
政
に
係
る
企
画
及
び
立

案
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並

び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を

掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

埼
玉
県
環

境
科
学
国

際
セ
ン
タ

ー
及
び
埼 

埼
玉
県
環

境
科
学
国

際
セ
ン
タ

ー 埼
玉
県
環
境
科

学
国
際
セ
ン
タ

ー 

室 所究研 

副
室
長 

副
研
究
所
長 

研
究
企
画
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、

室
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、

研
究
所
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、

所
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

事
務
を
整
理
す
る
。 

 

 

               

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
危
機
管
理
防
災
部
の
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
第
七
号
を
第
八

号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 

五 

地
域
経
営
局
長 

 

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
埼
玉
県
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
埼
玉
県
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
部

長
」
に
、
「
農
業
革
新
支
援
部
長
」
を
「
室
長
」
に
改
め
、
同
表
中 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

「 
を 



玉
県
産
業

技
術
総
合

セ
ン
タ
ー 

 
 

 

 

 

埼
玉
県
環

境
科
学
国

際
セ
ン
タ

ー
及
び
埼

玉
県
産
業

技
術
総
合

セ
ン
タ
ー 

室 

副
室
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、

室
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

」 」 

「 

に 



 

 

規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
Ｉ
Ｔ
統
括
幹
、
改
革
政
策
局
長
、
地
域
政
策
局
長
」
を
「
政
策
・
財
務

局
長
、
地
域
経
営
局
長
、
人
財
政
策
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
、
消
防
防
災
政
策
幹
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
改
革
政
策
局
長
、
地
域
政
策
局
長
」
を
「
政
策
・
財
務
局
長
、

地
域
経
営
局
長
、
人
財
政
策
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
受
任
者
の
欄
中
「
県
民
生
活
部
県
政

情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
副
部
長
」
の
下
に
「
、

地
域
経
営
局
長
」
を
加
え
、
同
欄
５
中
「
を
命
令
す
る
こ
と
」
を
「
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め

る
。 

 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
人
事
課
の
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄 

を
削
り
、
同
表
職
員
健

康
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

             

課書文 

二 

埼
玉

県
個

人

情

報

保

護

条

例

の

施

行

に

関

す 

 

る

事

務 

一 

埼
玉

県
情

報

公

開

条

例

の

施

行

に

関

す

る

事 

 

務 

 

  

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
六

十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
実
施

機
関
（
同
条
例
第
五
章
（
第
五
十
九

条
を
除
く
。
）
に
係
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
県
の
執
行
機
関
）
に
お
け
る

同
条
例
の
施
行
の
状
況
を
取
り
ま
と

め
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
こ
と
。 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
六

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
実
施
機
関

に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状

況
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
公

表
す
る
こ
と
。 
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別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
青
少
年
課
の
項
部
長

専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
９
か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
８
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

９ 
条
例
第
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
害
役
務
営
業
者
に
対
し
、
違
反
行

為
の
中
止
そ
の
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
。 

 
 

 

条
例
第
十
七
条
の
八
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
害
役
務
営
業
者
に
対

し
、
期
間
を
定
め
て
有
害
役
務
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
、
及
び
そ
の
旨
を

公
表
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
消
防
防
災
課
の
項
第
六
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
七
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を

「
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
七
十
四
条

の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
９

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
災
害

発
生
市
町
村
長
を
応
援
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
消
防
防
災
課
の
項
第
六
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
七
十
四
条
の
三
」
を
「
第
七

十
四
条
の
四
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
に
対
し
、
災
害
発
生
市
町

村
長
を
応
援
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
消
防
防
災
課
の
項
第
七
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
４
中
「
第

十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
市
町
村
長
」
を
「
災
害
発
生
市
町
村
の
長
」
に
改

め
、
同
欄
４
を
同
欄
５
と
し
、
同
欄
中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 

２ 

法
第
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
救
助
実
施
市
の
指
定
に
つ
い
て
内
閣
総
理

大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
消
防
防
災
課
の
項
第
七
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
４
を
５

と
し
、
１
か
ら
３
ま
で
を
２
か
ら
４
ま
で
と
し
、
同
欄
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

１ 

法
第
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
救
助
に
お
い
て
必
要
と
な
る
物
資
の
供
給
又
は
役

務
の
提
供
に
つ
い
て
、
救
助
実
施
市
の
長
及
び
物
資
の
生
産
等
を
業
と
す
る
者
そ
の
他
の

関
係
者
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
化
学
保
安
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
四

十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

12 

14 

11 

11 

13 

10 

18 

19 

12 

17 

13 

18 

11 

11 

12 

10 

10 

11 

10 

32 

33 

20 

31 

21 

32 

19 

19 

20 

18 

19 



 

 

 

別
表
第
四
環
境
部
の
表
温
暖
化
対
策
課
の
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

       

別
表
第
四
環
境
部
の
表
大
気
環
境
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
第
十
六
条
第
二

項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
表
水
環
境
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事

項
の
欄
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

事
務
の
種
類
の
欄
中
「
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
処
理
業
省
令
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
五
条
第
二
項
」

を
「
第
五
条
第
二
項
前
段
」
に
、
「
そ
の
こ
と
を
」
を
「
同
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
」
に

改
め
、
同
欄
３
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
十
項
前
段
」
に
、
「
指
示
措
置
」
を
「
汚

染
の
除
去
等
の
措
置
」
に
、
「
そ
の
こ
と
を
」
を
「
同
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
」
に
改
め
、

同
欄 

中
「
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
」
を
「
処
理
業
省
令
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同

欄 

と
し
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

処
理
業
省
令
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
変
更
協
議
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
環
境
部
の
表
水
環
境
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
９
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
等
と
協
議
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
環
境
部
の
表
産
業
廃
棄
物
指
導
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
２
」

を
「
５
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
４
」
を
「
７
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
６
」
を
「
９
」
に
改

め
、
同
欄 

中
「
８
」
を
「 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
社
会
福
祉
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
条
第
三
項
」

を
「
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

三
十
条
の
四
第
十
三
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
三
十
条

の
四
第
十
四
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

    

二 

気
候
変
動
適
応

法
（
平
成
三
十
年

法
律
第
五
十
号
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 
 

気
候
変
動
適
応
法
第
十
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
地
域
気
候
変
動
適
応
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
。 

 

十 

保
健
師
助
産
師

看
護
師
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第 

 

１ 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を

し
、
及
び
当
該
指
定
試
験
機
関
に
准 

 

12 

12 

14 

11 

12 

13 

10 

11 

10 

10 

11 



 

 

                                  

 

二
百
三
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 
 

看
護
師
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部

を
行
わ
せ
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十
七
条
の
二
（
法
第
二
十

七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
試
験
機
関
の
役
員
の
選
任

及
び
解
任
に
関
し
認
可
し
、
又
は
役

員
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
指
定
試
験
機
関
の
事

業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
関
し
認
可

す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
試

験
機
関
の
試
験
事
務
規
程
に
関
し
認

可
し
、
又
は
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
七
条
の
八
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
試
験
機
関
に
対
し
、
監

督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
指
定
試
験
機
関
に
対

し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員

に
、
関
係
者
に
対
し
質
問
さ
せ
、
若

し
く
は
指
定
試
験
機
関
の
事
務
所
に

立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
書
類
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。 

７ 

法
第
二
十
七
条
の
十
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
試
験
機
関
の
試
験
事
務

の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は

廃
止
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
二
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に

基
づ
き
、
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を

取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
、

試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の 

 



 

 

         

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
疾
病
対
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

          

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
産
業
支
援
課
の
項
第
四
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
１
中
「
第
三
十

七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
三
十
七
条
第
五
項
」
を

「
第
四
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」

を
「
第
四
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

欄
４
中
「
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
三
十
八

条
第
六
項
」
を
「
第
五
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
三
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第

五
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
三
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」

に
改
め
、
同
表
企
業
立
地
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
地
方
活
力
向
上
地
域
特

定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
を
「
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
に
改
め
、

同
欄
２
及
び
３
中
「
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
を
「
認
定
地
方
活

力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
に
改
め
、
同
表
雇
用
労
働
課
の
項
第
八
号
事
務
の

種
類
の
欄
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安

定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二

号
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
号
部
長
専
決
事
項

の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

停
止
を
命
ず
る
こ
と
。 

９ 

法
第
二
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に

基
づ
き
、
准
看
護
師
試
験
を
行
う
こ

と
。 

 
 

法
第
二
十
七
条
の
十
五
の
規
定
に

基
づ
き
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。 

 

九 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

依
存
症
対
策
基
本

法
（
平
成
三
十
年

法

律

第

七

十

四

号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務 

 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存 

症
対
策
基
本
法
第
十
三

条
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
都 

道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等 

依
存
症
対
策
推
進
計
画

を
策
定
し
、
又
は
変
更
す

る
こ
と
。 

 

 

 

10 



 

 

      

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
十
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
七
条
の

二
十
六
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課

の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
表
農
産
物
安
全
課
の
項
第
七
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第

三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
畜
産
安
全
課
の
項
第
八
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第

十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
同
欄
３
と
し
、
同
欄
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

２ 

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
事
業
者
の
指
定
を
し
た
と
き
に
、
そ
の

旨
を
公
示
し
、
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
第
二
十
九
条

の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 
中
「
第
百
三
十
三
条
」
を

「
第
百
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
県
土
整
備
政
策
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
１
及
び
道

路
環
境
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
７
中
「
第
五
十
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
条
第
七

項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
都
市
計
画
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、

第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
表
建
築
安
全
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決

事
項
の
欄 

及
び 

中
「
建
ぺ
い
率
」
を
「
建
蔽
率
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か 

ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
八
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
仮
設
興
行
場
等
の
建
築
を
許
可
す
る

こ
と
。 

第
二
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
統
計
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
三
十
三
条
第
一

号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
届
出
独
立
行
政
法
人
等
」
を
「
指
定
独
立
行

政
法
人
等
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
独
立
行
政
法
人

等
に
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
作
成
し
た
統
計
又
は
行
つ
た
統
計
的
研
究
の
成
果
を
提
出

す
る
こ
と
。 

第
三
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

１ 

法
第
十
条
第
四
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
基
本
方
針
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
関
し
必
要
な

措
置
の
実
施
を
要
請
す
る
こ
と
。 

 

24 

33 

34 

93 

94 

86 

92 

87 

93 

85 

86 



 

 

 

別
表
第
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

                              

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
用
地
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   

三
十
一 

所
有
者
不

明
土
地
の
利
用
の

円
滑
化
等
に
関
す

る

特

別

措

置

法

（
平
成
三
十
年
法

律
第
四
十
九
号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る

事
業
者
等
と
し
て

の
事
務 

１ 

法
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、 

 

特
定
所
有
者
不
明
土

地
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事

に
対
し
、
土
地
使
用 

 
権
等
の
取
得
に
つ
い

て
の
裁
定
を
申
請
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
所
有
者
不
明
土

地
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事

に
対
し
、
土
地
等
使 

 

用
権
の
存
続
期
間
の

延
長
に
つ
い
て
の
裁
定

を
申
請
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
七
条
第

一
項
又
は
第
三
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
特
定
所
有 

 

者
不
明
土
地
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
知
事
に
対
し
、 

 

収
用
又
は
使
用
に
つ

い
て
の
裁
定
を
申
請

す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
収
用
委
員
会
に
裁
決
を
申
請
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
土
地
使
用
権
等
の
全
部
又

は
一
部
の
譲
渡
の
承
認
を
申
請
す
る

こ
と
。 

３ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
七
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
物
件
の
収
用
を

請
求
す
る
こ
と
。 

 

六 

所
有
者
不
明
土

地
の
利
用
の
円
滑 

 

１ 

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
土
地
使
用
権
等
の
取
得
に
つ 

 



 

 

                 第
四
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
建
築
安
全
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と

し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
救
助
用
建
築
物
等
を
引
き
続
き

使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
許
可
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
期
間
を

定
め
て
特
別
興
行
場
等
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
建
築
安
全
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と

し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
九
項
第
二
号
」

を
「
第
六
十
七
条
第
九
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
六
十

七
条
の
三
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
七
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と

し
、
同
欄 

中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と

し
、
同
欄 

中
「
第
五
十
三
条
第
五
項
第
三
号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
項
第
三
号
」
に
改
め
、

同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
五
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な

い
と
認
め
て
建
蔽
率
の
限
度
を
超
え
る
建
築
物
を
許
可
す
る
こ
と
。 

 

化
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 
 

い
て
裁
定
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間

の
延
長
に
つ
い
て
裁
定
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
裁
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
状
回
復
を

命
じ
、
又
は
当
該
原
状
回
復
を
自
ら

行
い
、
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
者
若

し
く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ

と
。 

５ 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三

十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

収
用
又
は
使
用
に
つ
い
て
裁
定
す
る

こ
と
。 

 

94 

98
+ 

91 

93 

95 

97 

90 

92 

93 94 

89 

91 

56 

88 

58 

90 

55 55 

57 

54 54 

56 

53 
53 

55 

52 

54 

36 

51 

38 

53 

35 

35 

37 

34 

35 



 

 

 
 

 

法
第
五
十
三
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
避
難
上
及
び
消
火
上
必
要
な
機
能

の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
と
認
め
て
前
面
道
路
の
境
界
線
か
ら
後
退
し
て
壁
面
線
を
指
定

す
る
こ
と
。 

第
五
条 
埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
生
活
衛
生
課
の
項
第
十
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
１
中
「
第
五

条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
六
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
広
域
的
水
道
整
備
計
画
」
を
「
水
道
基
盤
強
化
計
画
」
に
改
め
、

同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
８
を 

と
し
、
１
か
ら
７
ま
で
を
４
か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄
に

１
か
ら
３
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

１ 

法
第
五
条
の
三
第
四
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
計
画
区
域
内
の
市
町
村
並
び
に
計
画
区
域
を
給
水
区
域
に
含
む
水
道
事
業
者

及
び
当
該
水
道
事
業
者
が
水
道
用
水
の
供
給
を
受
け
る
水
道
用
水
供
給
事
業
者
の
同
意
を

得
る
こ
と
。 

 

２ 

法
第
五
条
の
三
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
広
域
的
連
携
等
推
進
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。 

 

３ 

法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
域
的
連
携
等
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る

こ
と
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

平
成
三
十
一
年
五
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

平
成
三
十
一
年
六
月
一
日 

三 

第
四
条
の
規
定 

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）

の
施
行
の
日 

四 

第
五
条
の
規
定 

水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の

施
行
の
日 

36 

10 

11 



規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
、
総
務
部
長
、
農
業
革
新
支
援
部
長
」
及
び
「
、
研
究
企
画
幹
、
副
研

究
所
長
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
十
中
「
を
命
令
す
る
こ
と
」
を
「
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
２
中

「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
質
問
さ
せ
る
こ
と
」
を
「
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
資
料
を

提
出
さ
せ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
表
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
所
長
、
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
利
根
地
域

振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の

項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と
し
、
６
か
ら 

ま
で
を
７

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄
５
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
５

を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
過
措
置
に
よ
る
指
定
地
域
特
定
施
設
の
使
用

の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄 

中
「
第

二
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」

を
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
別
表
第
六
の
四
の

項
の
下
欄
一
号
ニ
又
は
二
号
ハ
」
を
「
別
表
第
八
の
四
の
項
の
下
欄
第
一
号
ニ
又
は
第
二
号
ホ
」

に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
別
表
第
六
の
一
の
項
の
下
欄
ロ
」
を
「
別
表

第
八
の
一
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ホ
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄

中 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行

方
法
に
係
る
確
認
を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受

け
た
土
地
の
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
等
の
届
出
を
受
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理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
施
行
管
理
方
針
の
変
更
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
施
行
管
理
方
針
の
変
更
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
施
行
管
理
方
針
の
廃
止
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号

の
確
認
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
第

四
十
三
条
第
三
号
（
施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

「
第
四
十
三
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 
と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
三
条
第
二

号
（
施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
四
十
三
条

第
三
号
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 
と
し
、
同
欄 

中
「
第
十
六
条

第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
二
十
条
第
六
項
」
の
下
に
「
（
同
条

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄 

を
同
欄 
と
し
、
同
欄
中 

 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 
 

と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
旨
の
確
認
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄
９
中
「
汚

染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
」
を
「
汚
染
除
去
等
計
画
を
作
成
し
、

提
出
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
及
び
提
出
さ
れ
た
汚
染
除
去
等
計
画
を
受
理
す
る
こ
と
」

に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
提
出
さ
れ
た
汚
染
除
去
等
計
画
を
受
理
す
る
こ

と
。 

 
 

 

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
提
出
さ
れ
た
変
更
後
の
汚
染
除
去
等
計
画
を
受

27 

27 

35 

26 

26 

34 

25 

33 

24 

24 

32 

23 

31 

19 

22 

27 

30 

18 

18 

26 

17 

25 

13 

16 

21 

24 

12 

19 

18 

10 

16 

11 

39 40 41 42 43 20 17 

11 

12 13 



理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
し
、
短

縮
後
の
期
間
を
通
知
す
る
こ
と
。 

 
 

 
法
第
七
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
実
施
措
置
を
講
じ
た
旨
の
報
告
を
受
理
す
る
こ

と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄
中
８
を 

 

と
し
、
５
か
ら
７
ま
で
を
７
か
ら
９
ま
で
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

６ 

法
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
汚
染
の
状
況
の
調
査
結
果
の
報
告
を
受
理
す
る

こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄 

中
「
第

十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
五
条
第
十
六
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
二
十
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
欄 

 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
五
条
第
十
五
号
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
条
第
二
十
号
た
だ

し
書
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 
と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
九
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
等
が
行
う
汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
に
お
い
て
処
理
す
る
汚
染
土
壌

又
は
当
該
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
若
し
く
は
気
体
が
飛
散
等
し
た
旨
の
通
知
を
受
理

す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
等
が
行
う
汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
通
知

を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
等
が
行
う
汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
休
止
若
し
く
は
廃
止
又
は
休

止
し
た
事
業
の
再
開
の
通
知
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
等
に
対
し
、
汚
染
土
壌
の
処
理
の
方
法
の
変
更
等
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る

こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
等
に
対
し
、
事
業
を
停
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
等
に
対
し
、
汚
染
の
除
去
等
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 
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と
し
、
６
か
ら 

ま
で
を
９
か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄
５
中
「
第
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
十

二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
４
中
「
同
条
第
一
項
の
指
示
を
受
け

た
者
に
対
し
、
当
該
指
示
措
置
等
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る

者
に
対
し
、
汚
染
除
去
等
計
画
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
６
と
し
、

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

７ 

法
第
七
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
七
項
の
実
施
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
者

に
対
し
、
実
施
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中
３
を
４

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
汚
染
除
去
等
計

画
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中
２
を
３

と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

２ 

法
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
所
有
者
等
に
対
し
、
汚
染
の
状
況
に
つ

い
て
調
査
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
中
５
を
６

と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
事
業
者
に
係
る
届
出
を
し
た
者
の
地

位
の
承
継
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
六
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
表
秩
父
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
事
務
の
種
類
の

欄
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
」
を
加
え
、
同
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務

の
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
八
十
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
適
切
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と

し
、 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
就
労
自
立
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
進

学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、 

 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
急
迫
の
場
合
等
に
お
い
て
資
力
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
護
を
受
け
た
者
か
ら
の
徴
収
を
決
定
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と

し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第

五
十
五
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
五
十
五
条
の
五
」
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を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 
 

 

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
被
保
護
者
で
あ
つ
て
、
特
定
教
育
訓

練
施
設
に
確
実
に
入
学
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
進
学
準
備
給
付
金
を
支
給

す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
九
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「 

」
を

「 

」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
削
り
、
６
を
５
と
し
、
７
か
ら 

ま
で
を
６
か
ら 

ま
で
と
し
、

同
項
第
十
四
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

欄
２
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
十
五
条
第

一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同

表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
施
行
令
」
と

い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
九
条
の
十
五
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
師
が
速
や
か
に
診
療
を
行
う
体

制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
十
四
号
委
任
事
務
の
欄 
中
「
第
十
四
条
」

を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及

び
健
康
増
進
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十

七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
専
決
事
項
の
欄

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

６ 

改
正
省
令
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
喫
煙
可
能
室
の
設
置
に
係
る
届
出

を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
病
害
虫
防
除
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
八

条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
三
条
第
一
項

又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
営
競
技
事
務
所
長
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
昭
和
二

十
三
年
商
工
省
令
第
二
十
八
号
」
を
「
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
七
号
」
に
改
め
、

同
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
経
済
産
業
局
長
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
、
同
表
農
林
振

興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
六
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
七
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」

を
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
欄 
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中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
及
び
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
七
項
及
び
第
十
八
項
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第

十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
二
十
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
特
定

農
山
村
地
形
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を

「
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
同

項
第
二
十
三
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
七
条
の
二
十
六
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六

第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と

し
、
同
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で

を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
等
を
受
け
た
者
に
対
し
、
報
告

を
さ
せ
、
又
は
職
員
に
、
当
該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務
所
等
に
立
ち
入
り
、
検
査
さ

せ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と

し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を
削
り
、 
を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
六
」

に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
四
項
」
を
「
第
四

十
八
条
の
二
十
五
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 
中
「
第
四
十
八
条
の

二
十
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、

同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
二
項
」
に
改
め
、

同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の

二
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
四

項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第

四
十
八
条
の
二
十
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
」

に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
」
を
「
第
四
十

八
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
十

八
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

 

中
「
第
四
十
八
条
の
十
八
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄 

 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一

第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
」
を

「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
四
十
四
条
第
六
項
（
法
第
六
十
九
条
第
二
項
、
法
第
七
十
二
条
第
二
項
、
法
第
七
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十
五
条
第
六
項
及
び
法
第
九
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
。 

 
別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と

し
、 
を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
三
十
九
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
占
用
者
に
対
し
、
是
正
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄
７
中
「
第
六
十

九
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第

一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四

十
九
号
）
」
の
下
に
「
及
び
埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
工
事
着
手
届
出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
間
検
査
を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

規
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
間
検
査
依
頼
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
に
規
定
す
る
許
可
等
の
申
請
に
係
る
申
請
取

下
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
工
事
取
り
や
め
届
出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
い

う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
埼
玉
県
優
良
宅
地
造
成
等
認
定
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
規
則

第
二
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の

欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

規
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
宅
地
造
成
工
事
廃
止
届
出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

６ 

規
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
位
承
継
届
出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 
 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
仮
設
建
築
物
の
許
可
を
す
る
こ

と
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
の
建
築
を
許
可
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同

欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
四
十
三
条
第
一

項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び

衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
号
委
任
事
務
の
欄
６
中
「
第

二
十
一
条
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
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を
加
え
、
同
欄
７
中
「
第
二
十
二
条
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中
８
か
ら 

ま
で
を
９

か
ら 

ま
で
と
し
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

８ 
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十

八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
協
定
建
築
物
の

建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
並
び
に
そ
の
計
画
の
変
更
を
認
定
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
号
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
五
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
協
定
建
築
主
等
に
対
し
、
協
定
建
築

物
の
建
築
等
又
は
維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。 

第
二
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
二
十
八
号
委
任
事
務
の
欄
５
中
「
第
三
十

一
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
７
を
８
と
し
、
６
を
７
と
し
、
５
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

６ 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
若

し
く
は
そ
の
扶
養
義
務
者
に
対
し
報
告
を
求
め
、
又
は
官
公
署
に
対
し
必
要
な
書
類
の
閲

覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
。 

第
三
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
第

八
十
六
条
の
八
第
三
項
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
八
第
四
項
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
七

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条

の
八
第
五
項
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
八
第
六
項
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
既
存
の
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
二
以

上
の
工
事
に
分
け
て
用
途
の
変
更
に
伴
う
工
事
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の

工
事
の
全
体
計
画
が
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
期
間
を

定
め
て
興
行
場
等
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
専
決
事
項
の
欄
中
７
を
８

15 43 44 

13 

14 

12 

13 

39 

40 

41 

42 

58 

60 

43 

57 

45 

59 

42 



と
し
、
４
か
ら
６
ま
で
を
５
か
ら
７
ま
で
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

４ 

法
第
九
条
の
四
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
上
危
険
と
な
り
、
又
は
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
等
に
対
し
て
維
持
保
全
に
関
し
必
要
な
指
導
及

び
助
言
を
行
う
こ
と
。 

第
四
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
一
号
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 

４ 

法
第
二
十
五
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
施
設
の
管
理
権
原
者
等
に
対
し
、
受
動

喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
一
号
専
決
事
項
の
欄
中
６
を 

と

し
、
５
を 

と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
喫
煙

の
中
止
又
は
特
定
施
設
の
喫
煙
禁
止
場
所
か
ら
の
退
出
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

６ 

法
第
二
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
期
限

を
定
め
て
器
具
又
は
設
備
を
喫
煙
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 

７ 

法
第
二
十
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
勧
告
に

従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 

８ 

法
第
二
十
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
勧
告

に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

９ 

法
第
二
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
を
さ
せ
、
又
は
職
員
に
、
特
定

施
設
に
立
ち
入
り
、
措
置
の
実
施
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
五
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

平
成
三
十
一
年
六
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）

の
施
行
の
日 

三 

第
四
条
の
規
定 

平
成
三
十
一
年
七
月
一
日 

10 

11 

12 



規

則 

 

基
準
点
測
量
成
果
の
写
し
の
保
管
及
び
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

基
準
点
測
量
成
果
の
写
し
の
保
管
及
び
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

基
準
点
測
量
成
果
の
写
し
の
保
管
及
び
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
定
め
」
を
「
特
定
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

㊞
 



様式第２号（第１０条関係） 

 受付番号  

基準点測量成果の写し閲覧票 

申 込 者 
氏 名 

 
閲 覧 

年 月 日 
 年   月   日 

  
閲 覧 者     
氏 名 

 

閲覧成果 

名 称 番 号 
返 納 

受領印 
記          事 

    

備 考     



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手

続
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

備
考

 
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

あ
て
先

 

備
考

 
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

あ
て
先

 
宛
先

 

宛
先

 



規

則 

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
の
一
部 

 
 

 

 
 

 

を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
四

年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
、
部
長
」
の
下
に
「
、
Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室
長
、
感
染
管
理
室
長
」
を
、
「
医

幹
」
の
下
に
「
、
脳
神
経
セ
ン
タ
ー
長
」
を
、
「
感
染
症
対
策
部
長
」
の
下
に
「
、
希
少
が
ん
・

サ
ル
コ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
長
、
低
侵
襲
手
術
セ
ン
タ
ー
長
、
周
術
期
セ
ン
タ
ー
長
」
を
、
「
副
室
長
」

の
下
に
「
、
移
植
セ
ン
タ
ー
長
、
小
児
が
ん
セ
ン
タ
ー
長
、
遺
伝
診
療
セ
ン
タ
ー
長
、
政
策
医
療

企
画
室
長
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
号
中
「
の
う
ち
病
院
長
」
の
下
に
「
、
Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室
長
、
感
染
管
理
室
長
」
を
、
「
副

病
院
長
」
の
下
に
「
、
脳
神
経
セ
ン
タ
ー
長
」
を
、
「
地
域
医
療
連
携
室
長
」
の
下
に
「
、
希
少

が
ん
・
サ
ル
コ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
長
、
低
侵
襲
手
術
セ
ン
タ
ー
長
、
周
術
期
セ
ン
タ
ー
長
」
を
、
「
図

書
館
長
」
の
下
に
「
、
移
植
セ
ン
タ
ー
長
、
小
児
が
ん
セ
ン
タ
ー
長
、
遺
伝
診
療
セ
ン
タ
ー
長
、

政
策
医
療
企
画
室
長
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉

県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報

酬
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
報
酬
等
基
準
額
表
） 

第
二
条 

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
条
例
別
表
に
掲
げ
る
職
種
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に

定
め
る
報
酬
等
基
準
額
表
を
適
用
す
る
。 

 

一 

医
師
及
び
歯
科
医
師 

医
療
職
報
酬
等
基
準
額
表
㈠
（
別
表
第
一
） 

 

二 

薬
剤
師
、
獣
医
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職 

医
療
職
報
酬
等
基
準
額
表
㈡

（
別
表
第
二
） 

 

三 

保
健
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職 

医
療
職
報
酬
等
基
準
額
表
㈢
（
別
表
第

三
） 

 

四 

前
記
以
外
の
職 

行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
（
別
表
第
四
） 

 

（
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
職
） 

第
三
条 

条
例
別
表
薬
剤
師
、
獣
医
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
の
項
の
規
則
で
定

め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。 

 

一 

薬
剤
師 

 

二 

獣
医
師 

 

三 

栄
養
士 

 

四 

診
療
放
射
線
技
師 

 

五 

臨
床
検
査
技
師
及
び
衛
生
検
査
技
師 

 

六 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士 

 

七 

視
能
訓
練
士 

 

八 

言
語
聴
覚
士 

 

九 

義
肢
装
具
士 

 

十 

歯
科
衛
生
士
及
び
歯
科
技
工
士 

２ 

条
例
別
表
保
健
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
の
項
の
規
則
で
定
め
る
職
は
、
保

健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
と
す
る
。 



 

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
） 

第
四
条 

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
報
酬
等

基
準
額
表
に
定
め
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
種
の
区
分
の
一
号
給
と
す
る
。 

２ 

学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
そ
の

他
知
事
が
定
め
る
経
験
を
有
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
よ
り
上
位
の

号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
酬
の
基
本
額
） 

第
五
条 

条
例
第
二
条
第
四
項
の
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の

基
本
額
は
、
勤
務
一
月
に
つ
き
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
報
酬
等
基
準
額
表
の
月
額
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報
酬
等
基
準
額
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
者
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と

す
る
。 

２ 

条
例
第
二
条
第
五
項
の
日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本

額
は
、
勤
務
一
日
に
つ
き
、
報
酬
等
基
準
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

３ 

行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
の
適
用
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準

額
が
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
若
し
く
は
責
任
の
度
又
は
勤
労
の
強
度
、
勤
務
時
間
、
勤
労
環
境

そ
の
他
の
勤
労
条
件
が
同
じ
職
種
に
属
す
る
他
の
職
に
比
し
て
特
殊
な
職
に
対
し
適
当
で
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
報
酬
等
基
準
額
に
別
表
第
五
に
定

め
る
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額
を
報
酬
等
基
準
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
） 

第
六
条 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
以
下
こ

の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を

命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
時
間
外
勤
務
手

当
に
相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
酬
の
額
は
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の

報
酬
の
額
に
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
割
合
（
そ

の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
割
合
に
百
分
の

二
十
五
を
加
算
し
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り

振
ら
れ
た
日
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ

の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で



の
間
の
勤
務
又
は
あ
ら
か
じ
め
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
う
ち
、

そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
一
週
間
当
た
り
三
十
八

時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

当
た
り
の
報
酬
の
額
に
百
分
の
百
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間

で
あ
る
場
合
は
、
百
分
の
百
二
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
し
た
勤
務
の
時

間
と
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
割
振
り
変
更

前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
時
間
（
知
事
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
と
の

合
計
が
一
月
に
つ
い
て
六
十
時
間
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た

全
時
間
に
対
し
て
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
九
条
に
規
定
す

る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
の
額
に
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
し
た
勤
務
の
時
間
に
あ
っ
て

は
百
分
の
百
五
十
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

百
分
の
百
七
十
五
）
、
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
時
間
に
あ

っ
て
は
百
分
の
五
十
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
と
し

て
支
給
す
る
。 

 

（
休
日
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
） 

第
七
条 

休
日
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。
次
条

第
二
項
及
び
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
三
項

に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、

正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤

務
し
た
全
時
間
（
休
日
に
代
わ
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
代
休
日
」
と
い
う
。
）
を
指

定
さ
れ
て
休
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
者
の
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し
た
全
時
間
）
に
対

し
て
休
日
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
酬
の
額
は
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の

報
酬
の
額
に
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
を
し
て
も
、
前
項
の
報
酬
は

支
給
さ
れ
な
い
。 

 

（
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
） 

第
八
条 

宿
直
又
は
日
直
勤
務
の
た
め
正
規
の
勤
務
時
間
外
若
し
く
は
休
日
に
お
け
る
正
規
の
勤

務
時
間
中
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
は
、
前
二
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
酬
の
額
は
、
給
与
条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
定
め
る
額
と
す
る
。 



 

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
の
額
の
算
出
） 

第
九
条 

第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り

の
報
酬
の
額
は
、
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者

の
報
酬
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を
い
う
。
次
項
、
第
十
二
条
及
び
第
十

七
条
に
お
い
て
「
基
本
報
酬
」
と
い
う
。
）
の
月
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
そ
の
者
に
つ

い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
知
事
が
定
め
る

時
間
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

た
額
）
と
す
る
。 

２ 

第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報

酬
の
額
は
、
日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
基

本
報
酬
の
日
額
を
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
で
除
し
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
二
条
第
八
項
及
び
条
例
第
六
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
者
） 

第
十
条 

条
例
第
二
条
第
八
項
及
び
条
例
第
六
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。 

 

一 

任
期
が
六
月
未
満
の
者
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
が
六
月
以
上
の
者
と
み
な
さ
れ
る
者

を
除
く
。
） 

 

二 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
者 

 

三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
者 

 

四 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
者
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
） 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
者 

２ 

任
期
が
六
月
に
満
た
な
い
者
の
う
ち
、
当
該
任
期
と
次
に
掲
げ
る
期
間
と
の
合
計
が
六
月
以

上
と
な
る
も
の
は
、
任
期
が
六
月
以
上
の
者
と
み
な
す
。 

 

一 

同
一
の
会
計
年
度
内
に
お
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
、
又
は
任
用
さ
れ
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
期
間
（
当
該
期
末
手
当
の
基
準
日
（
条
例
第
二
条
第
八
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
期
末
手
当
に
係
る
基
準
日
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
か

ら
基
準
日
ま
で
引
き
続
く
場
合
に
お
け
る
当
該
前
会
計
年
度
に
お
い
て
在
職
し
た
期
間
を
含

む
。
） 



 

二 

職
員
か
ら
引
き
続
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
と
し
て

在
職
し
た
期
間
（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
基
準
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る

場
合
に
限
る
。
） 

３ 

前
項
第
二
号
の
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一 

給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

 

二 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
適
用

を
受
け
る
職
員 

 

三 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条

例
第
六
十
四
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

 

四 

埼
玉
県
病
院
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼

玉
県
条
例
第
八
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

 

五 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

 

六 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
適
用
を

受
け
る
職
員 

 

七 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）

の
適
用
を
受
け
る
職
員 

 

八 

特
別
職
の
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特

別
職
に
属
す
る
県
の
職
員
（
臨
時
又
は
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
） 

 

（
期
末
手
当
の
在
職
期
間
の
特
例
） 

第
十
一
条 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
に
係
る
在
職
期
間
に
は
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内

の
期
間
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
を
算
入
す
る
。 

２ 

基
準
日
前
一
月
以
内
に
お
い
て
退
職
し
、
又
は
失
職
し
た
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
当
該
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
に
係
る
在
職
期
間
に

算
入
し
な
い
。 

 

（
期
末
手
当
基
礎
額
） 

第
十
二
条 

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
第
一
号
会
計
年
度
任

用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
現
在
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
る
べ
き
基
本
報
酬
の
月
額
と
す
る
。 

２ 

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
基
準
日
が
属
す
る
月
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
る
べ
き
一
月
分
の
基
本
報
酬
の
額
と
す

る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
月
ご
と
の
勤
務
日
数
が
異
な
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職



員
に
係
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
基
準
日
前
六
月
以
内
の
期
間
（
基
準
日
に
お
け
る
職
と
同
一

の
職
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
た
基
本
報
酬
の
額
の
一
月
当
た
り
の

平
均
額
と
す
る
。 

 

（
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
の
期
末
手
当
） 

第
十
三
条 
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
期
間
に
お
い
て
二
以
上
の
業
務
に
従
事
し

て
い
る
等
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
係
る
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
。 

 

（
条
例
第
三
条
の
規
則
で
定
め
る
者
及
び
そ
の
者
に
対
す
る
報
酬
の
基
本
額
） 

第
十
四
条 

条
例
第
三
条
の
規
則
で
定
め
る
者
及
び
こ
れ
に
対
す
る
報
酬
の
基
本
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
六
十
五
条
の
二
に
規

定
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー 

日
額
二
万
五
千
七
百
五
十
円 

 

二 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

 

日
額
一
万
四
十
円 

 

（
条
例
第
四
条
の
規
則
で
定
め
る
者
等
） 

第
十
五
条 

条
例
第
四
条
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
県
が
実
施
す
る
語
学
指
導
等
を
行
う
外
国
青

年
招
致
事
業
に
よ
り
任
用
す
る
外
国
青
年
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
次
の
報
酬
額
表
を
適
用
す
る
。 

 
 

 
 

 

       
 

 
 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
号
給
は
、
そ
の
者
が
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た

年
数
等
に
応
じ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。 

４ 

第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
は
、
期
末
手
当
は
支
給
し
な
い
。 

５ 

第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
そ

の
他
の
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 

（
給
料
の
額
） 

第
十
六
条 

条
例
第
六
条
第
二
項
の
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
は
、
報
酬
等
基
準

額
と
す
る
。 

号給 報酬月額 

      円 

１ 280,000 

２ 300,000 

 ３ 325,000 

 ４ 330,000 

 



２ 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
の
適
用
を
受
け
る
第
二
号
会
計
年

度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
（
報
酬
等
の
減
額
） 

第
十
七
条 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
任
命

権
者
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
次
項
に
規
定

す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
の
額
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与

額
を
減
額
し
て
報
酬
等
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
勤
務
し
な
い
時
間
が
月
の
初
日
か
ら
末

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
す
べ
き
全
時
間
で
あ
る
場
合
の
減
額
す
べ
き
額
は
、
そ
の
月
の

分
の
基
本
報
酬
又
は
給
料
及
び
地
域
手
当
の
全
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
の
額
は
、
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
基
本
報
酬
の
月
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
そ
の

者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
し
、
日
額
の
報
酬
を
受

け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
給

料
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週

間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
八
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
四
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
号
給
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
九
号
給
」
と
、
平
成
三
十

三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
三
号
給
」
と
、

平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
七
号

給
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

条
例
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当



該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
定

期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の

職
に
在
職
し
て
い
た
者 

特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者 

特
定
期
間
に
お
い
て
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同

一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ

と
と
な
る
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の

月
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額
） 

４ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
報
酬
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

一 

特
定
期
間
に
月
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
日
額
に
よ
り
報

酬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者 

そ
の
者
の
報
酬
の
日
額
が
、
特
定
期
間
に
お
い
て
、
一
日

当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
特
定

期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
報
酬
の
日
額
に
相
当
す
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
相
当
す
る
額 

 

二 

特
定
期
間
に
日
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
月
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者 

そ
の
者
の
報
酬
の
月
額
が
、
特
定

期
間
に
お
い
て
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た

も
の
と
し
た
場
合
に
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
額

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
相
当
す
る
額 

 

三 

特
定
期
間
に
日
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
日
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者 

そ
の
者
の
報
酬
の
日
額
が
、
特
定

期
間
に
お
い
て
、
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た
も

の
と
し
た
場
合
に
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
報
酬
の
日
額
に
相
当
す
る
額
に

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
相
当
す
る
額 

         

職種 医師及び歯科医師

号給 月額

円

1 434,300

別表第１（第２条関係）

医療職報酬等基準額表⑴



                                  

職種
薬剤師
獣医師

管理栄養士

栄養士（管
理栄養士を
除く。）
衛生検査技
師

診療放射線
技師
臨床検査技
師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士

義肢装具士 歯科衛生士 歯科技工士

号給 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額

円 円 円 円 円 円 円

1 241,500 201,750 179,550 198,500 207,700 189,200 196,400

2 181,450 200,000 191,000 198,300

3 183,350 201,500 192,500 200,200

4 185,250 203,000 194,400 202,100

5 187,050 204,600 196,400 203,900

6 188,950 205,900 198,300 205,800

7 190,850 207,400 200,200 207,700

8 192,350 210,300 202,100

9 193,850 203,900

10 195,350 205,800

11 196,950 207,700

12 198,250

13 199,750

14 201,750

別表第２（第２条関係）

医療職報酬等基準額表⑵

職種 保健師

看護師
（外来業務以
外の業務に従
事するもの）

看護師
（外来業務に
従事するもの)

准看護師
（外来業務以
外の業務に従
事するもの）

准看護師
（外来業務に
従事するもの)

号給 月額 月額 月額 月額 月額

円 円 円 円 円

1 214,200 210,600 201,750 178,600 171,250

2 215,600 212,900 204,050

3 217,000 215,200 206,350

4 218,200 217,500 208,650

5 219,600 219,900 211,050

6 221,000

7 222,500

別表第３（第２条関係）

医療職報酬等基準額表⑶



                                  

標準的な会計年度任用職員の職務を
行うもの

相当の知識又は経験を必要とする会
計年度任用職員の職務を行うもの

号給 月額 月額

円 円

1 148,600 187,200

2 149,700 188,900

3 150,800 190,700

4 151,900 192,400

5 153,000 194,000

6 154,400 195,400

7 155,700 196,900

8 157,000 198,400

9 158,300 199,700

10 159,800 201,000

11 161,300 202,200

12 162,900 203,500

13 164,200 204,800

14 165,700 206,100

15 167,200 207,400

16 168,700 208,700

17 170,100 209,800

18 172,800 211,100

別表第４（第２条関係）

行政事務報酬等基準額表

職種

前記以外の職

19 175,400 212,400

20 178,000 213,700

21 180,700 214,800

22 182,400 215,900

23 184,000 216,900

24 185,700 218,000

25 187,200 219,100



             

調整数 調整額 

      円 

１ 5,500 

２ 11,000 

 ３ 16,500 

 ４ 22,000 

 

別表第５（第５条、第１６条関係） 

    報酬等の調整額表 

 



規

則 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一 

 
 

 

 
 

 

部
を
改
正
す
る
規
則 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た
職
員
の
遺
族
（
次
条
第
二
項
に 

 

 

お
い
て
「
被
災
職
員
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
旨
の 

 

申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も 

 

の
で
な
い
と
認
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
被
災
職
員
等 

 

に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

実
施
機
関
の
長
の
職
及
び
氏
名 

二 

被
災
職
員
の
氏
名 

三 

傷
病
名 

四 

災
害
発
生
年
月
日 

五 

公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
で
な
い
と
認
定
し
た
理
由 

第
八
条
中
「
三
十
万
五
千
円
」
を
「
三
十
一
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
」
を
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
改

め
、
同
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
審
査
の
申
立
て
の
教
示
） 

第
二
十
六
条 

実
施
機
関
は
、
条
例
又
は
こ
の
規
則
に
基
づ
く
補
償
に
関
す
る
通
知
を
す
る
と
き 

 

は
、
第
二
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
教
示 

 

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第２号（第４条関係） 

公 務
   
通 勤

 災 害 認 定 通 知 書            

 

                             年  月  日  

   

 

        様 

    （実施機関の職・氏名）  

                                   □印    

 

 あなたは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和

４２年埼玉県条例第５１号）の規定に基づき、下記の災害に対する補償を受けるこ

とができますので、通知します。 

記 

 

１ 被災職員の氏名                             

 

２ 認 定 番 号                             

 

３ 災害発生年月日       年   月   日             

 

４ 傷  病  名                             

 

                             

教      示 

この決定に不服がある場合には、決定があつたことを知つた日の翌日か

ら起算して３か月以内に埼玉県公務災害補償等審査会に対して審査請求を

することができます。 

        



 

補 償 の 内 容 

 

１ あなたが被災職員である場合 

 ⑴ 療養補償 

   
公 務 上 の
     
通勤による

負傷又は疾病については、下の範囲で療養上相当と認められるも

のを療養補償として受けることができます。 

  ア 診 察 

  イ 薬剤又は治療材料の支給 

  ウ 処置、手術その他の治療 

  エ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

  オ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

  カ 移 送 

 ⑵ 休業補償 

   
公 務 上 の
     
通勤による

負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合で給与を

受けないときは、その期間、補償基礎額の  に相当する金額の休業補償を受

けることができます。 

 ⑶ 傷病補償年金 

   
公 務 上 の
     
通勤による

負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６か月を経過した日以後に

おいて、条例に定められている程度の障害の状態が継続しているときは、その

期間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。 

   なお、傷病補償年金を受ける場合には、休業補償を受けることができませ

ん。 

 ⑷ 障害補償 

   
公 務 上 の
     
通勤による

負傷又は疾病が治つたとき、条例に定められている程度の障害が

残つたときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を受けることがで

きます。 

 ⑸ 障害補償年金前払一時金 

   年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応

じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができます。 

   なお、障害補償年金前払一時金を受ける場合には、年金の支給は、一定期間

停止されることになります。 

60

100 



 ⑹ 介護補償 

   傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、規則で定め

る程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実際に介護

を受けているときは、その期間（病院等に入院している期間を除く。）、介護

補償を受けることができます。 

２ あなたが被災職員以外の者である場合 

 ⑴ 遺族補償 

   あなたが
公 務 上
     
通勤により

死亡した職員の遺族であつて、職員の死亡の当時、その

収入によつて生計を維持しており、次の①から⑦までに該当する場合は年金

の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができます。ただし、職員

の死亡の当時、条例で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は

兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受けることができます。 

  ① 妻及び６０歳以上の夫 

  ② １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

  ③ ６０歳以上の父母 

  ④ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

  ⑤ ６０歳以上の祖父母 

  ⑥ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるか又は６０歳以

上の兄弟姉妹 

  ⑦ ５５歳以上６０歳未満の夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹 

   遺族補償年金を受ける順位は、上記①から⑦までの番号のとおりであり、⑦

に掲げる者にあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序となります。遺

族補償年金は、上記の順序による最先順位者（遺族補償年金を受ける権利を有

する者）に対して支給されます。ただし、⑦に掲げる者は、６０歳に達するま

での間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 

   なお、①、③、⑤及び⑥の「６０歳以上」とある部分は、下の表の「職員の

死亡した日」の欄の区分に応じて、(ア)の欄に掲げるとおりとなります。 

   また、⑦の「５５歳以上６０歳未満」とある部分は、下の表の「職員の死亡

した日」の欄の区分に応じて、(イ)の欄に掲げるとおりとなり、(ウ)の欄に掲

げる年齢に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 

 
 職員の死亡した日 (ア) (イ) (ウ)  



 昭和６１年９月３０日まで ５５歳以上 

 

  

昭和６１年１０月１日から 

昭和６２年９月３０日まで 

５６歳以上 

 

５５歳 ５６歳 

昭和６２年１０月１日から 

昭和６３年９月３０日まで 

５７歳以上 

 

５５歳以上 

５７歳未満 

５７歳 

昭和６３年１０月１日から 

 平成元年９月３０日まで 

５６歳以上 

 

５５歳以上 

５８歳未満 

５８歳 

 平成元年１０月１日から 

 平成２年９月３０日まで 

５６歳以上 

 

５５歳以上 

５９歳未満 

５９歳 

 ⑵ 遺族補償年金前払一時金 

   あなたが、⑴により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出によ

り、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることができま

す。 

   なお、遺族補償年金前払一時金を受ける場合には、遺族補償年金の支給は、

一定期間停止されることになります。 

 ⑶ 葬祭補償 

   あなたが
公 務 上
     
通勤により

死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常葬祭に

要する費用を考慮して条例施行規則で定める金額の葬祭補償を受けることがで

きます。 

 ⑷ 障害補償年金差額一時金 

   あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であつて、死亡した受給権者に支給

された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が、条例に定める障

害の程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金

差額一時金を受けることができます。 

 ⑸ 未支給の補償 

   あなたが補償の受給権者の遺族であつて、死亡した受給権者に支給されるべ

き補償でまだ支給されなかつた分がある場合は、その未支給分の補償を受ける

ことができます。 

３ 一部負担金 

  あなたが通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員である場合は、 

 一部負担金を納付しなければなりません。 



  〔注意事項〕 

  １ あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償が受け 

   られますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、条例の規定により 

   制限を受ける場合もありますので、被災職員の所属機関とよく連絡をとつて、そ 

   の指示を受けてください。 

  ２ 補償を受ける権利は、２年間（傷病補償年金、障害補償及び遺族補償について    

   は、５年間）行わないときは、時効によつて消滅します。 

  ３ 実施機関の行う補償の実施について不服がある場合には、条例施行規則に定め 

   る手続に従つて、埼玉県公務災害補償等審査会に対して審査請求をすることがで 

   きます。 

  ４ その他詳細については、被災職員の所属機関に問い合わせてください。 

 

 

 

 



 

様
式
第
二
十
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
事
項
３
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
事
項
４
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
九
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て 

 

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、 

 
 

 

施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

改
正
後
の
第
十
八
条
第
一
項
各
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福 

 

 

祉
事
業
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、 

 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関 

 

す
る
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用 

 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
休
養
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
」

 

「
□
休
養

 
□
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

 「
□
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

 

「
□
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

 

「
□
休
養
、
□
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
」

 

「
□
休
養

 
□
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
」

 
「
□
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

 

 
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

 

 
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

 
 
シ
ョ
ン

 

 
シ
ョ
ン

 

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
」

 



規

則 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

      
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

草
加
児
童
相
談
所
及
び
草
加
保
健

 

所
の
庁
舎
０
０
０
０
０
０
０
０
０

 

草
加
児
童
相
談
所
長
０
０
０
０
０
０

 

 

 

草
加
保
健
所
及
び
越
谷
児
童
相
談

 

所
草
加
支
所
の
庁
舎
０
０
０
０
０

 

草
加
保
健
所
長
０
０
０
０
０
０
０

 

０
 
０
０
０
０

 

 

別
表
中 

「 

」 

を 

「 

」 

に
改
め
る
。 



規

則 

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書 

 

課
」
に
改
め
る
。 

 

一 

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
百
四
号
）
第 

 
 

八
条
第
三
項 

 

二 

埼
玉
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
七
条 

 

三 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
五
号
）
第
九
条 

 

（
知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第 

 

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
「
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
様
式
第
六
号

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

起
算
し
て

 



規

則 

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
五
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
七
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
八
号
中 
 

 
 

 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
九
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

 
 

 
 
３

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 

 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 

 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

 
 

 
 
３

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 

 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 

 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  
備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
 
３

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 

 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 

 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

   
 

 
 
３

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 

 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 

 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

   
 

 
 
３

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 

 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 

 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 



     

様
式
第
十
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
一
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
二
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
三
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
四
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
五
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

 
 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 



 

様
式
第
十
六
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
七
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
八
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

備
考

 
１

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と

 

 
 

 
 
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
は
必
ず
本
人

 

 
 

 
 
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 



規

則 

浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 

 

浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

浄
化
槽
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

  

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

  

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

  
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
浄
化
槽
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
 
報
告
者
が
個
人
の
場
合
は
、
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と

 

 
が
で
き
る
。

 あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

３
 
報
告
者
が
個
人
の
場
合
は
、
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と

 

 
が
で
き
る
。

 

３
 
報
告
者
が
個
人
の
場
合
は
、
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と

 

 
が
で
き
る
。

 



規

則 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
ヌ
⑴
中
「
一
以
上
」
を
「
客
室
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
」

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
一
）
の
９
ア
中
「
以
上
の
」
を
「
以
上
の
場
合
に
は
、
配
慮
さ
れ
た
客
室
を
客

数
以
上
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の 

 

規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
着
手
す
る
特
定
生
活
関
連
施
設
の
新
築
（
生
活
関
連
施
設
以
外
の
建 

 

築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
特
定
生
活
関
連
施
設
と
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
又
は
整
備
基
準
に
係 

 

る
部
分
の
増
築
、
改
築
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
え
（
以
下
こ
の
項
に
お 

 

い
て
「
新
築
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
着
手
し
た
新
築
等
に
つ
い
て
は
、 

 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 
 

１
以
上

 
客
室
の
総
数
に
１
／
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た

 

数
以
上

 



規

則 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号 

 
 

 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
十
二
条
中
「
様
式
第
五
十
三
号
」
を
「
様
式
第
五
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四

条
と
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
様
式

第
五
十
二
号
」
を
「
様
式
第
五
十
四
号
又
は
様
式
第
五
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条

と
し
、
第
二
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
進
学
準
備
給
付
金
申
請
書
） 

第
二
十
一
条 

省
令
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
五
十
二
号 

 

 

の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
進
学
準
備
給
付
金
決
定
通
知
書
） 

第
二
十
二
条 

福
祉
事
務
所
長
は
、
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
進
学
準
備
給
付 

 

 

金
を
支
給
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
十
三
号
の
進
学
準
備
給
付
金
決
定
通
知
書
に
よ
り
通
知
し 

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

  

様
式
第
十
五
号
（
三
）
注
以
外
の
部
分
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
、 

「
４
か
月
目
」
 

「
７
か
月
目
」
 

「
 

」
 

「
 

」
 

への連絡事項００００ 

福祉保健総合センター 

連絡事項０００ 

福祉事務所への 

「
 

様
式
第
十
二
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
か
月
又
は

 
 

 
日
間

 
４
月
目

 
 

 
 
円

 

１
月
目

 
 

 
 
円

 

 
 

 
か
月
又
は

 
 

 
日
間

 
１
月
目

 
 

 
 
円

 

「
 

 
 

 
か
月
又
は

 
 

 
日
間

 
１
月
目

 
 

 
 
円

 
２
月
目

 
 

 
 
円

 
３
月
目

 
 

 
 
円

 

 

」
 

を 

「
あ
て
先
」
 
「
宛
先
」

 



          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

注
３
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 
に
改
め
、
同
様
式
の

注
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
十
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
加
え
、 

   
 

 
 

 
 

     

に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の 

   

居
宅
介
護

 

介
護
予
防

 

  

 

本
人
支
払
額

 

居
宅
介
護
支
援

 

介
護
予
防
支
援

 

 

施
設

介
護

 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

 

「
３
か
月
」
 
「
６
か
月
」

 

 
 

 
か
月
又
は

 
 

 
日
間

 
４
月
目

 
 

 
 
円

 

１
月
目

 
 

 
 
円

 

５
月
目

 
 

 
 
円

 

２
月
目

 
 

 
 
円

 

６
月
目

 
 

 
 
円

 

３
月
目

 
 

 
 
円

 

 

」
 

に
、 

 
 

 

を 

を 

「
要
支
援
１
・
２
・
経
過
的
要
介
護
」

 
「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
該
当
・
要
支
援
１
・
２
」

 

「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
該
当
・
要
支
援
１
・
２
」

 

 。
」

 

「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
 

「
・
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」

 

「
 

   

居
宅
介
護

 

介
護
予
防

 

  

 

本
人
支
払
額

 

居
宅
介
護
支
援

 

介
護
予
防
支
援

 

 

施
設

介
護

 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

 

 

「
 

「
・
指
定
介
護
予
防
支
援
事

 

「
・
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」

 

「
あ
て
先
」
 

「
宛
先
」
 

医
 

師
 

同
 

意
 
医

師
氏

名
 

所
在

地
 

指
定

医
療

機
関

名
 

同
意

年
月

日
 

    
 

 
 

 
 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 
日

 
 

２
施
術
者

 

 
 

１
医

 
師

 

記
載

者
 

 

「
 

」 

「
 
医師同意

 
注

意
事

項
等

 

医
師

氏
名

 

所
在

地
 

指
定

医
療

機
関

名
 

同
意

年
月

日
 

    

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 
日

 

    

」 

に
、 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 
日

 
 

２
施
術
者

 

 
 

１
医

 
師

 

記
載

者
 

 」 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 
日

 

    

」 

「
３
か
月
」
 
「
６
か
月
」

 
「
４
か
月
目
」
 

「
７
か
月
目
」
 

 
 

  

居
宅
介
護

 

介
護
予
防

 
介
護
予
防
・
 

日
常
生
活
支
援

 

 

 
 

 

 

本
人
支
払
額

 

居
宅
介
護
支
援

 

介
護
予
防
支
援

 
介

護
予

防
・
 

日
常

生
活

支
援
 

 

施
設

介
護

 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

          

様
式
第
五
十
三
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
十
六
号
と
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

同
様
式
を
様
式
第
五
十
五
号
と
し
、
様
式
第
五
十
一
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
生
活
保
護
法
第
７
８
条
の
２
の
規
定
に

 

 
徴
収
金
の
納
入
に
充
て
る
旨
の
申
出
書

 

 
（
生
活
保
護
法
第
７
８
条
第
１
項
に
基

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

居
宅
介
護

 

介
護
予
防

 
介
護
予
防
・
 

日
常
生
活
支
援

 

 

 
 

 

 

本
人
支
払
額

 

居
宅
介
護
支
援

 

介
護
予
防
支
援

 
介

護
予

防
・
 

日
常

生
活

支
援
 

 

施
設

介
護

 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

 

」
 

「
（
第
２
２
条
関
係
）
」
 
「
（
第
２
４
条
関
係
）
」
 

様
式
第
五
十
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

「
（
第
２
１
条
関
係
）
」
 
「
（
第
２
３
条
関
係
）
」
 

「
生
活
保
護

 

 
徴
収
金
の

 

法
第
７
８
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
保
護
金
品
等
を

 

納
入
に
充
て
る
旨
の
申
出
書

 
 

 
 

 
 

 
 
」
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
る
保
護
金
品
等
を

 

 づ
く
徴
収
金
の
場
合
）
」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
第
７
８
条
の
規
定
」
 
「
第
７
８
条
第
１
項
の
規
定
」
 

 

に
改
め
る
。 

「
あ
て
先
」
 

「
宛
先
」

 

」 
   

居
宅
介
護

 

介
護
予
防

 

  

 

本
人
支
払
額

 

居
宅
介
護
支
援

 

介
護
予
防
支
援

 

 

施
設

介
護

 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

 

 

 
 

  

居
宅
介
護

 

介
護
予
防

 
介
護
予
防
・
 

日
常
生
活
支
援

 

 

 
 

 

 

本
人
支
払
額

 

居
宅
介
護
支
援

 

介
護
予
防
支
援

 
介

護
予

防
・
 

日
常

生
活

支
援
 

 

施
設

介
護

 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

 
 



様式第５２号（第２１条関係） 

進学準備給付金申請書 

     年  月  日 

  （宛先） 

  埼玉県  福祉事務所長 

 

                         申請者（大学等に進学する者） 

                           住所又は居所 

                           氏    名         ○印  

 

進学準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

                      

１ 世帯主の氏名           

  

 ２ 大学等に進学する者の生年月日      年  月  日 

 

 ３ 進学先学校名                   

 

４ 進学後の居住先（該当するものにチェックしてください。） 

 □ 大学等進学前の住宅と同じ 

 □ 転居により大学等進学前と異なる住居に居住（居住（予定）地を記載してください。） 

   居住（予定）地                         

 

５ 関係書類 

 ⑴ 入学手続に着手していることが確認できる次のいずれかの書類 

  ア 入学金を納付したことを証明する書類の写し 

  イ 入学金延納（進学後に納付すること）を申請した書類の写し 

  ウ 入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書、進学先が発行する入学手続が 

   完了したことを証明する書類等の写し 

 ⑵ 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し 

 ⑶ その他支給決定に当たり必要な書類 

  ※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する大学等の合格通知書、新たに居住

する住居の賃貸借契約時の見積書の写し等を添付した上で、後日、大学等に入学するまでに上記

⑴から⑶までの書類を提出してください。 

 

６ 進学準備給付金振込先（大学等に進学する者の口座に限ります。） 

  金融機関名           銀行・信用金庫・信用組合 

        （該当する金融機関の種類に○をしてください。） 

  支 店 名           支店（ゆうちょ銀行を除く。） 

  記   号             支店（ゆうちょ銀行の場合） 

  預金種類 □ 普通預金  □ 当座預金 

        （該当するものにチェックしてください。） 

  口座番号                 （右に詰めて記載してください。）   

  （カ  ナ） 

  口座名義人           

 ※ 上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写し等の書類を添付してください。 

 

     

 

       

 



様式第５３号（第２２条関係） 

（表面） 

進学準備給付金支給（不支給）決定通知書 

 

     第     号 

     年  月  日あ 

       様 

      埼玉県  福祉事務所長 □印  

 

 平成  年  月  日付けで申請のあつた生活保護法による進学準備給付金について、次の

とおり決定したので通知します。 

                    

 

１ 支給の可否 

 □ 支給 

 □ 不支給 

 

 

２ 進学準備給付金を支給する場合の支給額、支給日及び支給方法 

 支給額                     円 

 支給日               年  月  日 

 支給方法 

 

 

３ 不支給の場合、その理由 

 

 

 

 

（備考） 

この決定通知が申請受理後１４日を経過した理由 

 

 

 



（裏面） 

教  示 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算し

て３か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。 

   ただし、決定があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内であつても、

決定があつた日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなく

なります。 

 ２ １の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があつた

ことを知つた日の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被告としてこの決定の取

消しの訴えを提起することができます。この場合、訴訟において埼玉県を代表する者

は、埼玉県知事です。 

   ただし、裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６か月以内であつても、

裁決があつた日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。 

   なお、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経

ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができます。 

  ① 審査請求をした日（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２３条の規定

により不備を補正すべきことを命じられた場合は、当該不備を補正した日）の翌日

から起算して５０日（５０日以内に同法第４３条第３項の規定により通知を受けた

場合は、７０日）を経過しても裁決がないとき。 

  ② 決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき。 

  ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 



様式第５４号（第２３条関係） 

 

 生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等を 

 徴収金の納入に充てる旨の申出書 

（生活保護法第７７条の２第１項に基づく徴収金の場合） 

       

  私は、    年  月分からの保護金品等（保護費（金銭給付されるものに限る。） 

 及び就労自立給付金をいう。以下同じ。）より、毎月     円を    年  月 

   日付け費用徴収決定通知による生活保護法第７７条の２第１項の規定に基づく徴収金

の支払に充てることを申し出ます。 

  なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、本申出に基づき、徴収

金を全て納付するまで保護金品等から支払に充てるものとします。 

 

 平成  年  月  日 

                        住所又は居所 

                        氏    名         ○印    

 （宛先） 

 埼玉県  福祉事務所長 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
十
二
号
、
様 

 

 
式
第
十
五
号
（
三
）
及
び
様
式
第
二
十
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分 

 

 

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ 

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
氏
名
、
職
業
等
」
を
「
氏
名
等
」
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 

に
改
め
る
。 

  

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校

 
（
普
通
学
級
・
特
別
支
援
学
級
）
 

特
別
支
援
学
校
（
小
・
中
・
高
）

 

 

「 

」 

「 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

医
師

氏
名

 

氏
 

 
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

」 

 
 
申
請
者

 
住

 
所

 

 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 
 

 
 

 
 

 

申
請
者

 
住
 
所
 

 
 

 
 
氏
 
名
(自

署
又
は
記
名
押
印
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

申
請
者

 
住

 
所

 

 
 

 
 
氏

 
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

に
改
め
る
。 

小
学
校
・
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・

 
高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校

 
（
普
通
学
級
・
特
別
支
援
学
級
）

 
特
別
支
援
学
校
（
小
・
中
・
高
）

 
 

 

小
学
校
・
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・

 
高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校

 
（
普
通
学
級
・
特
別
支
援
学
級
）

 
特
別
支
援
学
校
（
小
・
中
・
高
）

 
 

 

医
師

氏
名

 



規

則 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に 

公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
一 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

脳
神
経
内
科 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る 

 
 

 

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則 

（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
六
号
（
表
面
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同 

  

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

様
式
（
裏
面
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め 

う
ち
老
人
控
除
対
象
配
偶
者

 

及
び
老
人
扶
養
親
族
の
合
計
数
 

「 

」 
う
ち

70
歳
以
上
の
同
一
生
計
配
偶
者

 

及
び
老
人
扶
養
親
族
の
合
計
数
 

「 

」 

う
ち

老
人

控
除

対
象

配
偶

者
 

及
び
老
人

扶
養
親

族
の
合

計
数

 

「 
」 

「 

」 
う
ち

7
0
歳
以
上
の
同
一
生
計
配
偶
者

 

及
び

老
人

扶
養

親
族

の
合

計
数

 



規

則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
備
考
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改

め
、
同
表
の
備
考
２
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
の
備
考
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改 

め
、
同
表
の
備
考
２
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
４
⑵
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 

」
を
、
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
、
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
中
８
を
10
と
し
、
５
か
ら
７
ま
で
を
７
か
ら
９
ま

で
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        

第
２
項
及
び
第
６
項

 
第
２
項
、
第
６
項
及
び
第
２
５
項

 

並
び
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

 

律
 

第
６
０
条
第
１
項

 
 

並
び
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 

（
平
成
２
８
年
法
律
第
１
５
号
）
附
則
第
７
６
条
第
１
項
、
第
７
７
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第

８
０
条
、
第
８
１
条
並
び
に
第
８
２
条
第
１
項

 
 

第
２
項
及
び
第
６
項

 

年
法
律
第
１
２
９
号
）
 

第
２
項
、
第
６
項
及
び
第
２
５
項

 

 
 

 
 
５

 
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
２

９
２
条
第
１
項
第
１
１
号
に
規
定
す
る
寡
婦
又
は
同
項
第
１
２
号
に
規
定
す
る
寡
夫

と
み
な
し
、
そ
の
者
の
前
年
（
１
月
か
ら
６
月
ま
で
の
間
の
利
用
に
お
い
て
は
、
前

 

 
 

 
 

 
々
年
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
同
法
第
３
１
３
条
第
１
項
の
総

所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
同
法
第
２
９
５
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
市
町

村
民
税
非
課
税
と
し
て
取
り
扱
う
。

 

 
 

 
 

 
⑴

 
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い

も
の
の
う
ち
、
扶
養
親
族
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
（
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
所
得
税
法
第
８
６
条
の
規
定
に
よ
る
基
礎
控
除
の
額
に
相
当
す
る
金
額

 

並
び
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 民
法
（
明
治
２
９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
８
７

 

第
６
条
第
１
項

 

、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

 

女
子
及
び

 
 

 
 

 
同
条
第
２

 

男
子
で
、
 

７
条
の
規
定
に
よ
り

 

項
に
規
定
す
る

 
 

律
 

第
６
０
条
第
１
項

 
 

並
び
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 

（
平
成
２
８
年
法
律
第
１
５
号
）
附
則
第
７
６
条
第
１
項
、
第
７
７
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第

８
０
条
、
第
８
１
条
並
び
に
第
８
２
条
第
１
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
昭
和
３
９
 

第
５
条
の
４
の
２
第
５
項

 
第
５
条
の
４
の
２
第
６
項

 

第
５
条
の
４
の
２
第
５
項

 
第
５
条
の
４
の
２
第
６
項

 



               
 

 
 
 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
第
二
の
備
考
５
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
以
後
の
助
産
の
実
施
、

母
子
保
護
の
実
施
、
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
又
は
児
童

自
立
生
活
援
助
の
実
施
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
措
置
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の

徴
収
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
の
措
置
等
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 
以
下
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
他
の
者
の
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
で
な
い

も
の
に
限
る
。
⑶
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
の
（
⑵
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
 

 
 

 
 

 
⑵

 
⑴
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
扶
養
親
族
で
あ
る
子
を
有
し
、
か
つ
、
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

 

 
 

 
 

 
⑶

 
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い

も
の
の
う
ち
、
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
を
有
し
、
か
つ
、
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
５
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

 

 
 

 
 
６

 
５
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
、

１
に
お
け
る
所
得
割
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額

又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
、
５
⑴
又
は
⑶
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
２
６
万
円

を
、
５
⑵
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
３
０
万
円
を
控
除
す
る
も
の
と
し
、
２
に

お
け
る
所
得
税
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は

山
林
所
得
金
額
か
ら
、
５
⑴
又
は
⑶
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
２
７
万
円
を
、

５
⑵
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
３
５
万
円
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 



規

則 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

   
 

 

」 

 
 

 

   

」 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 日
生

)
 

  

 

年
 

 
齢

 

氏
 

 
名

 

住
 

 
所

 

歳
（

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 

  

 

 

様
式
第
六
号
中 氏

 
 
名

 

住
 

 
所

 

  

 

 

を 

 

に
改
め
る
。 

  

 



規

則 

埼
玉
県
農
林
公
園
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
農
林
公
園
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
農
林
公
園
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」

を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
農
林
公
園
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 



規

則 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
森
林
科
学
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
森
林
科
学
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
森
林
科
学
館
管
理
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」

を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
森
林
科
学
館
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 



規

則 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
以
内
」
の
下
に
「
（
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三

十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
林
業
経
営
者
が
貸
付
け
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

十
五
年
以
内
）
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
中
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規

定
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 

 

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

氏
名

 

氏
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 



規

則 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県

規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
裏
面
）
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

  

様
式
第
三
号
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

     

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
六
号
の
三
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」 

 

を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

様
式
第
六
号
の
四
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

    

1
5
 
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と

 

 
が
で
き
る
。

 

備
考

 
１

 
資
格
に
関
す
る
最
終
学
歴
、
資
格
、
免
許
等
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
同
等
以
上
と

 

 
 

 
 
認
め
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
書
面
（
卒
業
証
明

 

 
 

 
 
書
等
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
設
計
者
の
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ

 

 
 

 
 
と
が
で
き
る
。

 

５
 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 

宛
先

 ５
 
届
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

備
考

 
１

 
変
更
に
係
る
事
項
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
内
容
を
対
照
さ
せ
て
記
載
す
る
こ

 

 
 

 
 
と
。

 

 
 

 
 

 
な
お
、
設
計
の
変
更
の
場
合
は
、
別
途
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
添
付
す
る
こ

 

 
 

 
 
と
。

 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

は
り
付
け

 
箇

 
所

 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

貼
付

け
箇

所
 

「 

「 

」 

」 



   
様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」
を 

 

「 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
九
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 
 

 

」
を 

 

「 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」 

 

を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

様
式
第
十
五
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

」 

 

を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

 
 

 
２

 
届
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 
宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 

宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 

宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 

宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 

宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

「 

」 

」 」 

」 

」 

」 」 

」 

「 

「 「 

「 

「 

「 

「 
埼
玉
県
収
入
証
紙
 

は
り

付
け
箇
所
 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

貼
付

け
箇

所
 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

は
り

付
け
箇
所
 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

貼
付

け
箇

所
 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

貼
付

け
箇

所
 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

は
り

付
け
箇
所
 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

は
り

付
け
箇
所

 

埼
玉
県
収
入
証
紙
 

貼
付

け
箇

所
 



  

様
式
第
十
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、「 

 
 

」
を
「 

 

」 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

様
式
第
十
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

様
式
第
十
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る

規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 
宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
届
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

埼
玉
県
収
入

 

証
紙
は
り
付

 

け
箇
所

 

あ
て
先

 
宛
先

 

備
考

 
１

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

埼
玉
県
収
入

 

証
紙
貼
付
け

 

箇
所

 

「 

「 

」 

」 



規

則 

埼
玉
県
優
良
宅
地
造
成
等
認
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
優
良
宅
地
造
成
等
認
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
優
良
宅
地
造
成
等
認
定
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

    

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「 

 
 

 
 

を 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

    

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

      

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

     

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

備
考

 
１

 
証
明
申
請
に
当
た
つ
て
は
、
申
請
文
中
当
該
証
明
の
根
拠
と
な
る
条
項
以
外
の
条

 

 
 

 
 
項
は
抹
消
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
氏
名
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
及
び
代

 

 
 

 
 
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
３

 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 
宛
先

 

４
 
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
氏
名
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
及
び
代

 

 
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

５
 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 
宛
先

 

８
 
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
氏
名
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
及
び
代

 

 
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

９
 
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

備
考

 
１

 
届
出
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
氏
名
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
及
び
代

 

 
 

 
 
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
届
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

の
総
戸
数

 
「
の

 
」

 

戸
数

 



     
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 備
考

 
１

 
届
出
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
氏
名
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
及
び
代

 

 
 

 
 
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
届
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

 
 

 
 
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 



規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
七
六
の
項
中
「
三
五
六
」
を
「
三
一
二
」
に
改
め
、
同
表
中
三
三
〇
の
項
を
三
三
一
の
項

と
し
、
三
二
二
の
項
か
ら
三
二
九
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
三
二
一
の
項
中
「
字

道
佛
」
を
「
道
佛
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
二
二
の
項
と
し
、
同
表
中
三
二
〇
の
項
を

三
二
一
の
項
と
し
、
一
六
七
の
項
か
ら
三
一
九
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
一
六
六
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一
六
七 

春
日
部
ア
イ
リ
ス
米
島
住
宅 

春
日
部
市
米
島 

中
層
耐
火 

四
九
・
九
〇 

二
〇 

 



規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
二
号
中
「
改
革
政
策
局
長
、
地
域
政
策
局
長
」
を
「
政
策
・
財
務
局
長
、
地
域
経
営

局
長
、
人
財
政
策
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
、
副
研
究
所
長
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と

す
る
。 

第
百
四
条
の
四
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
当
該
単
価
契
約
の
手
続
を
要
し
な
い
と
認
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の 

限
り
で
な
い
。 

第
百
二
十
条
の
六
中
「
担
保
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
た
保
管
有
価
証
券
」

を
加
え
る
。 

第
百
七
十
六
条
第
二
項
中
「
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
」
を
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
（
物

品
の
管
理
を
行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
百
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
記
録
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。 

第
百
七
十
七
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 

第
百
八
十
六
条
第
二
項
中
「
（
物
品
の
管
理
を
行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」 

及
び
「
そ
の
他
会
計
管
理
者
が
定
め
る
場
合
」
を
削
る
。 

第
百
八
十
九
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

第
百
七
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
物
品
（
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
を
除
く
。
） 

第
百
八
十
九
条
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
企
画
財
政
部
企
画
総
務
課
の
項
中
「
企
画
財
政
部
企
画
総
務
課
」
の

下
に
「
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
課
」
を
加
え
、
同
表
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、

同
表
危
機
管
理
防
災
部
危
機
管
理
課
の
項
中
「
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
主
幹
」
及
び
「
課

長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
職
員
」
を
「
同
」
に
改
め
、
同
表
教
育
局
福
利
課
、
県
立
学
校
人
事

課
、
高
校
教
育
指
導
課
、
特
別
支
援
教
育
課
、
小
中
学
校
人
事
課
、
義
務
教
育
指
導
課
及
び
人
権

教
育
課
の
項
中
「
教
育
局
福
利
課
」
を
「
教
育
局
財
務
課
、
福
利
課
」
に
改
め
、
同
表
春
日
部
保

健
所
及
び
熊
谷
保
健
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



  

       

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
支
所
の
項
中
欄
中
「
指
定
す
る
」
の
下

に
「
副
所
長
又
は
」
を
加
え
、
同
表
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
中
欄
中
「
同
」
を
「
所
長
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
副
所
長
又
は
担
当
部
長
」
に
改
め
、
同
表
水
産
研
究
所
の
項
中
欄
中
「
同
」

を
「
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
担
当
部
長
」
に
改
め
、
同
表
県
立
久
喜
図
書
館
の
項
を
削
り
、

同
表
県
立
さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
、
県
立
近
代
美
術
館
、
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
及
び
県
立

大
滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
項
中
「
、
県
立
近
代
美
術
館
」
を
削
り
、
「
同
」
を
「
所
長
が
あ
ら
か
じ

め
指
定
す
る
職
員
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
課
及

び
セ
ン
タ
ー
（
総
務
部
文
書
課
並
び
に
農
林
部
畜
産
安
全
課
、
生
産
振
興
課
及
び
森
づ
く
り
課
を

除
く
。
）
の
項
中
「
総
務
部
文
書
課
並
び
に
」
を
「
総
務
部
文
書
課
、
」
に
改
め
、
「
森
づ
く
り

課
」
の
下
に
「
並
び
に
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
」
を
加
え
、
同
表
農
林
部
畜
産
安
全
課
、
生

産
振
興
課
及
び
森
づ
く
り
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
教
育
局
の
課
（
教
育
政
策
課
を
除
く
。
）
の
項
中
「
課
（
」
の
下
に

「
総
務
課
及
び
」
を
加
え
、
同
表
教
育
局
教
育
政
策
課
の
項
中
「
教
育
局
教
育
政
策
課
」
を
「
教

育
局
総
務
課
及
び
教
育
政
策
課
」
に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
の
課
（
交
通
指
導
課
を
除
く
。
）
、

室
、
所
、
隊
、
市
警
察
部
総
務
課
及
び
方
面
本
部
の
項
中
「
課
（
」
の
下
に
「
会
計
課
及
び
」
を

加
え
、
同
表
警
察
本
部
交
通
指
導
課
の
項
中
「
警
察
本
部
交
通
指
導
課
」
を
「
警
察
本
部
会
計
課

及
び
交
通
指
導
課
」
に
改
め
、
同
表
所
轄
所
（
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
東
部
環
境
管
理
事
務
所
、

環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
、
高
等
看
護
学
院
、
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
、
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
、

営
繕
・
公
園
事
務
所
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
江
南
支
所
、
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
、
県
立
の
学

校
（
川
越
特
別
支
援
学
校
、
大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
及
び
け
や

草
加
保
健
所 

草
加
児
童
相
談
所
を
本
務

と
す
る
副
所
長
０
０
０
０
０

０ 

  
副
所
長
（
兼
務
で
あ
る
副 

所
長
を
除
く
。
）
０
０
０ 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定 

す
る
職
員
（
草
加
児
童
相 

談
所
を
本
務
と
す
る
職
員

に
限
る
。
）
０
０
０
０
０ 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定 

す
る
職
員
（
草
加
児
童
相 

談
所
を
本
務
と
す
る
職
員

を
除
く
。
）
０
０
０
０
０ 

 

県
立
近
代
美
術
館 

教
育
主
幹
０
０
０
０
０
０ 

同 

 

都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課 

同 

 



き
特
別
支
援
学
校
を
除
く
。
）
及
び
警
察
学
校
並
び
に
次
の
項
か
ら
警
察
署
の
項
ま
で
の
も
の
を

除
く
。
）
の
項
中
「
、
営
繕
・
公
園
事
務
所
」
を
削
り
、
同
表
南
児
童
相
談
所
、
川
越
児
童
相
談

所
、
熊
谷
児
童
相
談
所
及
び
越
谷
児
童
相
談
所
の
項
中
「
及
び
越
谷
児
童
相
談
所
」
を
「
、
越
谷

児
童
相
談
所
及
び
草
加
児
童
相
談
所
」
に
改
め
、
同
表
農
業
大
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

  

様
式
第
二
十
二
号
（
一
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
四
十
二
号
（
二
）
中
「 

 

」
を
削
る
。 

様
式
第
六
十
三
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

平
成

 

 あ
て

先
 

水
産
研
究
所 

同 

 

水
産
研
究
所 

同 

 

宛
先

 
氏

名
 

氏
名

フ
リ

ガ
ナ

 



様式第６３号（２）（第７７条関係） 

 

（
注
）
１ 

金
額
の
頭
部
に
「
￥
」、
「
△
」
又
は
「
－
」
等
の
符
号
を
記
入
し
な
い
こ
と
。 

 
   

  

２ 

金
額
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
は
、「
負
符
号
」
の
欄
に
「
－
」
の
符
号
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。 

 
   

  

３ 

「
収
納
年
月
日
」
及
び
「
金
融
機
関
コ
ー
ド
」
は
、
必
ず
ゴ
ム
印
を
使
用
す
る
こ
と
。 

 
   

  

４ 

県
営
住
宅
家
賃
等
（
磁
気
テ
ー
プ
交
換
収
納
分
）
及
び
入
学
料
等
（
磁
気
テ
ー
プ
交
換
収
納
分
）

に
つ
い
て
は
、
書
類
区
分
を
各
々
「
Ｆ
４３
」
又
は
「
Ｆ
４４
」
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
。 

収 納 金 日 計 表                     
№         

 

① 

① 

書類区分 
1     3 

 
4   5 

元 号 
コード 
6 

年度 
7  8  

通知書件数 
9           11  

電 算 用 
 

Ｆ ４ １     
件 

 
 区 分 

収   納   額 
 12                                  25 

負符号 
26 

 

本日分 
十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

 

 

 収納年月日 
27         32 

金融機関コード 
33         39 

 

誤つた日の記入欄 
40             45 

 

    

                           埼玉県指定金融機関、指定代理金融機関 
                           又は収納代理金融機関 

       （宛先） 
        埼玉県会計管理者                                ○印  

  

 

        金融機関→会計管理課 

 



 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
備
考
中
４
を
５
と
し
、
１
か
ら
３
ま
で
を
２
か
ら
４
ま
で
と
し
、
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

    

様
式
第
百
十
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
百
二
十
一
号
（
四
）
、
様
式
第
百
二
十
一
号
（
十
三
）
及
び
様
式
第
百
二
十
六
号
（
三
）

中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、 

 

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

           

様
式
第
六
十
四
号
（
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

 
 

元
 
号
 

コ
ー
ド
 

6
 

 年
度

 
7
 

 8
 

 

 

「 

」 

 

年
 

度
 

6
 
 
 
 8
 

 
 

「 

」 

予
 

定
 

価
 
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

（
※

予
定

価
格
の

１
０

０
／

１
０

８
（

又
は

１
０

０
／

１
１

０
）

 
 

 
円

）
 

 
最

低
制

限
価
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
（

※
最

低
制
限

価
格

の
１

０
０

／
１

０
８

（
又

は
１

０
０

／
１

１
０

）
円

）
 

（
日

本
工

業
規
格

Ｂ
列

４
番

）
 

 

（
日

本
工

業
規
格

Ａ
列

４
番

）
 

 

予
 

定
 

価
 
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

（
予

定
価

格
の
１

０
０

／
１

０
８

 
 

 
 

 
 

 
 

円
）

 

 
最

低
制

限
価
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
（

最
低

制
限
価

格
の

１
０

０
／

１
０

８
 

 
 

 
 

円
）

 

様
式
第
七
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

」 

 

１
 

※
印

の
欄

に
は

、
１
０

０
を

当
該

契
約
に

適
用
さ

れ
る

消
費

税
及
び

地
方
消

費
税

の
税

率
に

相
当

す
る

数
に
１

０
０

を
加

え
た
数

で
除
し

て
得

た
割

合
を
、

予
定
価

格

又
は

最
低

制
限
価

格
の

額
に

乗
じ

て
得

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

予
 

定
 

価
 
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

（
※

予
定

価
格
の

１
０

０
／

１
０

８
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

）
 

 
最

低
制

限
価
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
（

※
最

低
制
限

価
格

の
１

０
０

／
１

０
８

（
又

は
１

０
０

／
１

１
０

）
円

）
 

」 

 

に
改
め
、
同
様
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 



規 
 

則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
七
号
中
「
録
音
」
の
下
に
「
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
た
者

が
教
育
長
の
許
可
を
得
て
行
う
録
音
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
、

「
次
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
が
保
有
し
て

い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
公
表
す
る
事
務
（
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

別
表
中
「
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
別
途
通
知
に
よ
り
指
定
す
る
場
所
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

起
算
し
て

 



規

則 
 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

 
 

 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
号
中
「
受
け
る
も
の
」
の
下
に
「
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
教
育
職
員
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条

第
三
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
二
号
を

第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二 

条
例
第
十
二
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
の
う
ち
、
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
夜
間
学
級
担
当
手
当
（
以
下
「
夜
間
学
級
担
当
手
当
」
と
い
う
。
）
を
支
給
さ
れ
る
教

育
職
員
で
、
夜
間
学
級
（
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
置
く
学
校
に
勤

務
す
る
も
の 

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
の
受
け
る
号
給
に
対
応
す
る
別
表
第
一
に
掲
げ

る
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
夜
間
学
級
担
当
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
期
間
に
あ

つ
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
額
） 

三 

条
例
第
十
二
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
の
う
ち
、
夜
間
学
級
担
当
手
当
を
支

給
さ
れ
る
教
育
職
員
で
、
前
号
に
掲
げ
る
教
育
職
員
以
外
の
も
の 

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
の
受
け
る
号
給
に
対
応
す
る
別
表
第
一
に
掲
げ

る
額
に
四
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
夜
間
学
級
担
当
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
期
間
に
あ

つ
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
額
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 
 

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

四 

条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員 

市
町
村
立
の
中
学
校
等
（
中
学
校
及
び
義

務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
夜
間
学
級
に
お
け
る
授
業
の
た
め
の

勤
務 

 

五 

条
例
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員 
市
町
村
立
の
中
学
校
等
の
夜
間
学
級
以
外

の
学
級
に
お
け
る
授
業
の
た
め
の
勤
務 

 

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
」
を

加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

た
だ
し
、
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
特
殊
勤
務
手
当
は
、
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
引
き
続
き
十
六
日
以
上
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
支
給
し
な

い
。 

一 

出
張
中
の
場
合 

二 

研
修
中
の
場
合 

三 

勤
務
し
な
か
っ
た
場
合
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
に
お
い
て
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
及
び
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
地
方
公
務
員
災
害
補
償

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
補
償
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣

さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
に
定
め
る

派
遣
職
員
の
派
遣
先
で
の
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
補
償
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
を
含
む
。
）
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
二
号
）
に
定
め
る
派
遣
職
員
の
派
遣

先
団
体
に
お
い
て
就
い
て
い
た
業
務
に
係
る
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
労
働

者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤

（
当
該
派
遣
先
団
体
に
お
い
て
就
い
て
い
た
業
務
に
係
る
就
業
の
場
所
を
補
償
法
第
二
条
第



二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
勤
務
場
所
と
み
な
し
た
場
合
に
同
条
第
二
項
及
び
第

三
項
に
規
定
す
る
通
勤
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
同

条
例
に
定
め
る
退
職
派
遣
者
の
特
定
法
人
に
お
い
て
就
い
て
い
た
業
務
に
係
る
業
務
上
の
負

傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
（
当

該
特
定
法
人
に
お
い
て
就
い
て
い
た
業
務
に
係
る
就
業
の
場
所
を
補
償
法
第
二
条
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
勤
務
場
所
と
み
な
し
た
場
合
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に

規
定
す
る
通
勤
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
、
承
認

を
得
て
勤
務
し
な
か
っ
た
場
合
を
除
く
。
） 

 

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
夜
間
学
級
担
当
手
当
） 

第
七
条 

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
職

を
占
め
る
学
校
職
員
の
職
務
の
級
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
学
校
職
員
で
同

法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の

額
に
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

を
し
て
い
る
学
校
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る

学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
休
業

法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
と
す
る
。 

 

一 

一
級 

一
万
四
千
円 

 

二 

二
級 

一
万
八
千
円 

 

三 

特
二
級 

一
万
九
千
円 

 

四 

三
級 

二
万
円 

 

五 

四
級 

二
万
千
円 

２ 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受

け
る
者
に
係
る
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
規
定



に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
夜
間
の
業
務
は
、
勤
務
時
間
条
例

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一
部
又
は
全
部
が
午
後
七
時
後

翌
日
の
午
前
六
時
三
十
分
前
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
と
す
る
。 

 

別
表
小
学
校
の
項
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
表
中
学
校
の
項
中
「
中
学
校
」

の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
備
考
二
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
等
（
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
）
」
を

加
え
、
同
表
備
考
三
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   



規

則 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

（
学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

 
 

第
三
条 

学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
及
び
学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
及
び
学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直

勤
務
に
関
す
る
規
則 

 

（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
際
の
考
慮
） 

 

第
五
条
の
二 

教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
に
時
間
外
勤
務
（
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
必
要
最
小
限
の
勤
務
を
命
ず

る
も
の
と
し
、
学
校
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
害
し
な
い
よ
う
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す

る
学
校
職
員
を
い
う
。
）
に
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
の
正
規

の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
学
校
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
よ
り
短
く

定
め
ら
れ
て
い
る
趣
旨
に
十
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
時
間
及
び
月
数
の
上
限
） 

 

第
五
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
に
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
一
箇
月
（
月

の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
四
十
五
時
間

及
び
一
年
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間
（
次
項
に
お
い
て
「
限
度
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え

て
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
業
務

量
の
大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
臨
時
又
は
緊
急
に
限
度
時
間
を
超
え
て
学
校
職
員
に
時
間
外
勤

務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
及
び
月
数
の
範
囲
内
で
、
時
間
外

勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

一 

一
箇
月
に
お
い
て
百
時
間
未
満 

 
 

二 

一
年
に
お
い
て
七
百
二
十
時
間 

 
 

三 

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇



月
、
四
箇
月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
時
間
外
勤
務
を

命
ず
る
時
間
の
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間 

 
 

四 

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を
超
え
て
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
月
数
に

つ
い
て
六
箇
月 

 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
そ
の
他
校
務
の
運
営
上
真
に
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
っ
て
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え

て
学
校
職
員
に
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
学
校
職
員
に
時
間
外
勤
務
を
命
じ
た
場
合
に
は
、

当
該
学
校
職
員
の
健
康
の
確
保
に
最
大
限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
一
年
の
末
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
当
該
時
間
外
勤
務
に
係
る
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 

条
例
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
校
務
の
た
め

臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
（
条
例
第

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
条
例
第
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
命
じ
な
け
れ
ば
校
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
と
す
る
。 

 
 

第
七
条
の
二
中
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。

以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
学
校
職
員
及
び
同

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
学
校
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
十
九
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
非
常
勤
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
） 

 

第
二
十
条 

非
常
勤
の
学
校
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
常
勤
の
学
校
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時

間
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

（
非
常
勤
の
学
校
職
員
の
休
暇
等
） 

 

第
二
十
一
条 

非
常
勤
の
学
校
職
員
の
休
暇
は
、
年
次
休
暇
、
特
別
休
暇
及
び
組
合
休
暇
と
す

る
。 

 

２ 

年
次
休
暇
は
有
給
の
休
暇
と
し
、
特
別
休
暇
は
有
給
又
は
無
給
の
休
暇
と
し
、
組
合
休
暇

は
無
給
の
休
暇
と
す
る
。 

 

第
二
十
二
条 

非
常
勤
の
学
校
職
員
の
年
次
休
暇
は
、
一
の
年
度
（
常
勤
の
学
校
職
員
が
退
職

後
引
き
続
き
非
常
勤
の
学
校
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
暦
年
に
よ
る
一
年
）
ご

と
の
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
以
上
の
非
常
勤
の
学



校
職
員
に
あ
っ
て
は
勤
続
年
数
に
応
じ
て
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
未
満
の
非

常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
勤
続
年
数
及
び
週
所
定
勤
務
日
数
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ

て
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て

は
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
）
に
応
じ
て
、
二
十
日
の
範
囲
内
で
教

育
委
員
会
が
定
め
る
日
数
と
す
る
。 

 

２ 

有
給
の
特
別
休
暇
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
休
暇
と
し
、
そ
の
期
間
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
と
す
る
。 

 
 

一 

非
常
勤
の
学
校
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
（
議

会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年

埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
同
条
例
第
二
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
通
勤
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の

適
用
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
）
に
よ

り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
の
休
暇 

そ
の
療
養
に
必
要
な
期
間 

 
 

二 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

別
表
第
三
の
日
数
欄
に
掲
げ
る
日

数
の
範
囲
内
の
期
間 

 
 

三 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九

時
間
以
上
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
四
日
（
た
だ
し
、
当
該
期
間
に
お
け
る
勤

務
日
数
が
四
日
に
満
た
な
い
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
勤
務
す
る
日
数
）
の

範
囲
内
で
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
未
満
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て

は
週
所
定
勤
務
日
数
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
が

定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
又
は
所

定
勤
務
時
数
）
に
応
じ
て
三
日
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間 

 
 

四 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る

期
間 

 
 

五 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る

期
間 

 
 

六 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

七
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の

都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 
 

七 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

連
続
す
る
七
日
の
範
囲
内
の
期

間 

 

３ 

無
給
の
特
別
休
暇
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
休
暇
と
し
、
そ
の
期
間
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
と
す
る
。 

 
 

一 

前
項
第
一
号
に
定
め
る
以
外
の
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
た
め
の
休
暇 

一
週
間

の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
以
上
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
に
お
い



て
十
日
の
範
囲
内
の
期
間
と
し
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
未
満
の
非
常
勤
の

学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
に
お
い
て
週
所
定
勤
務
日
数
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ

て
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ

て
は
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
）
に
応
じ
て
十
日
の
範
囲
内
で
教

育
委
員
会
が
定
め
る
期
間 

 
 

二 

非
常
勤
の
学
校
職
員
の
出
産
の
場
合
の
休
暇 

出
産
予
定
日
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
産
後
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間 

 
 

三 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

同
号
に
定
め
る
範
囲
内
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
期
間 

 
 

四 

第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

同
号
に
定
め
る
範
囲
内
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
期
間 

 
 

五 

妊
娠
中
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
母
子
保
健
法
に
規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査

に
基
づ
く
指
導
事
項
を
守
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
の
休
暇 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 
 

六 

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時

間
以
上
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
十
四
日
の
範
囲
内
の
期
間
と
し
、
一
週
間
の

勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
未
満
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
週
所
定
勤
務
日
数

（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非

常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
）
に
応

じ
て
十
四
日
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間 

 
 

七 

労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
場
合
の

育
児
時
間 

一
日
二
回
各
々
三
十
分 

 
 

八 

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
、
当
該
子
の
看
護
の
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
小
学

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲

内
の
期
間 

 
 

九 

要
介
護
家
族
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
及
び
第
十

四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の

期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護

等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に

お
い
て
五
日
（
要
介
護
家
族
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期

間 



 
 

十 

要
介
護
家
族
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
家
族
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、

通
算
し
て
九
十
三
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い

う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

指

定
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 
 

十
一 
要
介
護
家
族
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
家
族
ご
と
に
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間

（
当
該
要
介
護
家
族
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
一
日

の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休

暇 

当
該
連
続
す
る
三
年
の
期
間
内
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
二
時
間
（
当
該
非
常
勤
の
学

校
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た

時
間
が
二
時
間
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
じ
た
残
り
の
時
間
）
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 
 

十
二 

生
理
の
た
め
勤
務
が
著
し
く
困
難
な
場
合
の
休
暇 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 
 

十
三 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 

４ 

組
合
休
暇
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
得
て
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
の
業
務
に
従
事
す
る

場
合
（
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
の
規
約
に
定
め
る
機
関
で
第
十
三
条
第
一
項
で
定
め
る
機
関

の
構
成
員
と
し
て
当
該
機
関
の
業
務
に
従
事
す
る
場
合
及
び
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
の
加
入

す
る
上
部
団
体
の
こ
れ
ら
の
機
関
に
相
当
す
る
機
関
の
業
務
で
当
該
職
員
団
体
の
業
務
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
休
暇
と
し
、
一
の
年
度
に
つ
い
て
三
十
日

の
範
囲
内
と
す
る
。 

 

５ 

第
二
項
第
三
号
の
休
暇
は
、
六
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け
る
原
則
と
し
て
連
続

す
る
休
暇
と
し
、
任
用
期
間
が
継
続
し
て
六
月
以
上
、
か
つ
、
六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日

ま
で
の
期
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
勤
務
す
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
限
り
、
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

６ 

第
三
項
第
八
号
及
び
第
九
号
の
休
暇
は
、
一
週
間
の
勤
務
日
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る

非
常
勤
の
学
校
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
の

学
校
職
員
で
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
六

月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の
に
限
り
、
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

７ 

前
項
の
規
定
は
、
第
三
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
休
暇
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

８ 

第
三
項
第
十
号
の
休
暇
は
、
当
該
休
暇
の
期
間
の
初
日
か
ら
九
十
三
日
を
経
過
す
る
日
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
九
十
三
日
経
過
日
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
引
き
続
き
在
職
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
十
三
日
経
過
日
か
ら
一
年
を
経
過

す
る
ま
で
の
間
に
、
任
期
が
満
了
し
、
か
つ
、
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 



 

９ 

第
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
項
の
休
暇
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
四
項
中
「
七
時
間
四
十
五
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務

日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
の
全
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
条
」
の
下
に
「
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
」

を
加
え
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
職
員
」
を
「
学
校
職
員
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
に
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
勤
務

が
過
度
に
な
ら
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

条
例
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、

前
条
に
掲
げ
る
勤
務
を
命
じ
よ
う
と
す
る
時
間
帯
に
、
当
該
勤
務
に
従
事
す
る
学
校
職
員
の

う
ち
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
（
条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
を
い
う
。
）
以
外
の
学
校
職
員
に
当
該
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま

で
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

３ 

改
正
後
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
第
五
条
の
三
第
二
項
（
第
三
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
同
号
中
「
五
箇
月
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
箇
月
の
期
間
（
平
成
三
十
一
年
四
月

以
降
の
期
間
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
地
方
産
業
教
育
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
産
業
教
育
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
地
方
産
業
教
育
審
議
会
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
臨
時
委
員
） 

第
三
条 

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
委

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
置
か
れ
た
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が

終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
一
五 

 
 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

別
表
第
一
知
事
部
局
の
部
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
「
Ｉ
Ｔ
統
括
幹
」
を
削 

り
、 

 
 

 
 

を
「
参
与
」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
パ
ス
ポ 

ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
「
環
境
科
学
国
際
セ
ン 

タ
ー
研
究
企
画
幹
」
及
び
「
、
鴻
巣
」
を
削
り
、
「
さ
い
た
ま
、
川
越
、
東
松
山
」
を
「
川
越
、 

東
松
山
」
に
改
め
、
「
消
防
防
災
政
策
幹
」
、
「
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」
及
び
「
環
境 

科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
副
研
究
所
長
」
を
削
り
、
「
県
営
競
技
事
務
所
副
所
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
「
越
谷
児
童
相
談
所
草
加
支
所
長
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
知
事
室
長 

 

報
道
長 

 

総
合
調
整
幹
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

政
策
・
財
務
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「
参
与 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
改
革
政
策
局
長 

 

「
地
域
経
営
局
長 

 
 

 

 

報
道
長
」 

 
 

 
 

 
 

 

地
域
政
策
局
長
」 

 

人
財
政
策
局
長
」 
 

 
 

「
県
営
競
技
事 

 

パ
ス
ポ
ー
ト 

「
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

環
境
管
理
事
務
所
長
（
東
部
）
」 

務
所
副
所
長 

セ
ン
タ
ー
副
所
長
」 

「
知
事
室
長 

 

総
合
調
整
幹
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」 



規 
 

則 

 
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
一
六 

 
 

 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第

一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
一
七 

 
 

 

宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

婦 保 
 

 
 

 
 

 
 

農

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

保
健
医
療
部 

 
 

 
 

 
 

 

農
林
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
そ
の
他

こ
れ
に
相
当
す
る
危
険
性
を
有
す

る
感
染
症
に
係
る
緊
急
業
務
に
関 

 
す
る
連
絡
及
び
調
整 

 

 

人
相
談
セ
ン
タ
ー 

健
医
療
部 

 
 

 
 

 
 

 

林
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

一
時
保
護
業
務
に
関
す
る
連
絡
及 

 

a

び
調
整 

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
そ
の
他

こ
れ
に
相
当
す
る
危
険
性
を
有
す

る
感
染
症
に
係
る
緊
急
業
務
に
関

す
る
連
絡
及
び
調
整 

 

 

」 

 

」 

 

「 

 

 

に
改
め
る
。 

 

「 



規 
 

則 

 
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
一
八 

 
 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
二
一
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
イ
の
表
中
「
消
防
防
災
政
策
幹
」
及
び
「
副
研
究
所
長
」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹
」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
「
研
究
企
画
幹
」
を
削
り
、
「
特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌

す
る
総
合
調
整
幹
」
を
政
策
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
「
Ｉ
Ｔ
統
括 

幹
」
を
削
り
、
「
知
事
室
長
」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
報
道
長 

 

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹 

 

政
策
・
財
務
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
「
改
革
政
策
局 

 

地
域
政
策
局 

 

 

を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹
」 

 

「
知
事
室
長 

 

極
め
て
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹
」 

 

「
報
道
長 

 

困
難
な
業
務 

 

「
地
域
経
営
局
長 

 

人
財
政
策
局
長
」 

 

長 長
」 

 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
八

―
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
号
中
「
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規 
 

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
七
二 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
四

三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
七
三 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

人
事
委
員
会
規
則
一
―
五
〇
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
、

「
次
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
が
保
有
し
て

い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
公
表
す
る
事
務
（
第

六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を

削
る
。 

第
二
十
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
一
三
四 

 
 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
政
策
・
財
務
局
長 

 

別
表
知
事
及
び
会
計
管
理
者
本
庁
の
項
職
の
欄
中 

 
 

 
 

 
 

 

を 

地
域
経
営
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

人
財
政
策
局
長 

」 

に
改
め
、
「
消
防
防
災
政
策
幹
」
を
削
り
、
同
表
知
事
及
び
会
計
管
理
者
地
域
機
関
環
境
科
学
国

際
セ
ン
タ
ー
の
項
職
の
欄
中
「
研
究
企
画
幹
」
及
び
「
副
研
究
所
長
」
を
削
り
、
同
表
教
育
委
員

会
教
育
局
本
局
の
項
職
の
欄
中
「
教
職
員
採
用
課
及
び
小
中
学
校
人
事
課
」
を
「
小
中
学
校
人
事

課
及
び
教
職
員
採
用
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
Ｉ
Ｔ
統
括
幹 

 

改
革
政
策
局
長 

 

地
域
政
策
局
長
」 



規 
 

則 

 
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
二
―
二 

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
二
―
一
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地

域

機

関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
職
員
健
康
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       

別
表
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
項
中 

             

を 

文
書
課

０
 

県
政
情
報

の
収
集
及

び
提
供
の

業
務
に
従

事
す
る
職

員
０

 

上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 

 

「 理
学
療
法

科
、
作
業

療
法
科
及

び
言
語
聴

覚
 

栄
養
の
指

導
の
業
務

に
従
事
す

る
職
員
０

０
 

上
に
同
じ
。

 

上
に
同
じ
。

 

上
に
同
じ
。

 

上
に
同
じ
。

 

上
に
同
じ
。

 

上
に
同
じ
。

 

上
に
同
じ
。

 

勤
務
時
間
が
７

時
間
４
５
分
の

場
合
は
１
時
間

又
は
４
５
分
と

し
、
そ
の
時
限

は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
所
属

長
が
定
め
る
。

０
 

 

理科療び覚員
 

 

「 



             
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

」 

学
療
法

 

、
作
業

 

法
科

及

言
語

聴

科
の

職

０
 

上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
勤
務
時
間
が
７

時
間
４
５
分
の

場
合
は
１
時
間

又
は
４
５
分
と

し
、
そ
の
時
限

は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
所
属

長
が
定
め
る
。

０
 

 

覚
科
の
職

員
０
０
０

０
 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
号 

本

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地

域

機

関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
Ｉ
Ｔ
統
括
幹
、
改
革
政
策
局
長
、
地
域
政
策
局
長
」
を
「
政
策
・

財
務
局
長
、
地
域
経
営
局
長
、
人
財
政
策
局
長
」
に
改
め
、
「
、
消
防
防
災
政
策
幹
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地 

域 

機 

関 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

本
則
中
「
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
六
号
」
の
下
に
「
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
規
則
」

と
い
う
。
」
を
加
え
、
本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
勤
務
時
間
の
割
振
り

等
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
年
次
休
暇
の
時
季
指
定
） 

第
二
条 

任
命
権
者
は
、
年
次
休
暇
（
一
の
年
に
お
い
て
任
命
権
者
が
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

年
次
休
暇
日
数
が
十
日
以
上
で
あ
る
技
能
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
数

の
う
ち
五
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
次
休
暇
が
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
に
、
技

能
職
員
ご
と
に
そ
の
時
季
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
休
暇
を
与
え

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
与
え
た
年
次
休
暇
の
日
数
（
当
該
日
数
が
五
日
を
超
え
る
場
合
に

は
、
五
日
と
す
る
。
）
分
に
つ
い
て
は
、
時
季
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
与
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
時
季
を
定
め
て
年
次
休
暇
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
技
能
職
員
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
の
年
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
四
月
一
日
以
外
の
日
が
基
準
日
（
一
の
年
に
お
け
る
年
次
休
暇
を

付
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
技
能
職

員
に
係
る
年
次
休
暇
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
後
の
最
初
の
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、

改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
四
号 

本

庁 

地

域

機

関 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
総
務
部
副
部
長
」
を
「
人
財
政
策
局
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
五
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
所
の
文
書
記
号
の
表
埼
玉
県
越
谷
児
童
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

 

 

埼
玉
県
草
加
児
童
相
談
所 

草
児 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
訓
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
記
第
一
中
「
平
成
」
を
「
元
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
二
中 

 
 

 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
第
三
中
「
平
成
」
を
「
元
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
四
第
一
号
中
「
平
成
」
を
「
元
号
」
に
改
め
、
同
第
四
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
あ
あ
」 

 

を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
五
第
一
号
及
び
第
二
号
中 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
第
五
第
三
号

及
び
第
四
号
中 

 
 

」
を 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
六
か
ら
別
記
第
八
ま
で
の
規
定
中 

 
 

」
を 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
九
中
「
平
成
」
を
「
元
号
」
に
、 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

元
号

「
平
成

「
平
成
○
年

「
元
号
○
年

「
平
成

「
平
成
」

「
元
号
」

「
元
号

「
元
号

「
平
成

「
元
号

「
平
成



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
七
号 

出
納
総
務
課 

会
計
管
理
課 

埼
玉
県
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
会
計
管
理
者 

上 

木 

雄 

二 

埼
玉
県
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
会

計
管
理
者
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
出
納
総
務
課
長
専
決
事
項
の
項
第
四
号
中
「
受
理
」
の
下
に
「
（
私
人
に
支
出
の
事
務
を

委
託
し
た
公
共
料
金
の
支
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
事
案
に
つ
い
て
速

や
か
に
教
育
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
教
育
総
務
部
の
表
総
務
課
の
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                   

二 

教
育
委

員
会

の
事

務
局

及
び

県
立

教
育

機
関

（
県

立
学

校
を

除く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
職

員

１ 

職
員
の
人
事
に
関
す

る
基
本
方
針
を
決
定
す

る
こ
と
。 

２ 

副
教
育
長
、
部
長
、

副
部
長
、
参
事
、
部
付
、

課
長
、
教
育
事
務
所
長

及
び
県
立
教
育
機
関
の

長
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
副
教
育
長
等
職

員
」
と
い
う
。
）
の
採

用
（
任
期
を
定
め
た
採

用
及
び
任
期
の
更
新
を

含
む
。
）
、
転
任
、
派
遣

（
派
遣
期
間
の
延
長
、

派
遣
後
の
職
務
復
帰
及

び
退
職
派
遣
者
の
採
用

を
含
み
、
外
国
の
地
方

公
共
団
体
の
機
関
等
に

派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処

遇
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
六
十
三
年
埼

玉
県
条
例
第
一
号
。
以

１ 

主
査
級
以
上
の
職
員

（
副
教
育
長
等
職
員

を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の

任
免
等
を
決
定
す
る
こ

と
。 

２ 

主
査
級
以
上
の
職
員

の
昇
任
及
び
昇
格
を
決

定
す
る
こ
と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
）
に
基

づ
き
、
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
及
び
標
準
的
な

職
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
知
事
に
協
議
す
る

こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
に
基

１ 

職
員
（
副
教
育
長
等

職
員
、
主
査
級
以
上
の

職
員
、
職
務
の
級
が
行

政
職
給
料
表
の
一
級
の

職
員
及
び
技
能
職
員
を

除
く
。
）
の
任
免
等
を

決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

職
員
（
副
教
育
長
等

職
員
、
主
査
級
以
上
の

職
員
及
び
技
能
職
員
を

除
く
。
）
の
昇
任
及
び

昇
格
を
決
定
す
る
こ

と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
の
更
新
又
は

他
の
職
へ
の
任
用
に
当

た
り
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十
八



                                  

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
職

員（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
職

員
」

と
い

う
。
）

の
任

免
そ

の
他

の
人

事
を

行
う

こと
。 

び
退
職
派
遣
者
の
採
用

を
含
み
、
外
国
の
地
方

公
共
団
体
の
機
関
等
に

派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処

遇
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
六
十
三
年
埼

玉
県
条
例
第
一
号
。
以

下
「
外
国
等
派
遣
条

例
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、

辞
職
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

副
教
育
長
等
職
員
の

昇
任
及
び
昇
格
を
決
定

す
る
こ
と
。 

４ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
を
除
く
。
）
を

行
う
こ
と
。 

５ 

職
員
の
懲
戒
処
分
を

行
う
こ
と
（
教
育
総
務

部
の
表
総
務
課
の
項
第

二
号
教
育
長
専
決
事

項
の
欄
10
に
掲
げ
る
事

項
を
除
く
。
）
。 

６ 

職
員
の
期
末
手
当
又

は
勤
勉
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
処
分

を
行
い
、
又
は
取
り
消

す
こ
と
。 

７ 

職
員
の
退
職
手
当
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
す

る
処
分
、
支
払
を
差
し

止
め
る
処
分
若
し
く
は

そ
の
取
り
消
し
、
全
部

若
し
く
は
一
部
の
返
納

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
及
び
標
準
的
な

職
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
知
事
に
協
議
す
る

こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
人
事
評

価
の
基
準
及
び
方
法
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
人

事
評
価
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

６ 

職
員
の
人
事
評
価
の

基
準
及
び
方
法
に
関
す

る
事
項
そ
の
他
人
事
評

価
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
知
事
に
協
議
す
る
こ

と
。 

７ 

地
方
公
務
員
法
第
三

条
第
三
項
第
三
号
に
規

定
す
る
者
の
う
ち
、
顧

問
、
参
与
及
び
こ
れ
ら

に
類
す
る
者
の
任
免
及

び
勤
務
条
件
の
決
定
を

行
う
こ
と
。 

８ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
に
限
る
。
）
を

行
う
こ
と
。 

９ 

職
員
の
分
限
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
六

年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
一
号
。
以
下
「
分
限

条
例
」
と
い
う
。
）
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
副
教
育
長
等

職
員
に
対
し
、
復
職
を

命
ず
る
こ
と
。
。 

他
の
職
へ
の
任
用
に
当

た
り
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十
八

号
。
以
下
「
任
期
付
職

員
条
例
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
員
の
給

料
月
額
を
決
定
す
る
に

当
た
り
、
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
る
こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
第
三

条
第
三
項
第
三
号
に
規

定
す
る
者
の
う
ち
、
調

査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ

れ
ら
に
類
す
る
者
の
任

免
及
び
勤
務
条
件
の
決

定
を
行
う
こ
と
。 

６ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
（
副
教
育
長

等
職
員
を
除
く
。
）
に

対
し
、
復
職
を
命
ず
る

こ
と
。 

７ 

副
部
長
、
参
事
、
部

付
、
課
長
、
教
育
事
務

所
長
及
び
県
立
教
育
機

関
の
長
（
次
の
８
及
び

９
に
お
い
て
「
課
長
等
」

と
い
う
。
）
の
休
業
、

休
業
の
期
間
の
延
長
若

し
く
は
部
分
休
業
を
承

認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の

承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 
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あ
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支
給
し
な
い
こ
と
と
す

る
処
分
、
支
払
を
差
し

止
め
る
処
分
若
し
く
は

そ
の
取
り
消
し
、
全
部

若
し
く
は
一
部
の
返
納

を
命
ず
る
処
分
又
は
全

部
若
し
く
は
一
部
に
相

当
す
る
額
の
納
付
を
命

ず
る
処
分
を
行
う
こ

と
。 

８ 

職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
八
年
埼
玉
県
条
例

第
十
八
号
。
以
下
「
退

職
手
当
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
の
退
職
手
当

の
支
給
制
限
等
の
処
分

に
つ
い
て
人
事
委
員
会

に
諮
問
す
る
こ
と
。 

条
例
」
と
い
う
。
）
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
副
教
育
長
等

職
員
に
対
し
、
復
職
を

命
ず
る
こ
と
。 

10 

職
員
の
懲
戒
処
分

（
酒
酔
い
運
転
（
酒
気

帯
び
運
転
を
含
む
。
）
、

無
免
許
運
転
及
び
速
度

違
反
（
超
過
速
度
毎
時

二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

以
外
の
法
規
違
反
に
よ

る
交
通
事
故
で
人
に
傷

害
を
負
わ
せ
た
も
の
に

係
る
戒
告
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

11 

外
国
等
派
遣
条
例

第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
職
員
を
派
遣

し
、
又
は
外
国
等
派
遣

条
例
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
派
遣

の
期
間
を
更
新
す
る
こ

と
。 

12 

副
教
育
長
及
び
部

長
の
休
業
、
休
業
の
期

間
の
延
長
若
し
く
は
部

分
休
業
を
承
認
し
、
又

は
そ
れ
ら
の
承
認
を
取

り
消
す
こ
と
。 

13 

副
教
育
長
及
び
部

長
の
育
児
短
時
間
勤
務

若
し
く
は
育
児
短
時
間

勤
務
の
期
間
の
延
長
を

承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら

の
承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 

1
4
 

地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律

休
業
の
期
間
の
延
長
若

し
く
は
部
分
休
業
を
承

認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の

承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 

８ 

課
長
等
の
育
児
短
時

間
勤
務
若
し
く
は
育
児

短
時
間
勤
務
の
期
間
の

延
長
を
承
認
し
、
又
は

そ
れ
ら
の
承
認
を
取
り

消
す
こ
と
。 

９ 

育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

課
長
等
の
育
児
短
時
間

勤
務
の
承
認
が
失
効
し

た
場
合
等
に
お
け
る
育

児
短
時
間
勤
務
の
例
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
行

わ
せ
る
こ
と
。 

10 
職
員
の
昇
給
を
決

定
す
る
こ
と
。 



                 

別
表
第
二
県
立
学
校
部
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

            

あ 

    

一 

県
立
学

校
職

員
、

市
町

村
立

学
校

職
員

給
与

負
担

法（
昭

和
二

十
三

年
法

律
第

百
三

十
五

号
。

以
下

１ 

職
員
の
人
事
に
関
す

る
基
本
方
針
を
決
定
す

る
こ
と
。 

２ 

校
長
の
採
用
（
任
期

を
定
め
た
採
用
及
び
任

期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

転
任
、
派
遣
（
派
遣
期

間
の
延
長
、
派
遣
後
の

職
務
復
帰
及
び
退
職
派

遣
者
の
採
用
を
含
み
、

外
国
等
派
遣
条
例
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、

辞
職
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

校
長
の
昇
任
及
び
昇

格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
を
除
く
。
）
を

１ 

副
校
長
、
教
頭
、
主

幹
教
諭
、
教
諭
、
養
護

教
諭
及
び
栄
養
教
諭
並

び
に
事
務
職
員
及
び
技

術
職
員
の
う
ち
主
査
級

以
上
の
職
員
の
任
免
等

を
決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

主
幹
教
諭
、
教
諭
、

養
護
教
諭
及
び
栄
養
教

諭
並
び
に
事
務
職
員
及

び
技
術
職
員
の
う
ち
主

査
級
以
上
の
職
員
の
昇

任
及
び
昇
格
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

１ 

事
務
職
員
及
び
技
術

職
員
（
主
査
級
以
上
の

職
員
及
び
職
務
の
級
が

行
政
職
給
料
表
の
一
級

の
職
員
を
除
く
。
）
並

び
に
養
護
助
教
諭
、
実

習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指

導
員
の
任
免
等
を
決
定

す
る
こ
と
。 

２ 

事
務
職
員
及
び
技
術

職
員
（
主
査
級
以
上
の

職
員
を
除
く
。
）
並
び

に
養
護
助
教
諭
、
実
習

助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導

員
の
昇
任
及
び
昇
格
を

決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
更
新
又
は
他

の
職
へ
の
任
用
に
当
た

り
、
人
事
委
員
会
の
承

若
し
く
は
育
児
短
時
間

勤
務
の
期
間
の
延
長
を

承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら

の
承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 

14 

地
方
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第

百
十
号
。
以
下
「
育
児

休
業
法
」
と
い
う
。
）

第
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
副
教
育
長
及
び

部
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児

短
時
間
勤
務
の
例
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
。 



                                  

十
三

年
法

律
第

百
三

十
五

号
。

以
下

「
負

担法
」

と
い

う
。
）

第
一

条
に

規
定

す
る

職
員

の
う

ち
特

別
支

援
学

校
の

職
員

及
び

負
担

法
第

二
条

に
規

定
す

る
職

員（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
職

員
」

と
い

う
。
）

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

校
長
の
昇
任
及
び
昇

格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
を
除
く
。
）
を

行
う
こ
と
。 

５ 
職
員
の
懲
戒
処
分
を

行
う
こ
と
（
県
立
学
校

部
の
表
県
立
学
校
人
事

課
の
項
第
一
号
教
育
長

専
決
事
項
の
欄
８
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
。 

６ 

職
員
の
期
末
手
当
又

は
勤
勉
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
処
分

を
行
い
、
又
は
取
り
消

す
こ
と
。 

７ 

職
員
の
退
職
手
当
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
す

る
処
分
、
支
払
を
差
し

止
め
る
処
分
若
し
く
は

そ
の
取
り
消
し
、
全
部

若
し
く
は
一
部
の
返
納

を
命
ず
る
処
分
又
は
全

部
若
し
く
は
一
部
に
相

当
す
る
額
の
納
付
を
命

ず
る
処
分
を
行
う
こ

と
。 

８ 

退
職
手
当
条
例
第
二

十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
員
の
退

職
手
当
の
支
給
制
限
等

の
処
分
に
つ
い
て
人
事

委
員
会
に
諮
問
す
る
こ

と
。 

る
こ
と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
及
び
標
準
的
な

職
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
知
事
に
協
議
す
る

こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
人
事
評

価
の
基
準
及
び
方
法
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
人

事
評
価
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て
知
事
に
協
議
す

る
こ
と
。 

６ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
に
限
る
。
）
を

行
う
こ
と
。 

７ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
校
長
に
対
し
、
復

職
を
命
ず
る
こ
と
。 

８ 

職
員
の
懲
戒
処
分

（
酒
酔
い
運
転
（
酒
気

帯
び
運
転
を
含
む
。
）
、

無
免
許
運
転
及
び
速
度

違
反
（
超
過
速
度
毎
時

二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

以
外
の
法
規
違
反
に
よ

る
交
通
事
故
で
人
に
傷

害
を
負
わ
せ
た
も
の
に

係
る
戒
告
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導

員
の
昇
任
及
び
昇
格
を

決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
更
新
又
は
他

の
職
へ
の
任
用
に
当
た

り
、
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

任
期
付
職
員
条
例
第

四
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
職
員
の
給
料

月
額
を
決
定
す
る
に
当

た
り
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
る
こ
と
。 

５ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
（
校
長
を
除

く
。
）
に
対
し
、
復
職

を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 
校
長
の
休
業
若
し
く

は
休
業
の
期
間
の
延
長

を
承
認
し
、
又
は
そ
れ

ら
の
承
認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

７ 

校
長
（
負
担
法
第
二

条
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。
）
の
部
分
休
業
を

承
認
し
、
又
は
そ
の
承

認
を
取
り
消
す
こ
と
。 

８ 

校
長
の
育
児
短
時
間

勤
務
若
し
く
は
育
児
短

時
間
勤
務
の
期
間
の
延

長
を
承
認
し
、
又
は
そ

れ
ら
の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

９ 

育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

校
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児



                             

別
表
第
二
県
立
学
校
部
の
表
中
教
職
員
採
用
課
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

の
項

に
お

い
て

「
職

員
」

と
い

う
。
）

の
任

免
そ

の
他

の
人

事
を

行
う

こと
。 

に
基
づ
き
、
職
員
の
退

職
手
当
の
支
給
制
限
等

の
処
分
に
つ
い
て
人
事

委
員
会
に
諮
問
す
る
こ

と
。 

以
外
の
法
規
違
反
に
よ

る
交
通
事
故
で
人
に
傷

害
を
負
わ
せ
た
も
の
に

係
る
戒
告
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

９ 

外
国
等
派
遣
条
例
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
職
員
を
派
遣

し
、
又
は
外
国
等
派
遣

条
例
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
派
遣

の
期
間
を
更
新
す
る
こ

と
。 

10 
教
育
公
務
員
特
例

法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
一
号
）
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
員
（
教
諭
、

助
教
諭
及
び
常
勤
の
講

師
に
限
る
。
）
に
対
し

て
、
児
童
等
に
対
す
る

指
導
が
不
適
切
で
あ
る

と
認
定
す
る
こ
と
。 

11 

教
育
公
務
員
特
例

法
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
導
改
善
研
修
を
受
け

た
職
員
の
児
童
等
に
対

す
る
指
導
の
改
善
の
程

度
に
関
す
る
認
定
を
行

う
こ
と
。 

れ
ら
の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

９ 

育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

校
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児

短
時
間
勤
務
の
例
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
。 

10 

教
育
公
務
員
特
例

法
第
二
十
五
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

教
育
学
、
医
学
、
心
理

学
そ
の
他
の
児
童
等
に

対
す
る
指
導
に
関
す
る

専
門
的
知
識
を
有
す
る

者
及
び
保
護
者
た
る
者

の
意
見
を
聴
く
こ
と
。 

一 

負
担
法

第
一

条
に

規
定

す
る

職
員

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
人
事
に

関
す
る
基
本
方
針
を
決

定
す
る
こ
と
。 

２ 

校
長
の
採
用
（
任
期

を
定
め
た
採
用
及
び
任

期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

１ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
任
免
等
を

決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
昇
任
及
び

昇
格
を
決
定
す
る
こ

と
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
（
校
長
、

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹

教
諭
、
事
務
職
員
の
う

ち
事
務
主
任
及
び
事
務

主
事
、
学
校
栄
養
職
員

の
う
ち
栄
養
主
任
及
び



                                  

一 

負
担
法

第
一

条
に

規
定

す
る

職
員

（
特

別
支

援
学

校
職

員
を

除く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
任

免
そ

の
他

の
人

事
を

行
う

こと
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
人
事
に

関
す
る
基
本
方
針
を
決

定
す
る
こ
と
。 

２ 

校
長
の
採
用
（
任
期

を
定
め
た
採
用
及
び
任

期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

転
任
、
派
遣
（
派
遣
期

間
の
延
長
、
派
遣
後
の

職
務
復
帰
及
び
退
職
派

遣
者
の
採
用
を
含
み
、

外
国
等
派
遣
条
例
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、

退
職
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

校
長
の
昇
任
及
び
昇

格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
分
限
処

分
（
休
職
を
除
く
。
）

を
行
う
こ
と
。 

５ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
懲
戒
処

分
を
行
う
こ
と
（
市
町

村
支
援
部
の
表
小
中
学

校
人
事
課
の
項
第
一
号

教
育
長
専
決
事
項
の
欄

７
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）
。 

６ 

地
教
行
法
第
四
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
負
担
法
第

一
条
に
規
定
す
る
職
員

（
校
長
、
副
校
長
、
教

頭
、
主
幹
教
諭
、
事
務

職
員
、
学
校
栄
養
職
員

及
び
臨
時
的
任
用
職
員

を
除
く
。
）
を
免
職
し
、

１ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
任
免
等
を

決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
昇
任
及
び

昇
格
を
決
定
す
る
こ

と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
負
担
法
第
一
条

に
規
定
す
る
職
員
の
標

準
職
務
遂
行
能
力
及

び
標
準
的
な
職
を
定
め

る
こ
と
。 

４ 
負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
知
事
に
協
議

す
る
こ
と
。 

５ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
分
限
処

分
（
休
職
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

６ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
校
長
に
対
し
、
復

職
を
命
ず
る
こ
と
。 

７ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
懲
戒
処

分
（
酒
酔
い
運
転
（
酒

気

帯

び

運

転

を

含

む
。
）
、
無
免
許
運
転
及

び
速
度
違
反
（
超
過
速

度
毎
時
二
十
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
以
外
の
法
規

違
反
に
よ
る
交
通
事
故

で
人
に
傷
害
を
負
わ
せ

た
も
の
に
係
る
戒
告
に

限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
（
校
長
、

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹

教
諭
、
事
務
職
員
の
う

ち
事
務
主
任
及
び
事
務

主
事
、
学
校
栄
養
職
員

の
う
ち
栄
養
主
任
及
び

栄
養
技
師
並
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
を
除
く
。
）

の
昇
任
及
び
昇
格
を
決

定
す
る
こ
と
。 

２ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
（
校
長
、

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹

教
諭
及
び
臨
時
的
任
用

職
員
を
除
く
。
）
の
派

遣
（
派
遣
期
間
の
延
長
、

派
遣
後
の
職
務
復
帰
及

び
退
職
派
遣
者
の
採
用

を
含
み
、
外
国
等
派
遣

条
例
に
基
づ
く
も
の
を

除
く
。
）
を
決
定
す
る

こ
と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
更
新
又
は
他

の
職
へ
の
任
用
に
当
た

り
、
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

任
期
付
職
員
条
例
第

四
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
負
担
法
第
一

条
に
規
定
す
る
職
員
の

給
料
月
額
を
決
定
す
る

に
当
た
り
、
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
る
こ

と
。 

５ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
負
担
法
第
一
条
に

規
定
す
る
職
員
（
校
長



                                  

に
基
づ
き
、
負
担
法
第

一
条
に
規
定
す
る
職
員

（
校
長
、
副
校
長
、
教

頭
、
主
幹
教
諭
、
事
務

職
員
、
学
校
栄
養
職
員

及
び
臨
時
的
任
用
職
員

を
除
く
。
）
を
免
職
し
、

引
き
続
い
て
採
用
す
る

こ
と
。 

７ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
期
末
手

当
又
は
勤
勉
手
当
の
支

給
を
一
時
差
し
止
め
る

処
分
を
行
い
、
又
は
取

り
消
す
こ
と
。 

８ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
退
職
手

当
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
支
給
し
な
い
こ
と

と
す
る
処
分
、
支
払
を

差
し
止
め
る
処
分
若
し

く
は
そ
の
取
り
消
し
、

全
部
若
し
く
は
一
部
の

返
納
を
命
ず
る
処
分
又

は
全
部
若
し
く
は
一
部

に
相
当
す
る
額
の
納
付

を
命
ず
る
処
分
を
行
う

こ
と
。 

９ 

退
職
手
当
条
例
第
二

十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
負
担
法
第

一
条
に
規
定
す
る
職
員

の
退
職
手
当
の
支
給
制

限
等
の
処
分
に
つ
い
て

人
事
委
員
会
に
諮
問
す

る
こ
と
。 

度
毎
時
二
十
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
以
外
の
法
規

違
反
に
よ
る
交
通
事
故

で
人
に
傷
害
を
負
わ
せ

た
も
の
に
係
る
戒
告
に

限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。 

８ 

外
国
等
派
遣
条
例
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
負
担
法
第
一
条

に
規
定
す
る
職
員
を
派

遣
し
、
又
は
外
国
等
派

遣
条
例
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
派

遣
の
期
間
を
更
新
す
る

こ
と
。 

９ 

教
育
公
務
員
特
例
法

第
二
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
負

担
法
第
一
条
に
規
定
す

る
職
員
（
教
諭
、
助
教

諭
及
び
常
勤
の
講
師
に

限
る
。
）
に
対
し
て
、

児
童
等
に
対
す
る
指
導

が
不
適
切
で
あ
る
と
認

定
す
る
こ
と
。 

10 

教
育
公
務
員
特
例

法
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
導
改
善
研
修
を
受
け

た
負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
児
童
等

に
対
す
る
指
導
の
改
善

の
程
度
に
関
す
る
認
定

を
行
う
こ
と
。 

に
当
た
り
、
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
る
こ

と
。 

５ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
負
担
法
第
一
条
に

規
定
す
る
職
員
（
校
長

を
除
く
。
）
に
対
し
て
、

復
職
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

校
長
の
休
業
若
し
く

は
休
業
の
期
間
の
延
長

を
承
認
し
、
又
は
そ
れ

ら
の
承
認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

 

７ 

校
長
の
育
児
短
時
間

勤
務
若
し
く
は
育
児
短

時
間
勤
務
の
期
間
の
延

長
を
承
認
し
、
又
は
そ

れ
ら
の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

８ 
育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

校
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児

短
時
間
勤
務
の
例
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
。 

９ 

教
育
公
務
員
特
例
法

第
二
十
五
条
第
五
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
教

育
学
、
医
学
、
心
理
学

そ
の
他
の
児
童
等
に
対

す
る
指
導
に
関
す
る
専

門
的
知
識
を
有
す
る
者

及
び
保
護
者
た
る
者
の

意
見
を
聴
く
こ
と
。 



 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
市
町
村

立
の
」
の
下
に
「
中
等
教
育
学
校
、
」
を
加
え
、
同
号
教
育
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 

あ あ 

    

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
３
を
４

と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
号
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
立
の
中
等
教
育
学
校
の
設
置
者
の
変
更
等

を
認
可
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
義
務
教
育
指
導
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                    

１ 
学
校
教
育
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
町
村
立
の
中
等
教
育
学
校
の
設
置
又
は
廃
止
を
認
可
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
前
段
及
び
第
百
三
十

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
設
置
又
は
廃

止
を
認
可
す
る
こ
と
。 

教
職
員
採

用
課 

 

教
育
職
員
の

免
許
状
の
授
与

等
を
行
う
こ
と
。  

１ 

教
育
職
員
免
許

法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
四
十

七
号
）
第
十
一
条

第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に

基
づ
き
、
免
許
状

を
取
り
上
げ
る
こ

と
。 

２ 

手
続
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
審
査
基

準

を

定

め

る

こ

と
。 

３ 

手
続
法
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
処
分

基
準
を
定
め
る
こ

と
。 

 



 

別
表
第
四
教
育
事
務
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

               
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
改
正
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
及
び
臨
時

的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
採
用
（
任
期
を
定
め
た
採
用
及
び
任
期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

転
任
及
び
退
職
を
決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

事
務
職
員
の
う
ち
事
務
主
任
及
び
事
務
主
事
並
び
に
学
校
栄
養
職
員
の
う
ち
栄
養
主

任
及
び
栄
養
技
師
の
昇
任
及
び
昇
格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校
長
を
除
く
。
）
の
育
児
休
業
若
し
く
は
育
児
休

業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
。 

４ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校
長
を
除
く
。
）
の
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は

育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
を
承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
。 

５ 

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校

長
を
除
く
。
）
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合
等
に
お
け
る
育
児
短
時
間

勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。 

６ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
の
臨
時
的
任
用
を
行
う
こ
と
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
教
育
事
務
所
長
の
項
専
決
事
項
の
欄
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
四
県
立
学
校
部
の
表
教
職
員
採
用
課
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
四
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
教
育
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
又

は
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中

「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
表
義
務
教
育
指
導
課
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

           
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

教
職

員
採

用
課 

教
員
採
用
選
考

試
験
に
関
す
る
事

務 

埼
玉
県
公
立
学
校
教

員
採
用
志
願
手
続
及
び

選
考
試
験
等
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
三
十
一
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第
七
号
）
第
八
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
合
格
者
を
決

定
し
、
採
用
候
補
者
名
簿

に
登
載
す
る
こ
と
。 

教
員
採
用
選
考
試
験
要
項
を
定

め
る
こ
と
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
当
該
起
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
事
前
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
は
、

当
該
課
が
連
絡
調
整
を
担
当
す
る
課
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
の
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
の
」
を
削
る
。 

   

別
表
第
一
本
局
の
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

   

様
式
第
十
二
号
及
び
様
式
第
十
三
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

生

徒

指

導

課 

教
生
指 

教

職

員

採

用

課 

教 

採 

教 

政 

義

務

教

育

指

導

課 

教
義
指 

」 

」 
」 

」 

「 

「 

「 

「 生

徒

指

導

課 

教
生
指 

生

徒

指

導

課 
義

務

教

育

指

導

課 
教

職

員

採

用

課 

高

校

教

育

指

導

課 

教
義
指 

教 

採 

教

職

員

採

用

課 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 
 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
健
康
管
理
情
報
」
を
「
心
身
の
状
態
の
情
報
」
に
改

め
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
健
康
管
理
情
報
」
を
「
心
身
の
状
態
の
情
報
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た 

 

め
の
検
査
に
係
る
心
身
の
状
態
の
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
別
に
定
め
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
健
康
管
理
情
報
」
を
「
心
身
の
状
態
の
情
報
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

前
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
心
身
の
状
態
の
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、 

 

別
に
定
め
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



訓

令 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
の
一
職
員
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
第

四
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
四
条
の
六
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

別
表
第
三
の
七
職
員
の
任
用
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄 

中
「
第
二
十
一

条
の
十
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
第
二
号
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 
 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の

十
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

任
用
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用
に
係
る
選
考
の
実
施
を
委 

 

 
 

任
す
る
職
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
公
営
企
業

管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
公
営
企
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

規
程 

 

公
営
企
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
公

営
企
業
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文

書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
、
〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・

〇
四
九
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
一
項
の 

 

改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
二
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
施
行
後
最
初
に
到
来
す
る
検
針
日
ま
で
の
間
に
係
る
月
分 

 

の
雑
用
水
の
料
金
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
１
を
削
り
、
同
欄
２
中
「
第

十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
」
に
、
「
許
可
申
請
」
を
「
届
出
」
に
改
め
、
同
欄
２

を
同
欄
１
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

２ 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
貯
蔵
所
の
位
置
等
変
更
の
許
可
申
請
を

す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
中
５
か
ら
７
ま
で
を
削
り
、

４
を
５
と
し
、
３
を
４
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
貯
蔵
所
の
位
置
等
変
更
の
届
出
を
す
る

こ
と
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 

６ 

法
第
二
十
四
の
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
高
圧
ガ
ス
消
費
施
設
等
の
変
更
の

届
出
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
８
を
同
欄
７
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
埼
玉
県
地
域
整
備
事
務
所
」
の
下
に
「
及
び
埼
玉
県
水
道
整
備
事
務
所
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
水
道
整
備
事
務
所
北
部
支
所 

鴻
巣
市 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
十
九
日
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
の
三
を
第
六
条
の
四
と
し
、
第
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
） 

第
六
条
の
三 

正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
） 

第
十
一
条
の
二 

正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
職
員
の
休
暇
に
つ
い
て
は
、
」
の
次
に
「
次
条
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
」
を

加
え
、
第
十
三
条
の
三
を
第
十
三
条
の
四
と
し
、
第
十
三
条
の
二
を
第
十
三
条
の
三
と
し
、
第

十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
年
次
休
暇
の
時
季
指
定
） 

第
十
三
条
の
二 

管
理
者
は
、
年
次
休
暇
が
十
日
以
上
与
え
ら
れ
た
職
員
に
対
し
て
、
付
与
日
か

ら
一
年
以
内
に
、
当
該
職
員
の
有
す
る
年
次
休
暇
日
数
の
う
ち
五
日
（
職
員
が
請
求
し
て
年
次

休
暇
を
取
得
し
た
場
合
は
、
当
該
取
得
し
た
日
数
分
を
五
日
か
ら
控
除
し
た
日
数
）
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
時
季
を
指
定
し
て
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
時
季
指
定
は
、
職
員
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
者
以
外
の
も
の
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」

に
改
め
、
同
条
中
「
職
員
の
う
ち
常
時
勤
務
を
要
す
る
者
以
外
の
も
の
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
「
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計

年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、
「
就
業
に
関
す
る
事
項
は
、
」
の
次
に
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
費
用
弁
償
） 

第
二
十
七
条
の
二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
が
勤
務
の
た
め
、
そ
の
者
の
住
居
と
勤
務
公
署
と
の
間
を
往
復
す
る
と
き
及
び
職
務
の



た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
費
用
を
弁
償
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
弁
償
の
額
は
、
職
員
に
支
給
さ
れ
る
通
勤
手
当
及
び
旅
費
と
の
権

衡
を
考
慮
し
て
、
管
理
者
が
定
め
る
。 

 
 

 
附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
及
び
第

二
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
四
月
一
日
以
外
の
日
が
基
準
日
（
一
の
年
に
お
け
る
年
次
休
暇
を

付
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
職
員
に

係
る
年
次
休
暇
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
後
の
最
初
の
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
改
正

後
の
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号 

 
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準
額
表
） 

第
十
四
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
適
用
す
る
報
酬
等
基
準
額
表
は
、
別
表
第
十
の
と

お
り
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
） 

第
十
四
条
の
二 

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
報
酬
等
基
準
額
表
に
定

め
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
種
の
区
分
の
一
号
給
と
す
る
。 

 

２ 

学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
そ

の
他
管
理
者
が
定
め
る
経
験
を
有
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
号
給

よ
り
上
位
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
） 

第
十
四
条
の
三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職

員
（
以
下
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
月
額
又
は
日
額

と
す
る
。 

２ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
額
は
、
次
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し

た
基
本
額
及
び
そ
の
基
本
額
に
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
月
額
の
報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
百
円
未
満
、
日
額
の

報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
四

捨
五
入
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
と
す
る
。 

３ 

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
月
に

つ
き
、
報
酬
等
基
準
額
表
の
月
額
（
以
下
「
報
酬
等
基
準
額
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
者
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得



た
額
）
と
す
る
。 

４ 

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
日
に

つ
き
、
報
酬
等
基
準
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一

日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

５ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準
額
が
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
若
し
く
は
責
任

の
度
又
は
勤
労
の
強
度
、
勤
務
時
間
、
勤
労
環
境
そ
の
他
の
勤
労
条
件
が
、
同
じ
職
種
に
属

す
る
他
の
職
に
比
し
て
特
殊
な
職
に
対
し
、
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
報
酬
等
基
準
額
に
別
表
第
十
一
に
定
め
る
調
整
額
を
加
え
て
得
た

額
を
報
酬
等
基
準
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
） 

 

第
十
四
条
の
四 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
（
以
下
「
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
の
額
は
、
報
酬
等
基
準

額
と
す
る
。 

 

２ 

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
し
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
及
び
会
計
年
度
任

用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
別
に
定
め
る
。 

              



 

別
表
第
九
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。 

                             
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
四
条
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
、

及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

調整数 調整額 

      円 

１ 5,500 

２ 11,000 

 ３ 16,500 

 ４ 22,000 

別表第十一（第十四条の三、第十四条の四関係） 

報酬等の調整額表 



２ 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
非
常
勤
職
員
で
、

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
こ
の
規
程
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額

が
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額
（
特
定
期
間
に
お
い
て
二
以
上
の
業
務
に
従

事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
業
務
に
係
る
期
間
の
満
了
す
る
日
の
う
ち
、
施
行

日
に
最
も
近
い
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
報
酬
の
月
額
（
当
該
月
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、

当
該
月
額
の
う
ち
最
も
高
い
月
額
）
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
三

十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額
か
ら
特
定
期
間
に
お
い
て
受

け
て
い
た
報
酬
の
月
額
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。 

３ 

特
定
期
間
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
て

い
た
非
常
勤
職
員
で
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
前
項
に

規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。 

４ 

前
二
項
の
経
過
措
置
に
よ
り
支
給
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
。 

５ 

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
一
号
給
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
九
号
給
」
と
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
三
号
給
」
と
、
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
七
号
給
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

      



 
 

管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
中
「
地
域
整
備
事
務
所
」
の
下
に
「
及
び
水
道
整
備
事
務

所
」
を
加
え
、
同
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を

第
四
項
と
す
る
。 

第
八
条
の
四
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
三
十
八
条
中
「
政
令
」
を
「
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。 

以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
八
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
第
四
項
第
一
号
中
「
第
一
項
」 

を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
六
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
六
の
二
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、「 

 

」
を
「

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
の
二
中 

「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
、 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

を 「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

1
1
0

1
0
0

5億
円
以
上

3億
円
以
上

5億
円
未
満

1億
円
以
上

3億
円
未
満

1億
円
未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎
1億

円
以
上

1億
円
以
上

修
繕

費

5億
円
以
上

3億
円
以
上

5億
円
未
満

1億
5,000万
円
以
上

3億
円
未
満

1億
5,000万
円
未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎

1億
5,000万
円
以
上

1億
5,000万
円
以
上

修
繕

費

100万
円

以
上

消
耗

品
費

、
光

熱
水

費
、

印
刷
製
本

費
、

被
服

費
、

雑
費

○

△
光
熱
水
費
及
び
100万

円
未
満
の
も
の

◎

300万
円

以
上

消
耗

品
費

、
光

熱
水

費
、

印
刷
製
本

費
、

被
服

費
、

雑
費

○

△
光
熱
水
費
及
び
100万

円
未
満
の
も
の

◎

1
0
0
分
の
1
0
8

1
0
0
分
の
1
1
0

108

100

1
0
0
分
の
1
0
8

1
0
0
分
の
1
1
0



 

様
式
第
六
十
四
号
（
２
）
中
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
七
十
八
号
中 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を 「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
４
を
５
と
し
、
１
か
ら
３
ま
で
を
２
か
ら
４
ま
で
と
し
、
１
と
し
て 

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
七
十
八
号
の
二
中 

「 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

を 「 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

予
　
定
　
価
　
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

（
※
予
定
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
（
又
は
１
０
０
／
１
１
０
）
　
　
　
　
　
　
　
円
）

最
低
制
限
価
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
※
最
低
制
限
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
（
又
は
１
０
０
／
１
１
０
）
　
　
　
　
　
円
）

予
　
定
　
価
　
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

（
予
定
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

最
低
制
限
価
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
最
低
制
限
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
　
　
　
　
　
　
　
　
円
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

備
考
　
1
　
本
様
式
は
、
物
品
受
領
書
と
組
合
せ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
備
品
を
所
管
換
え
又
は
所
属
換
え
す
る
場
合
に
は
、
財
務
課
長
に
合
議
す
る
こ
と
。

1
　
※
印
の
欄
に
は
、
１
０
０
を
当
該
契
約
に
適
用
さ
れ
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
税

率
に
相
当
す
る
数
に
１
０
０
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
予
定
価
格
又
は
最
低

制
限
価
格
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

予
　
定
　
価
　
格
　
（
税
込
み
）
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

入
札
書
比
較
価
格
（
予
定
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
（
又
は
１
０
０
／
１
１
０
）
、
税
抜
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

最
低
制
限
価
格
　
（
税
込
み
）
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

入
札
書
比
較
価
格
（
最
低
制
限
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
（
又
は
１
０
０
／
１
１
０
）
、
税
抜
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

予
　
定
　
価
　
格
　
（
税
込
み
）
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

入
札
書
比
較
価
格
（
予
定
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
、
税
抜
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

最
低
制
限
価
格
　
（
税
込
み
）
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

入
札
書
比
較
価
格
（
最
低
制
限
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８
、
税
抜
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円



 
 

 

様
式
第
十
号
及
び
第
十
一
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 
様
式
第
十
五
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
四
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十
一
号
の
二
ま
で
の
規
定
中
、「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
十
六
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
の
規
定
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
四
十
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
四
十
一
号
、
第
四
十
三
号
、
第
四
十
四
号
及
び
第
四
十
六
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
の 

規
定
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

 

様
式
第
五
十
二
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
十
三
号
及
び
第
五
十
四
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
十
五
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
十
六
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
十
七
号
及
び
第
五
十
八
号
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
十
号
及
び
第
六
十
四
号
か
ら
第
百
一
号
ま
で
の
規
定
中
、
「 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
六
及
び
別
表

第
六
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
六
及
び
別
表
第
六
の
二
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十

月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
及
び
貸
付
料
（
施
行
日
前
に

発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

領
収
し
た
使
用
料
及
び
貸
付
料
並
び
に
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後

に
領
収
す
る
使
用
料
及
び
貸
付
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

改
正
前
の
埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要 

 

 

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ｂ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ｂ
列
５
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
６
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
６
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
）

（
日
本
工
業
規
格
Ｂ
列
５
）



管 

理 

規 

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改 

 
 

 

 
 

 

正
す
る
規
程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼

玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
、
「
病

院
事
業
職
員
に
任
命
さ
れ
た
者
」
を
「
病
院
事
業
職
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め

る
。 第

二
十
三
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

規
程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病

院
事
業
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー

担
当
名

名
称

部
科
室
及
び
セ
ン
タ
ー

名

循
環
器
内
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
科

消
化
器
外
科

呼
吸
器
外
科

緩
和
ケ
ア
内
科

呼
吸
器
内
科

放
射
線
科

栄
養
部

薬
剤
部

検
査
技
術
部

放
射
線
技
術
部

病
理
診
断
科

麻
酔
科

脳
血
管
内
治
療
科

脳
神
経
外
科
・
脳
卒
中
外

科 脳
神
経
セ
ン
タ
ー

臨
床
工
学
部

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
部

血
管
外
科

心
臓
外
科

腎
臓
内
科

実
験
検
査
部

組
織



 
 

 

が
ん
セ
ン
タ
ー

    事
務
局

 業
務
部

  管
理
部

用
度
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

総
務
・
職
員
担
当

地
域
医
療
連
携
室

医
療
安
全
管
理
室

感
染
管
理
室

Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室

看
護
部

神
経
内
科
・
脳
卒
中
内
科

放
射
線
診
断
科

放
射
線
治
療
科

麻
酔
科

歯
科
口
腔
外
科

脳
神
経
外
科

泌
尿
器
科

皮
膚
科

頭
頸
部
外
科

婦
人
科

緩
和
ケ
ア
科

乳
腺
外
科

乳
腺
腫
瘍
内
科

血
液
内
科

内
視
鏡
科

消
化
器
内
科

精
神
腫
瘍
科

胸
部
外
科

呼
吸
器
内
科

消
化
器
外
科

形
成
外
科

整
形
外
科



 
 

 

小
児
医
療
セ
ン
タ
ー

    事
務
局

 業
務
部

  管
理
部

用
度
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

総
務
・
職
員
担
当

図
書
館

臨
床
腫
瘍
研
究
所

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

地
域
連
携
・
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー

治
験
管
理
室

医
療
安
全
管
理
室

栄
養
部

腫
瘍
診
断
・
予
防
科

病
理
診
断
科

薬
剤
部

臨
床
工
学
部

検
査
技
術
部

放
射
線
技
術
部

総
合
内
科

看
護
部

感
染
管
理
室

Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室

周
術
期
セ
ン
タ
ー

低
侵
襲
手
術
セ
ン
タ
ー

希
少
が
ん
・
サ
ル
コ
ー

マ
セ

ン
タ
ー

新
生
児
科

総
合
診
療
科

血
液
・
腫
瘍
科

腎
臓
科

消
化
器
・
肝
臓
科

感
染
免
疫
・
ア
レ
ル
ギ
ー

科

代
謝
・
内
分
泌
科



 
 

 

栄
養
部

薬
剤
部

検
査
技
術
部

放
射
線
技
術
部

保
健
発
達
部

臨
床
研
究
部

眼
科

形
成
外
科

整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
科

遺
伝
診
療
セ
ン
タ
ー

病
理
診
断
科

麻
酔
科

小
児
が
ん
セ
ン
タ
ー

移
植
外
科

移
植
セ
ン
タ
ー

看
護
部

臨
床
工
学
部

耳
鼻
咽
喉
科

放
射
線
科

循
環
器
科

神
経
科

泌
尿
器
科

皮
膚
科

精
神
科

遺
伝
科

外
科

心
臓
血
管
外
科

脳
神
経
外
科

外
傷
診
療
科

救
急
診
療
科

集
中
治
療
科

歯
科



 

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

    事
務
局

    事
務
局

   管
理
業
務
部

 業
務
部

  管
理
部

用
度
担
当

会
計
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

総
務
・
職
員
担
当

用
度
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

総
務
・
職
員
担
当

医
療
安
全
管
理
室

感
染
管
理
室

Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室

政
策
医
療
企
画
室

看
護
部

栄
養
部

地
域
連
携
・
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー

治
験
管
理
室

医
療
安
全
管
理
室

感
染
管
理
室

Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室

検
査
部

療
養
援
助
部

外
来
・
地
域
支
援
科

依
存
症
治
療
研
究
部

第
七
精
神
科

第
六
精
神
科

第
五
精
神
科

第
二
精
神
科

第
一
精
神
科

薬
剤
部



 

第
九
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                               

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 病

院 
組

織 

 
 循

環

器
・
呼

吸

器

病

セ

ン

タ

ー 

 
 

 
 

 
 

 

脳

神

経

セ

ン

タ

ー 

医

療

安

全

管

理

室 

感

染

管

理

室 Ｔ

Ｑ

Ｍ

推

進

室 

 
 

脳

神

経

セ

ン

タ

ー

長 

副

病

院

長 

医

療

安

全

管

理

室

長 

感

染

管

理

室

長 

Ｔ

Ｑ

Ｍ

推

進

室

長 

セ

ン

タ

ー

付 病

院

長 

職 

上

司

の

命

を

受

け

、
脳

神

経

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

病

院

長

を

助

け

、

脳

神

経

セ

ン

タ

ー

、

Ｔ

Ｑ

Ｍ

推

進

室

、
感

染

管

理

室

、
医

療

安

全

管

理

室

、
地

域

医

療

連

携

室

及

び

事

務

局

の

事

務

を

除

く

病

院

の

事

務

の

う

ち

、
あ

ら

か

じ

め

病

院

長

か

ら

そ

の
監

督

及

び
整

理

に
つ
い
て
指

定

さ
れ

た
事

務

に
係

る
職

員

の
担

任

す
る
事

務

を

監

督

し

、

事

務

を

整

理

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
医

療

安

全

管

理

室

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
感

染

管

理

室

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
Ｔ

Ｑ

Ｍ

推

進

室

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
セ

ン

タ

ー

の

特

定

事

務

に

従

事

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
当

該

機

関

が

分

掌

す

る

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
所

属

の

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

職

務 



                               

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 が

ん

セ

ン

タ

ー 

 
 

治

験

管

理

室 周

術

期

セ

ン

タ

ー 

低

侵

襲

手

術

セ

ン

タ

ー 希

少

が

ん

・

サ

ル

コ

ー

マ

セ

ン

タ

ー 

地

域

医

療

連

携

室 

治

験

管

理

室

長 

周

術

期

セ

ン

タ

ー

長 

低

侵

襲

手

術

セ

ン

タ

ー

長 

希

少

が

ん

・

サ

ル

コ

ー

マ

セ

ン

タ

ー

長 

副

病

院

長 

地

域

医

療

連

携

室

長 

上

司

の

命

を

受

け

、
治

験

管

理

室

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
周

術

期

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
低

侵

襲

手

術

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
希

少

が

ん
・
サ

ル

コ

ー

マ

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、

そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

病

院

長

を

助

け

、
希

少

が

ん
・
サ

ル

コ

ー

マ

セ

ン

タ

ー

、
低

侵

襲

手

術

セ

ン

タ

ー

、
周

術

期

セ

ン

タ

ー

、
Ｔ

Ｑ

Ｍ

推

進

室

、
感

染

管

理

室

、
医

療

安

全

管

理

室

、

治

験

管

理

室

、
地

域

連

携
・
相

談

支

援

セ

ン

タ

ー

、
緩

和

ケ

ア

セ

ン

タ

ー

、
臨

床

腫

瘍

研

究

所

、
図

書

館

及

び

事

務

局

の

事

務

を

除

く

病

院

の

事

務

の

う

ち

、

あ
ら
か
じ
め
病

院

長

か
ら
そ
の
監

督

及

び
整

理

に
つ
い
て
指

定

さ
れ
た
事

務

に

係

る

職

員

の

担

任

す

る

事

務

を

監

督

し

、

事

務

を

整

理

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
地

域

医

療

連

携

室

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 



  
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 小

児

医

療

セ

ン

タ

ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

小

児

が

ん

セ

ン

タ

ー 

移

植

セ

ン

タ

ー 

図

書

館 

臨

床

腫

瘍

研

究

所 

緩

和

ケ

ア

セ

ン

タ

ー 

地

域

連

携

・

相

談

支

援

セ

ン

タ

ー 

小

児

が

ん

セ

ン

タ

ー

長 移

植

セ

ン

タ

ー

長 

副

病

院

長 

図

書

館

長 

臨

床

腫

瘍

研

究

所

長 

緩

和

ケ

ア

セ

ン

タ

ー

長 地

域

連

携

・

相

談

支

援

セ

ン

タ

ー

長 

上

司

の

命

を

受

け

、

小

児

が

ん

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、

そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

 

上

司

の

命

を

受

け

、

移

植

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、

そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

病

院

長

を

助

け

、

移

植

セ

ン

タ

ー

、

小

児

が

ん

セ

ン

タ

ー

、

遺

伝

診

療

セ

ン

タ

ー

、

Ｔ

Ｑ

Ｍ

推

進

室

、

感

染

管

理

室

、

医

療

安

全

管

理

室

、

治

験

管

理

室

、

地

域

連

携

・

相

談

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

事

務

局

の

事

務

を

除

く

病

院

の

事

務

の

う

ち

、

あ

ら

か

じ

め

病

院

長

か

ら

そ

の

監

督

及

び

整

理

に

つ

い

て

指

定

さ

れ

た

事

務

に

係

る

職

員

の

担

任

す

る

事

務

を

監

督

し

、

事

務

を

整

理

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、

図

書

館

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、

臨

床

腫

瘍

研

究

所

の

事

務

を

掌

理

し

、

そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 
上

司

の

命

を

受

け

、

緩

和

ケ

ア

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、

そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、

地

域

連

携

・

相

談

支

援

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、

そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

       



                              

    

 
 事

務

局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 精

神

医

療

セ

ン

タ

ー 

 
 

 
 

 
 

 
 政

策

医

療

企

画

室 

地

域

連

携

・

相

談

支

援

セ

ン

タ

ー 

治

験

管

理

室 遺

伝

診

療

セ

ン

タ

ー 

副

局

長 

局

長 

政

策

医

療

企

画

室

長 

副

病

院

長 

地

域

連

携

・

相

談

支

援

セ

ン

タ

ー

長 

治

験

管

理

室

長 

遺

伝

診

療

セ

ン

タ

ー

長 

局

長

を

助

け

、
職

員

の

担

任

す

る

事

務

を

監

督

し

、
事

務

局

の

事

務

を

整

理

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
事

務

局

の

事

務

を

掌

理

し
、
そ
の
事

務

を
処

理

す
る
た
め
、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
政

策

医

療

企

画

室

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

病

院

長

を

助

け

、

政

策

医

療

企

画

室

、

Ｔ

Ｑ

Ｍ

推

進

室

、
感

染

管

理

室

、
医

療

安

全

管

理

室

及

び

事

務

局

の

事

務

を

除

く

病

院

の

事

務

の

う

ち

、
あ

ら

か

じ

め
病

院

長

か
ら
そ
の
監

督

及

び
整

理

に

つ
い
て
指

定

さ
れ
た
事

務

に
係

る
職

員

の

担

任

す

る

事

務

を

監

督

し

、
事

務

を

整

理

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
地

域

連

携
・
相

談

支

援

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 
上

司

の

命

を

受

け

、
治

験

管

理

室

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
遺

伝

診

療

セ

ン

タ

ー

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す
る
た
め
、
職

員

を
指

揮

監

督

す
る
。 



        

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

科 部 

科

長 

部

長 

上

司

の

命

を

受

け

、
科

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 

上

司

の

命

を

受

け

、
部

の

事

務

を

掌

理

し

、
そ

の

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、
職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理

規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
条
第
四
項
中
「
副
病
院
長
又
は
臨
床
腫
瘍
研
究
所
長
」
を
「
副
病
院
長
等
（
脳
神
経
セ

ン
タ
ー
長
、
臨
床
腫
瘍
研
究
所
長
、
移
植
セ
ン
タ
ー
長
及
び
政
策
医
療
企
画
室
長
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
副
病
院
長
」
を
「
副
病
院
長
等
」
に
改
め
、
同
条

同
項
第
一
号
中
「
、
臨
床
腫
瘍
研
究
所
長
の
事
務
の
範
囲
に
あ
る
場
合
は
当
該
臨
床
腫
瘍
研
究
所

長
」
を
削
る
。 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
中
「
副
病
院
長
及
び
臨
床
腫
瘍
研
究
所
長
」
を
「
副
病
院
長
等
」
に

改
め
、
別
表
第
三
中
「
参
事
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

 
埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
の
二
を
第
十
四
条
の
三
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
） 

第
十
四
条
の
二 

正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
医
業
に
従
事
す
る
医
師
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
十
七
条
中
「
職
員
の
休
暇
に
つ
い
て
は
、
」
の
次
に
「
次
条
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
」
を

加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
年
次
休
暇
の
時
季
指
定
） 

第
十
七
条
の
二 

管
理
者
は
、
年
次
休
暇
が
十
日
以
上
与
え
ら
れ
た
職
員
に
対
し
て
、
付
与
日
か

ら
一
年
以
内
に
、
当
該
職
員
の
有
す
る
年
次
休
暇
日
数
の
う
ち
五
日
（
職
員
が
請
求
し
て
年
次

休
暇
を
取
得
し
た
場
合
は
、
当
該
取
得
し
た
日
数
分
を
五
日
か
ら
控
除
し
た
日
数
）
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
時
季
を
指
定
し
て
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
時
季
指
定
は
、
職
員
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
四
月
一
日
以
外
の
日
が
基
準
日
（
一
の
年
に
お
け
る
年
次
休
暇
を

付
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
職
員
に

係
る
年
次
休
暇
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
後
の
最
初
の
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
改
正

後
の
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
イ
の
七
級
の
項
基
準
と
な
る
職
務
の
欄
中
「
本
庁
の
課
長
の
職
務
」
を
「
一 

本
庁 

の
課
長
の
職
務
」
に
改
め
、
次
に
「
二 

病
院
の
局
長
の
職
務
」
を
加
え
、
八
級
の
項
基
準
と
な 

る
職
務
の
欄
中
「
一 

本
庁
の
副
部
長
の
職
務
」
を
「
本
庁
の
副
部
長
の
職
務
」
に
改
め
、
「
二 

 

病
院
の
局
長
の
職
務
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
七
イ
（
三
）
の
共
通
の
項
七
級
の
欄
中
「
セ
ン
タ
ー
付
」
を
「
局
長 

セ
ン
タ
ー
付
」 

に
改
め
、
同
項
八
級
の
欄
中
「
局
長 

セ
ン
タ
ー
付
」
を
「
セ
ン
タ
ー
付
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

イ 

病
院
医
療
職
給
料
表
（
一
）
級
別
職
務
区
分
表 

 
 

 



 

別
表
第
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
中

を

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
九
号
の
二(

二)

中

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
号(

一)

中

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
号(

三)

中

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
八
号(

一)

中

を
削
る
。 

                      

「
1
0
0
分

の
1
0
8
」

 
「

1
0
0
分

の
1
1
0
」

 

「
平

成
」

 

「
平

成
」

 

「
平

成
」

 

「
平

成
」

 



 

様
式
第
六
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                  



様式第六十二号 

 

                               決定者印 

 

予 定 価 格 調 書              

 

 

 

年  月  日  

 

  予定価格を次のとおり決定する。 

 

  予定価格                         円 

 

 （※予定価格の100／108（又は100／110）            円） 

 

   最低制限価格                      円 

 

  （※最低制限価格の100／108（又は100／110）         円） 

 

記 

 

  給付の内容                            

 

  数   量                            

 

  参 考 価 格                            

 

 

 

 

 備考 １ ※印の欄には、100を当該契約に適用される消費税及び地方消費税の税率に相

当する数に100を加えた数で除して得た割合を、予定価格又は最低制限価格の額

に乗じて得た額を記入すること。 

    ２ 「給付の内容」欄には、物の購入に係る場合はその品目を、役務の提供に係る

場合はその役務の種類を記入すること。 

    ３ 「参考価格」欄には、設計額、調査によって得た見積額等を記入すること。 

    ４ 記以下の項目の記入は、補助者が行うこと。 

    ５ この様式によりがたい場合は、この様式に準じて作成することができる。 



 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三

の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

１ 

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
及
び
貸
付
料
（
施
行
日
前
に
発
し

た
納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収

し
た
使
用
料
及
び
貸
付
料
並
び
に
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領

収
す
る
使
用
料
及
び
貸
付
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

改
正
前
の
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要 

 

 

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
出
納
員
が
不
在
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
管
理
者
が
指
定 

 
 

す
る
者
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
百
三
十
二
条
第
二
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
中 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

を 「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

資
産
減
耗

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

固
定
資
産

除
却
費

 

有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
、
廃
棄

損
及
び
撤
去
費

 

 
 

 
 

 
 

た
な
卸
資

産
減
耗
費

 

 
 

  
 

 
 

 
資
産
減
耗

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
固
定
資
産

除
却
費

 

有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
、
廃
棄

損
 

 
 

 
 

固
定
資
産

撤
去
費

 

有
形
固
定
資
産
の
撤
去
費

 

 
 

 
 

 
 

 
た
な
卸
資

産
減
耗
費

 

 
 

 



 

別
表
第
二
の
表
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
表
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 

」
を
「 

 

」 
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
五
中 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を 「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

様
式
第
四
号
中
「
平
成
」
を
削
る
。 

様
式
第
六
号
中
「
平
成
」
を
削
る
。 

様
式
第
七
号
中
「
平
成
」
を
削
る
。 

様
式
第
六
十
三
号
(2)
中
「
平
成
」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

    

消
耗
品
費
、
燃

料
費
、
光
熱
水

費
、
動
力
費
、

印
刷
製
本
費
、

修
繕
費
、
薬
品

費
、
被
服
費
及

び
雑
費

 

 
 

 
 

○
 

△
 

3
0
0
万
円

以
上

 

 

 
 

 
 

（
燃
料
費
、
光
熱
水

費
、
動
力
費
及
び

1
0
0

万
円
未
満
の
も
の

 

◎
）

 

 
 

 

 

消
耗
品
費
、
燃

料
費
、
光
熱
水

費
、
動
力
費
、

印
刷
製
本
費
、

修
繕
費
、
薬
品

費
、
被
服
費
及

び
雑
費

 

 
 

 
 

○
 

△
 

3
0
0
万
円

以
上

 

 
 

 
 

（
燃
料
費
、
光
熱
水

費
、
動
力
費
及
び

1
0
0

万
円
未
満
の
も
の

 

◎
）

 

（
修
繕

費
に
あ

っ
て
は

2
,
0
0
0
万

円
以

上
）

 
 

 

1
0
0
分
の

1
0
8
 

1
0
0
分
の

1
1
0
 

1
0
0
分
の

1
0
8
 

1
0
0
分
の

1
1
0
 

1
0
8
 

1
0
0
 

1
1
0
 

1
0
0
 

予
 
定

 
価

 
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

（
※
予
定
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
）

 

 
最
低
制
限
価
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
（
※
最
低
制
限
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８

（
又
は
１
０
０
／
１
１
０
）

円
）

 

様
式
第
六
十
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

予
 
定

 
価

 
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

（
予
定
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８

 
 

 
 

 
 

 
 
円
）

 

 
最
低
制
限
価
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
（
最
低
制
限
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８

 
 

 
 

 
円
）

 



 

   

の
備
考
中
４
を
５
と
し
、
１
か
ら
３
ま
で
を
２
か
ら
４
ま
で
と
し
、
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

   

様
式
第
八
十
七
号
中
「
平
成
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
及
び
別
表 

 

第
三
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」 

 

と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
及
び
貸
付
料
（
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ 

 

り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収
し
た
使
用
料
及
び 

 

貸
付
料
並
び
に
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
及 

 

び
貸
付
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

予
 
定

 
価

 
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

（
※
予
定
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８

（
又
は
１
０
０
／
１
１
０
）

 
 

 
円
）

 

 
最
低
制
限
価
格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
（
※
最
低
制
限
価
格
の
１
０
０
／
１
０
８

（
又
は
１
０
０
／
１
１
０
）

円
）

 

に
改
め
、
同
様
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

１
 
※
印
の
欄
に
は
、
１
０
０
を
当
該
契
約
に
適
用
さ
れ
る
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税

の
税
率
に
相
当
す
る
数
に
１
０
０
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
割
合
を
、
予
定
価
格

又
は
最
低
制
限
価
格
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

」 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉

県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を 

 
 

 

改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二

年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文

書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
二
を
第
七
条
の
三
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
） 

第
七
条
の
二 

正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
職
員
の
休
暇
に
つ
い
て
は
、
」
の
次
に
「
次
条
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
」
を

加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
年
次
休
暇
の
時
季
指
定
） 

第
十
二
条
の
二 

管
理
者
は
、
年
次
休
暇
が
十
日
以
上
与
え
ら
れ
た
職
員
に
対
し
て
、
付
与
日
か

ら
一
年
以
内
に
、
当
該
職
員
の
有
す
る
年
次
休
暇
日
数
の
う
ち
五
日
（
職
員
が
請
求
し
て
年
次

休
暇
を
取
得
し
た
場
合
は
、
当
該
取
得
し
た
日
数
分
を
五
日
か
ら
控
除
し
た
日
数
）
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
時
季
を
指
定
し
て
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
時
季
指
定
は
、
職
員
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
者
以
外
の
も
の
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」

に
改
め
、
同
条
中
「
職
員
の
う
ち
常
時
勤
務
を
要
す
る
者
以
外
の
も
の
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
「
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計

年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、
「
就
業
に
関
す
る
事
項
は
、
」
の
次
に
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
費
用
弁
償
） 

第
二
十
四
条
の
二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
が
勤
務
の
た
め
、
そ
の
者
の
住
居
と
勤
務
公
署
と
の
間
を
往
復
す
る
と
き
及
び
職
務
の

た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
費
用
を
弁
償
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
弁
償
の
額
は
、
職
員
に
支
給
さ
れ
る
通
勤
手
当
及
び
旅
費
と
の
権

衡
を
考
慮
し
て
、
管
理
者
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
工
期
日
等
） 



１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
第
二
十
四

条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
四
月
一
日
以
外
の
日
が
基
準
日
（
一
の
年
に
お
け
る
年
次
休
暇
を

付
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
職
員
に

係
る
年
次
休
暇
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
後
の
最
初
の
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
改
正

後
の
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準
額
表
） 

 

第
十
五
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以

下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
適
用
す
る
報
酬
等
基
準
額
表
は
、
別
表
第
七
の

と
お
り
と
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
） 

 

第
十
五
条
の
二 

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
報
酬
等
基
準
額
表
に

定
め
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
種
の
区
分
の
一
号
給
と
す
る
。 

 

２ 

学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数

そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
経
験
を
有
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
号

給
よ
り
上
位
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
） 

 

第
十
五
条
の
三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
（
以
下
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
月
額
又
は
日

額
と
す
る
。 

 

２ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
額
は
、
次
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し

た
基
本
額
及
び
そ
の
基
本
額
に
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
月
額
の
報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
百
円
未
満
、
日
額
の

報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
四

捨
五
入
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
と
す
る
。 

 

３ 

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
月
に

つ
き
、
報
酬
等
基
準
額
表
の
月
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
報
酬
等
基
準
額
」

と
い
う
。
）
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
・

七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、



こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

４ 

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
日
に

つ
き
、
報
酬
等
基
準
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一

日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

５ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準
額
が
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
若
し
く
は
責
任

の
度
又
は
勤
労
の
強
度
、
勤
務
時
間
、
勤
労
環
境
そ
の
他
の
勤
労
条
件
が
、
同
じ
職
種
に
属

す
る
他
の
職
に
比
し
て
特
殊
な
職
に
対
し
、
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
報
酬
等
基
準
額
に
別
表
第
八
に
定
め
る
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額

を
報
酬
等
基
準
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
） 

 

第
十
五
条
の
四 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
（
以
下
「
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
の
額
は
、
報
酬
等
基
準

額
と
す
る
。 

 

２ 

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
し
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
及
び
会
計
年
度
任

用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

別
表
第
六
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。 



 

          

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条

の
四
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
非
常
勤
職
員
で
、

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
こ
の
規
程
の
適
用
を

別表第八（第十五条の三、第十五条の四関係） 

    報酬等の調整額表 

調整数 調整額 

      円 

  

１ 5,500 

２ 11,000 

 ３ 16,500 

 ４ 22,000 

 



受
け
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額

が
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額
（
特
定
期
間
に
お
い
て
二
以
上
の
業
務
に
従

事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
業
務
に
係
る
期
間
の
満
了
す
る
日
の
う
ち
、
施
行

日
に
最
も
近
い
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
報
酬
の
月
額
（
当
該
月
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、

当
該
月
額
の
う
ち
最
も
高
い
月
額
）
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
三

十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額
か
ら
特
定
期
間
に
お
い
て
受

け
て
い
た
報
酬
の
月
額
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。 

３ 

特
定
期
間
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
て

い
た
非
常
勤
職
員
で
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
前
項
に

規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。 

４ 

前
二
項
の
経
過
措
置
に
よ
り
支
給
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
。 

５ 

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
一
号
給
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
九
号
給
」
と
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
三
号
給
」
と
、
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
七
号
給
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号
（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
縦
覧

の
場
所
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
場
所
に
つ

い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

第
二
号
の
表
の
上
欄
中
「
加
須
市
、
志
木
市
」
を
「
加
須
市
、
本
庄
市
、
志
木
市
」
に
改
め
、

「
本
庄
市
」
の
下
に
「
（
同
市
の
区
域
内
の
み
に
事
務
所
が
存
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

 
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
四
十
六
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を

あ
て
は
め
る
水
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 

表
の
備
考
一
中
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
表
」
を
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
ア
の
表
」
に
改
め
、
同

表
の
備
考
二
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号 

 
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
あ
て

は
め
る
水
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 

表
の
備
考
中
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
表
」
を
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
ア
の
表
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

 
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
あ
て

は
め
る
水
域
の
指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
号 

 
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
あ
て

は
め
る
水
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 

表
の
備
考
中
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
表
」
を
「
別
表
２
の
１
の
⑴
の
ア
の
表
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号 

 
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
あ
て

は
め
る
水
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号 

 
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
八
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当

て
は
め
る
水
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 

表
の
備
考
中
「
昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ

い
て
）
」
を
「
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九

号
）
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
六
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当
て

は
め
る
水
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当

て
は
め
る
水
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号 

 
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号
（
悪
臭
防
止
法
第
三
条
に
規
定
す
る
規
制
地
域
の
指 

定
並
び
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
規
制
基
準
の
設
定
に 

つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

別
表
第
二
の
備
考
三
中
「
（
八
潮
市
の
区
域
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号 

 
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号
（
悪
臭
防
止
法
第
三
条
に
規
定
す
る
規
制
地
域
の 

指
定
並
び
に
同
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
規
制
基
準
の
設
定 

に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

別
表
第
二
の
備
考
二
中
「
本
庄
市
、
深
谷
市
、
」
を
削
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
新
座
市
北
野
三
丁
目
百
二
十
一
番
五
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 



 
別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除
す

る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
八
潮
市
大
字
伊
草
字
上
根
五
百
六
十
一
番
三
の
一
部
、
五
百
六
十 

 

二
番
一
の
一
部
、
五
百
六
十
二
番
四
の
一
部
、
五
百
六
十
三
番
一
の
一
部
、
五
百
六
十
四
番
一 

 

の
一
部
、
五
百
六
十
五
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

三 

講
じ
ら
れ
た
指
示
措
置
等 

 
 

原
位
置
で
の
浄
化
に
よ
る
除
去 

 
 



  

要措置区域の指定を解除する区画 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
加
須
市
内
田
ケ
谷
字
中
松
二
百
五
十
四
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 



 

形質変更時要届出区域の指定を解除する区域 

（鉛及びその化合物、土壌溶出量・含有量） 

形質変更時要届出区域の 

指定を解除する区画 

 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
戸
田
市
川
岸
三
丁
目
二
千
百
六
十
五
番
の
一
部
、
二
千
百
六
十
六

 

番
の
一
部
及
び
二
千
百
七
十
番
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 
 



 
別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
一
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号
（
土
壌
及
び
地
下
水
の
汚
染
の
調
査
及
び
対
策
に

関
す
る
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

第
一
の
二
㈡
ア 

の
表
以
外
の
部
分
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同 

の
表
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
及
び
テ
ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

   

第
一
の
二
㈡
ア 

の
表
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
表
の
一
・

一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

を
加
え
る
。 

 

第
一
の
二
㈡
ア 

ａ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

            

第
一
の
二
㈡
ア 

ｂ
の
表
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
表
三
十
メ
ー
ト
ル

格
子
内
に
お
け
る
調
査
時
の
範
囲
確
定
調
査
※
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

四
塩

化
炭

素
 

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
 

 

左
欄

に
掲

げ
る

特
定

有
害

物
質

」
 

「
（

以
下

 

「
親

物
質

」
と

い
う

。
）

」
 

「
、

ト
ラ

 

ン
ス

―
1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

(ア) ( ｳ ) 

「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

 

(ア) 「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

「
、

ト
ラ

ン
ス

―
1
,
2
―

ジ
 

(イ) 

 
 

 
 

 
ａ

 
汚

染
土

壌
が

存
在

す
る

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

土
地

 

 
 

 
 

 
 

 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

土
地

 

 
 

 
 

 
 

(a) 
特

定
有

害
物

質
又

は
特

定
有

害
物

質
を

含
む

固
体

若
し

く
は
液

体
の

埋
設

等

を
行

っ
て

い
た

土
地

や
、
そ

の
使

用
等

又
は

貯
蔵

等
を

行
っ

て
い

た
施

設
の

敷

地
か

ら
そ

の
用

途
が

全
く

独
立

し
て

い
る

状
態

が
継

続
し

て
い

る
土

地
 

 
 

 
 

 
 

(b) 
水

質
汚

濁
防

止
法

（
昭

和
4
5
年

法
律

第
1
3
8
号

）
第

1
2
条

の
４

の
環

境
省

令

で
定

め
る
基

準
に

適
合

す
る

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

又
は

有
害

物
質

貯
蔵

指

定
施

設
（

水
質

汚
濁

防
止

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
3
年

法
律

第
7
1

号
）
の

施
行

の
際

現
に

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
（

設
置

の
工

事
が

さ
れ

て
い

る

も
の

を
含

む
。
）
を

除
く

。
）
に

お
い

て
水

質
汚

濁
防

止
法

第
1
4
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
点

検
が

適
切

に
行

わ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
調

査
対

象
物

質
を

含
む

水
が

地
下

へ
浸

透
し

た
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

て
い

る
土

地
 

 

 
「

試
料

採
取

等
対

象
物

質
」

 

象
物

質
」

 

「
（

以
下

「
分

解
 

右
欄

に
掲

げ
る

特
定

有
害

物
質

」
 

生
成

物
」

と
い

う
。

）
」

 

「
、

ト
ラ

ン
ス

―
1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

 

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
」

 

(ア) 

レ
ン

」
 

 
「

調
査

対
 

「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

 

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

「
及

び
ト

ラ
ン

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 



 

第
一
の
二
㈡
イ 

の
表
中
調
査
種
類
の
項
を
削
り
、
同
表
の
調
査
地
点
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 

第
一
の
二
㈡
イ 

を
同 

と
し
、
同 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 

    
 

    
調

査
地

点
 

気
体

か
ら

調
査

対
象

物
質

が

検
出

さ
れ

た
試

料
採

取
地

点

又
は

地
下

水
か

ら
検

出
さ

れ

た
調

査
対

象
物

質
が

地
下

水

基
準

に
適

合
し

な
か

っ
た

試

料
採

取
地

点
を

含
む

単
位

区

画
が
連

続
す
る
範

囲
ご
と
に
、

基
準

不
適

合
土

壌
が

存
在

す

る
お

そ
れ

が
当

該
検

出
範

囲

内
で

連
続

す
る

他
の

単
位

区

画
と

比
較

し
て

多
い

と
認

め

ら
れ

る
単

位
区

画
の

試
料

採

取
地

点
 

 

別
表

第
１

に
掲

げ
る

基
準

値
（

以
下
「

第

二
溶

出
量

基
準

」
と

い
う

。
）
を

超
え

る

土
壌

が
存

在
す

る
単

位
区

画
及

び
当

該

単
位

区
画

に
隣

接
す

る
単

位
区

画
（

概
況

調
査

に
お
い
て
土

壌
溶

出
量

基
準

又
は
土

壌
含

有
量

基
準

を
超

え
た

単
位

区
画

に

限
る

。
）
の

試
料

採
取

地
点

。
こ

れ
以

外

の
単

位
区

画
に

つ
い

て
は

、
3
0
メ

ー
ト

ル

格
子

に
含

ま
れ
る
基

準
超

過
土

壌
が
存

在

す
る

単
位

区
画

の
う

ち
、
調

査
対

象
物

質

ご
と
に
土

壌
溶

出
量

又
は
土

壌
含

有
量

が

最
も

高
く

な
る

単
位

区
画

に
お
い

て
調

査

を
実

施
す

る
こ

と
。
な

お
、
3
0
メ

ー
ト

ル

格
子

に
含

ま
れ
る
基

準
超

過
土

壌
が
存

在

す
る

単
位

区
画

の
数

が
２

以
下

で
あ

り
、

か
つ

隣
接

す
る

3
0
メ

ー
ト

ル
格

子
に

お
い

て
調

査
を

実
施

す
る

地
点

が
設

定
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
当

該
3
0
メ

ー
ト

ル
格

子

内
の

調
査

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

 

( ｲ ) ( ｲ ) 

( ｳ ) 

(ア) 

 
 

 
 

(イ) 
詳

細
調

査
の

調
査

対
象

物
質

及
び

調
査

種
類

 

 
 

 
 

 
 

詳
細

調
査

の
調

査
対

象
物

質
及

び
調

査
種

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
ａ

 
概

況
調

査
に

お
け

る
土

壌
ガ

ス
調

査
に

お
い

て
検

出
さ

れ
た

特
定

有
害

物
質

及
 

 
 

 
 

 
 

び
地

下
水

中
の

特
定

有
害

物
質

濃
度

が
地

下
水

基
準

を
超

え
た

特
定

有
害

物
質

に
 

 
 

 
 

 
 

つ
い

て
は

、
土

壌
溶

出
量

調
査

 

 
 

 
 

 
ｂ

 
ａ

の
特

定
有

害
物

質
が

１
の

⑵
又

は
２

の
⑴

の
情

報
に

よ
り

把
握

し
た

特
定

有
 

 
 

 
 

 
 

害
物

質
で

あ
る

場
合

で
あ

り
、

か
つ

、
当

該
特

定
有

害
物

質
が

親
物

質
の

い
ず

れ
 

 
 

 
 

 
 

か
に

該
当

す
る

場
合

、
当

該
親

物
質

の
分

解
生

成
物

に
つ

い
て

は
、

土
壌

溶
出

量
 

 
 

 
 

 

調
査

 

 
 

 
 

 
ｃ

 
ａ

の
特

定
有

害
物

質
が

１
の

⑵
又

は
２

の
⑴

の
情

報
に

よ
り

把
握

し
た

特
定

有
 

 
 

 
 

 
 

害
物

質
で

な
い

場
合

で
あ

り
、

か
つ

、
ａ

の
特

定
有

害
物

質
が

分
解

生
成

物
で

あ
 



        

第
一
の
二
㈢
イ
の
表
以
外
の
部
分
中
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
イ
の
表
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
１
の
項
右
欄
中
「 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
同
表
の
２

の
項
中
欄
中
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
同
表
の 

８
の
項
中
欄
及
び
同
表
の
９
の
項
中
欄
中
「 

 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
２
の
項
右
欄
⑵
中
「 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

」
を
加
え
、
同
欄
⑻

中
「 

」
を
「 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

」
を
「 

」

に
改
め
、
同
欄
⑻
を
同
欄
⑼
と
し
、
同
欄
⑺
中
「 

」
を
「 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑺
を
同

欄
⑻
と
し
、
同
欄
⑹
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑹
を
同
欄
⑺
と
し
、
同
欄
⑸
中
「 

」

を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑸
を
同
欄
⑹
と
し
、
同
欄
⑷
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑷
を

同
欄
⑸
と
し
、
同
欄
⑶
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、
同
欄
⑶
を
同
欄
⑷
と
し
、
同
欄
⑵
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

シ
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

若
し
く
は
ト
ラ
ン
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

又
は

こ
れ

ら
を

合

わ
せ

た
も

の
 

 

検
液

１
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
及

び
ト
ラ
ン
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

の
量

の
合

計
０

．
４

ミ
リ

グ
ラ

ム
 

親
物

質
に

つ
い

て
土

壌
溶

出
量

基
準

を
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

特
定

有
害

物
質

に
つ

い
て

土
 

壌
溶

出
量

基
準

を
超

え
た

場
合

は
、

当
該

特
定

有
害

物
質

が
土

壌
で

分
解

し
て

生
成

さ
れ

る
お

そ
 

れ
の

あ
る

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
特

定
有

害
物

質
 

超
え

た
場

合
は

、
当

該
親

物
質

の
分

解
生

成
物

 

 
 

 
 

 
 

り
、
当

該
特

定
有

害
物

質
を

分
解

生
成

物
と

す
る

親
物

質
の

い
ず

れ
か

が
１

の
⑵

又
は

２
の

⑴
の

情
報

に
よ

り
把

握
し

た
特

定
有

害
物

質
に

該
当

す
る

場
合

、
当

該

該
当

す
る

親
物

質
と

そ
の

分
解

生
成

物
に

つ
い

て
は

、
土

壌
溶

出
量

調
査

 

 
 

 
 

 
ｄ

 
概

況
調

査
に
お
い
て
土

壌
溶

出
量

基
準

を
超

え
た
特

定
有

害
物

質
に
つ
い
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

土
壌

溶
出

量
調

査
 

 
 

 
 

 
ｅ

 
概

況
調

査
に
お
い
て
土

壌
含

有
量

基
準

を
超

え
た
特

定
有

害
物

質
に
つ
い
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

土
壌

含
有

量
調

査
 

 

土
地

 
の

土
壌

の
汚

染
状

態
 

が
毎

秒
1
0
0
ナ

ノ
メ

ー
ト

ル
（

岩
盤

に
あ

っ
て

は
、

ル
ジ

オ
ン

値
が

１
）

以
下

で
あ

る
地

層
又

は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

遮
水

の
効

力
を

有
す

る
地

層
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
 

 

土
壌

含
有

量
基

準
を

超
過

し
て

い
な

い
汚

染
状

態
に

 

あ
る

 
基

準
超

過
土

壌
以

外
の

 

不
透

水
層

 
（

厚
さ

が
５

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

り
、

か
つ

、
透

水
係

数
 

あ
っ

て
は

、
 

当
該

土
地

の
 

⑶
 

⑷
 

に
１

以
上

の
 

の
１

以
上

の
地

点
に

 
⑺

 
⑻

 

当
該

範
囲

の
周

縁
に

１

以
上

の
 

 

⑶
 

⑷
 

以
上

の
 

周
縁

の
１

以
上

の
地

点
に

 
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

⑶
 

⑸
 

⑷
 

⑷
 

⑸
 

（
厚

さ
が

５
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
り

、
か

つ
、

透
水

係
数

が
毎

秒
100 

、
平

 

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

⑷
 

ナ
ノ

メ
ー

ト
ル

（
岩

盤
に

あ
っ

て
は

、
ル

ジ
オ

ン
値

が
１

）
以

下
で

あ
る

地
層

又
は

こ
れ

と
同

等

以
上
の
遮
水
の
効
力
を
有
す
る
地
層
を
い
う
。
）

 

 



      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

    

別
表
第
三
の
３
の
項
右
欄
⑵
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑻
中
「 

」
を
「 

」
に
、「 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
、
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑻
を
同
欄
⑼
と
し
、
同
欄
⑺
中
「 

」
を
「 

」
に
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
欄
⑺
を
同
欄
⑻
と
し
、
同
欄
⑹
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑹
を
同
欄
⑺
と

し
、
同
欄
⑸
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑸
を
同
欄
⑹
と
し
、
同
欄
⑷
中
「 

」
を
「 

」

に
改
め
、
同
欄
⑷
を
同
欄
⑸
と
し
、
同
欄
⑶
中
「 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
同
欄
⑶
を
同
欄
⑷
と
し
、

同
欄
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑶
 

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
り

、
⑵

に
よ

り
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

な
っ

 

 
た

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

ア
 

⑴
の

方
法

と
同

等
以

上
の

方
法

に
よ

り
、

⑴
に

よ
り

把
握

さ
れ

た
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

 

 
合

し
な

い
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

の
あ

る
範

囲
に

つ
い

て
、

深
さ

１
メ

ー
ト

ル
か

ら
１

メ
ー

 

 
ト

ル
ご

と
の

土
壌

を
採

取
し

、
当

該
土

壌
に

含
ま

れ
る

特
定

有
害

物
質

の
量

を
、

平
成

1
5
年

 

 
環

境
省

告
示

第
1
8
号

に
よ

り
測

定
す

る
方

法
 

 
イ

 
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
を

掘
削

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

 

 
 

当
該

掘
削

さ
れ

た
土

壌
の

範
囲

及
び

搬
出

を
確

認
す

る
方

法
 

 
ウ

 
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
を

掘
削

し
、

当
該

掘
削

さ
れ

た
 

 
 

土
壌

を
特

定
有

害
物

質
が

水
に

溶
出

し
な

い
よ

う
に

性
状

を
変

更
す

る
方

法
、

土
壌

中
の

気
 

 
 

体
若

し
く

は
地

下
水

に
含

ま
れ

る
特

定
有

害
物

質
を

抽
出

若
し

く
は

分
解

す
る

方
法

そ
の

他
 

 
 

の
方

法
に

よ
り

、
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

と
し

、
当

該
土

壌
 

 
 

を
埋

め
戻

す
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
土

壌
に

つ
い

て
、

第
二

溶
出

量
基

準
に

適
合

し
な

い
 

 
 

特
定

有
害

物
質

の
種

類
が

第
一

種
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

1
0
0
立

方
メ

ー
 

 
 

ト
ル

以
下

ご
と

に
１

点
の

土
壌

を
採

取
し

た
も

の
又

は
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

特
 

 
 

定
有

害
物

質
の

種
類

が
第

二
種

特
定

有
害

物
質

若
し

く
は

第
三

種
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
 

 
 

合
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

下
ご

と
に

５
点

の
土

壌
を

採
取

し
、

当
該

５
点

の
土

 

 
 

壌
を

そ
れ

ぞ
れ

同
じ

重
量

混
合

し
た

も
の

に
含

ま
れ

る
特

定
有

害
物

質
の

量
を

、
平

成
1
5
年

 

 
 

環
境

省
告

示
第

1
8
号

に
よ

り
測

定
す

る
こ

と
。

 

 
適

合
さ

せ
る

こ
と

 
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

 

⑶
 

⑷
 

に
１

以
上

の
 

の
１

以
上

の
地

点
に

 

⑻
 

⑺
 

⑶
 

⑷
 

当
該

場
所

の
周

縁
に

１
以

上
の

 
周

縁
の

１
以

上
の

地
点

に
 

平
成

1
5
年

環
境

省
 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

⑷
 

⑸
 

基
準

超
過

土
壌

 
（

当
該

土
壌

の
う

 

⑸
 

⑷
 

ち
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

汚
染

状
態

に
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
⑵

に
よ

り
第

二
溶

出

量
基

準
に

適
合

す
る

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
と

し
た

も
の

）
 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

 

⑶
 

⑷
 

と
す

る
こ

と
 

告
示

第
1
7
号

 

⑶
 

⑵
に

よ
り

第
二

溶
出

量
基

準
に

適
合

す
る

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
と

し
た

も
の

に
つ

い
て

、
 

 
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

特
定

有
害

物
質

の
種

類
が

第
一

種
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
 

 
合

に
あ

っ
て

は
、

1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

下
ご

と
に

１
点

の
土

壌
を

採
取

し
た

も
の

又
は

第
二

溶
 

 
出

量
基

準
に

適
合

し
な

い
特

定
有

害
物

質
の

種
類

が
第

二
種

特
定

有
害

物
質

若
し

く
は

第
三

種
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
三
の
４
の
項
右
欄
⑴
イ
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑴
ウ
中
「 

 

」
の
次
に

「 
 

 

」
を
加
え
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑵
ウ
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、

同
欄
⑵
ウ
を
同
欄
⑵
エ
と
し
、
同
欄
⑵
イ
中
「 

 

」
の
次
に
「 

 
 

」
を
加
え
、
「 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

を
加
え
、
同
欄
⑵
中
イ
を
ウ
と
し
、
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

 
 

 

 

別
表
第
三
の
５
の
項
右
欄
⑴
ウ
中
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
欄
⑵
ウ
中 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

」

を
「 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑵
エ
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

る
こ

と
の

確
認

に
代

え
て

、
地

下
水

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

あ
る

こ
と

の
１

回
の

確
認

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「

イ
の

基
準

超
過

土
壌

 
 

 
イ

の
土

壌
含

有
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
こ

と
。

 

 
 

と
と

も
に

、
特

定
有

害
物

質
を

原
位

置
で

分
解

す
る

方
法

に
よ

り
特

定
有

害
物

質
の

除
去

を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
地

下
水

に
含

ま
れ

る
当

該
特

定
有

害
物

質
の

分
解

生
成

物
の

量
を

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

に
よ

り
測

定
し

た
結

果
、
地

下
水

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
が

２
年

間
継

続
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
有

害
物

質
を

化
学

的
に

分
解

す
る

方

法
に

よ
り

土
壌

溶
出

量
基

準
を

超
え

る
汚

染
状

態
の

土
壌

か
ら

当
該

特
定

有
害

物
質

を
除

去
し

た

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
方

法
に

よ
り

当
該

特
定

有
害

物
質

の
分

解
生

成
物

が
生

成
し

な
い

こ
と

が

明
ら

か
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
地

下
水

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
が

２
年

間
継

続
す

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
と

と
も

に
、

イ
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
地

下
水

を

通
過

さ
せ

る
過

程
に

お
い

て
、

特
定

有
害

物
質

を
分

解
す

る
方

法
に

よ
り

、
地

下
水

基
準

を
超

え

な
い

汚
染

状
態

に
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
地

下
水

に
含

ま
れ

る
当

該
特

定
有

害
物

質
の

分

解
生

成
物

の
量

を
、

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

に
よ

り
測

定
し

た
結

果
、

地
下

水
基

準
を

超
え

る
汚

染
状

態
の

地
下

水
汚

染
が

当
該

土
地

の
区

域
外

に
拡

大
し

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
 

 
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

下
ご

と
に

５
点

の
土

壌
を

採

取
し

、
当

該
５

点
の

土
壌

を
そ

れ
ぞ

れ
同

じ
重

量
混

合
し

た
も

の
に

含
ま

れ
る

特
定

有
害

物
質

の

量
を

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
8
号

に
よ

り
測

定
し

た
結

果
、
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
す

る

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

  
ア

 
当

該
土

地
の

地
下

水
汚

染
の

状
況

に
つ

い
て

、
ボ

ー
リ

ン
グ

に
よ

る
土

壌
の

採
取

及
び

測
 

 

 
 

定
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

把
握

す
る

こ
と

。
 

第
４

条
第

１
号

ト
⑴

 
第

４
条

第
１

号
リ

⑴
 

第
４

条
第

１
号

チ
⑴

 
第

４
条

第
１

号
ヌ

⑴
 

周
縁

 

の
地

点
 

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

 

イ
 

ウ
 

周
縁

 
の

地
点

 
平

成
1
5
 

測
定

し
 

 

測
定

 

確
認

す
る

 

に
、

 
の

１
以

上
の

地
点

に
、

 
に

１
以

上
 

の
 

の
１

以
上

の
地

点
に

 
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 
、

平
成

1
5
年

環
 

「
測

定
し

」
 

」
 

 
 

 
 

 
 

「
測

定
し

た
結

果
」

 

」
 

り
把

握
さ

れ
た

基
準

超
過

土
壌

の
あ

る
範

囲
に

１
以

上
の

 

 
 

把
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

地
点

に
 

量
基

準
に

適
合

し
な

い
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

 

平
成

1
5
年

環
境

省
 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

基
準

超
過

土
壌

の
あ

る
範

囲
 

 
 

土
 

 
壌

含
有

量
基

準
に

適
合

し
な

い
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

の
あ

る
範

囲
 

 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
 

号
 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

し
た

結
果

 

 境
省

告
示

第
1
7
号

 
「

ア
に

よ
 

当
該

除
去

の
効

果
を

的
確

に
把

 



 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
表
の
６
の
項
右
欄
⑻
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑼
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
改
め
、
同
表
の
７
の
項
右
欄
⑴
イ
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑴
ウ
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑴
オ
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、

「 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑵
ウ
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
欄
⑵
オ
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
七
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
八
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
着
手
し
て
い
る
者
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
、

第
七
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
八
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
計
画
の
作
成

に
着
手
し
て
い
る
者
若
し
く
は
汚
染
し
た
土
壌
の
処
理
若
し
く
は
汚
染
の
拡
散
の
防
止
の
措
置

に
着
手
し
て
い
る
者
に
対
す
る
土
壌
及
び
地
下
水
の
汚
染
の
調
査
及
び
対
策
に
関
す
る
指
針
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 測

定
し

 

 

測
定

し
た

結
果

 

当
該

場
所

の
周

縁
に

１
以

上
の

 
周

縁
の

１
以

上
の

 

地
点

に
 

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 
、

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 
に

１
以

上
の

 
の

１
以

上
の

地
点

に
 

土
地

 
土

壌
 

任
意

の
 

１
地

点
の

割
合

で
 

当
該

土
壌

に
つ

い
て

 
当

該
土

壌
に

含
 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 
に

１
以

上
の

 
の

１
以

上
の

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

 

お
お

む
ね

1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
 

1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

下
 

か
ら

採
取

し
た

 
の

土
壌

を
採

取
し

、
当

該
５

点
 

当
該

土
壌

に
つ

い
て

 
当

該
土

壌
に

含
ま

れ
る

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

に
１

以
上

の
 

の
１

以
上

の
地

点
に

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

 

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

告
示

第
1
9
号

 
、

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
9
号

 

地
点

に
お

い
て

 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

ま
れ

る
 

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
8
号

 
、

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
8
号

 

示
第

1
8
号

 
、

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
8
号

 

平
成

1
5
年

環
境

省
 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 
告

示
第

1
7
号

 

地
点

に
 

の
 

 

平
成

1
5
年

環
境

省
告

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

さ
く
ら
デ
ン
タ
ル 

医
療
法
人
善 

あ
さ

ひ
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

新
井
医
院 

在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク 

こ
だ
ま 

在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ハ
ー
ト
フ
ル
熊
谷 

た
に
あ
い
内
科
医
院 

医
療
法
人
社
団
南
愛

会
し
ょ
う
ぶ
眼
科
・

内
科 

名
称 

一
般
社
団
法
人
よ

つ
ば
会 

医
療
法
人
善 

新
井 

康
弘 

医
療
法
人
社
団 

彩
美
会 

荒
川 

鋼
作 

谷
合 

誠
一 

医
療
法
人
社
団 

南
愛
会 

開
設
者
名 

草
加
市
弁
天
二
―
二
二
―
三
立

原
ビ
ル
一
Ｆ 

日
高
市
高
萩
二
四
三
六
―
一 

秩
父
市
下
吉
田
三
八
一
四 

本
庄
市
児
玉
町
吉
田
林
字
千
日

堂
三
九
八
―
二 

熊
谷
市
銀
座
一
―
一
一
二
―
三 

Ａ
Ｏ
Ｓ
ビ
ル
一
Ｆ 

富
士
見
市
上
南
畑
二
四
〇
―
一 

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
六
〇
〇
八

―
一 

所
在
地 

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

一
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

一
月
十
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日 

指
定
年
月
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
夢
眠
き
た
も
と 

あ
ん
し
ん
訪
問
看
護
リ

ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ス
ギ
薬
局 

フ
レ
ス
ポ

桶
川
店 

内
田
薬
局 

株
式
会
社
遠
藤
薬
局 

八
潮
店 

マ
ミ
ー
歯
科 

医

療

法

人

藤

朋

会 
川
角
歯
科
医
院 

株
式
会
社
夢
眠
ホ

ー
ム 

あ
ん
し
ん
看
護
株

式
会
社 

株
式
会
社
ス
ギ
薬

局 有
限
会
社
内
田
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ

ス 株
式
会
社
遠
藤
薬

局 鈴
木 

多
佳
子 

医
療
法
人
藤
朋
会 

北
本
市
緑
二
―
二
三
一
―
三 

本
庄
市
早
稲
田
の
杜
四
―
一
五

―
二
八 

埼
玉
県
桶
川
都
市
計
画
事
業
坂

田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

内
一
一
八
街
区
一
画
地 

北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
一
―
一

―
二
〇 

八
潮
市
大
瀬
六
―
一
―
六
Ｂ
ｉ

Ｖ
ｉ
八
潮
一
Ｆ 

北
本
市
東
間
一
―
五
九
山
口
ビ

ル
一
階 

入
間
郡
毛
呂
山
町
川
角
四
五
五 

平
成
三
十
一
年

一
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日 

    尾
張 

國
広 

早
川 

友
幸 

氏 

名 

   

  

住
所 

   ベ
ガ
整
骨
院 

は
や
の
て
接
骨
院 

名
称 

施
術
所 

   越
谷
市
川
柳
町
一
―
二
三
八
―

七 八
潮
市
伊
勢
野
四
一
三
―
一 

所
在
地 

   平
成
三
十
一
年

二
月
八
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

指
定
年
月
日 



  

上
地 

歩 

並
木 

奈
津
子 

松
村 

伸
次 

横
山 

友
和 

清
水 

健
汰 

堀
塲 

忠
生 

戸
塚 
英
人 

       

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
久
喜

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
福
生

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

松
村
治
療
院 

横
山 

友
和 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
さ
い

た
ま
緑
区
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
川
越

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

レ
イ
ス
治
療
院 

久
喜
市
久
喜
中
央
二
―
四
―
二

八
―
一
〇
二 

東
京
都
福
生
市
福
生
九
四
七
―

一
五
サ
ン
フ
ラ
ワ
―
ハ
イ
ツ
二

〇
二 

新
座
市
石
神
二
―
二
―
一
〇 

草
加
市
花
栗
一
―
二
七
―
一
二

モ
デ
―
ロ
花
栗

二
〇
二 

さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾
三
四
三

―
一
―
二
〇
一 

川
越
市
霞
ケ
関
北
二
―
八
―
一

―
一
Ｆ 

深
谷
市
東
方
町
三
―
二
―
一
四 

平
成
三
十
一
年

四
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

四
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日 

平
成
三
十
年
十

二
月
十
日 

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
医
療
機
関 

鶴
ヶ
島
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ピ

ア
ラ
ボ 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

鴻
巣
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

ひ
ま
わ
り
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局 

草
加
手
代
店 

医
療
法
人
七
海
会 

こ
い
ず
み
ク
リ
ニ
ッ

ク 

名

称 

所 

在 

地 

所 

在 

地 

名 
 

称 

所 

在 

地 

所 

在 

地 

所 

在 

地 

所 

在 

地 

変
更
事
項 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
三
―
五

―
一
四
ベ
ル
メ
ゾ
ン 

一
〇
一
号 

朝
霞
市
東
弁
財
一
―
五
―

八
Ｋ
ス
テ
ー
ジ
一
〇
〇
一

号 朝
霞
台
中
央
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

鴻
巣
市
中
央
二
―
一 

北
本
市
北
本
宿
一
九
六
―

七 草
加
市
手
代
町
一
〇
一
一

―
一 

上
尾
市
小
泉
八
四
―
三
五 

変

更

前 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
四
―
一

六
―
一
三
フ
ラ
ン
・
グ
ラ

ー
ス
一
〇
一
号 

朝
霞
市
西
弁
財
一
―
八
―

二
一 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

鴻
巣
市
天
神
五
―
一
一
―

一
一 

北
本
市
緑
三
二
九
―
一 

草
加
市
手
代
二
―
一
八
―

一
七 

上
尾
市
小
泉
二
―
七
―
一

九 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

内
田
薬
局 

医
療
法
人
藤
朋
会 

川

角
歯
科
医
院 

さ
く
ら
デ
ン
タ
ル 

医
療
法
人
山
岡
内
科
小

児
科 

新
井
医
院 

在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ハ
ー

ト
フ
ル
熊
谷 

医
療
法
人
社
団
南
愛
会 

し
ょ
う
ぶ
眼
科
・
内
科 

名
称 

一 

指
定
医
療
機
関 

北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
一
―
一
―
一
四 

入
間
郡
毛
呂
山
町
川
角
四
六
三
―
一 

草
加
市
弁
天
二
―
二
二
―
三
立
原
ビ
ル
一
Ｆ 

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
四
一
二
―
二
八 

秩
父
市
下
吉
田
三
八
一
四 

熊
谷
市
銀
座
一
―
一
一
二
―
三
Ａ
Ｏ
Ｓ
ビ
ル

一
階 

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
六
〇
〇
五
―
一
モ
ラ
―

ジ
ュ
菖
蒲
三
階 

所
在
地 

 

平
成
三
十
一
年
一
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
一
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
一
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
年
十
二
月

二
十
九
日 

平
成
三
十
年
十
二
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
一
月

十
日 

平
成
三
十
一
年
一
月

三
十
一
日 

廃
止
年
月
日 

 



  

有
限
会
社
三
共
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
上
柴
店 

深
谷
市
上
柴
町
西
二
―
二
二
―
一
二 

平
成
三
十
一
年
二
月

十
三
日 

木
下 

尚
子 

小
林 

勉 

氏
名 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

住
所 

ま
ご
こ
ろ
治
療
院 

こ
ば
や
し
接
骨
院 

名
称 施 

 
 

術 
 

 

所 

 所
沢
市
狭
山
ケ
丘
二
―

八
六
―
六 

上
尾
市
上
尾
村
一
二
一

六
―
二
七 所

在
地 

 平
成
三
十
一
年
二
月

四
日 

平
成
三
十
一
年
二
月

二
十
五
日 

廃
止
年
月
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

イ
ル
カ
薬
局
花
み
ず
木

店 浅
井
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

北
戸
田
ア
イ
ク
リ
ニ
ッ

ク 

名
称 

一 

指
定
医
療
機
関 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
三
―
二
〇
―
八 

鴻
巣
市
吹
上
四
九
七
―
一
四 

戸
田
市
美
女
木
東
一
―
三
―
一
イ
オ
ン
モ
ー

ル
北
戸
田
二
Ｆ 

所
在
地 

 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
二
月

二
十
八
日 

辞
退
年
月
日 

 

於
保 

不
二
雄 

氏
名 

 

住
所 

於
保
指
圧
鍼
灸
治
療

室 

名
称 施 

 
 

術 
 

 

所 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
二
―

二
―
一
八 所

在
地 

平
成
三
十
一
年
三
月

二
十
四
日 

辞
退
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、

次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

 

利
根
い
こ
い
の
里 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
） 

と
も
え
薬
局 

吹

上
店 

居
宅
介
護
支
援

事
業
所 

ラ
イ

フ
プ
ラ
ン 

名
称 

 

加
須
市
大
越
一

九
三
三 

鴻
巣
市
吹
上
富

士
見
一
―
七
―

二
八 

所
沢
市
星
の
宮

一
―
九
―
一
〇

ア
ー
ガ
ス
ヒ
ル

ズ
五
九
―
一
〇

一 

所
在
地 

 

社
会
福
祉
法
人

潤
青
会 

ア
ン
デ
ル
セ
ン 

エ
フ
ア
ン
ド
デ
ィ

ー
株
式
会
社 

株
式
会
社
リ
ハ

ロ
ー 開

設
者
名 

 

短
期
入
所
生
活

介
護 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 

平
成
三
十
年
二
月

一
日 

平
成
三
十
一
年
三

月
一
日 

平
成
三
十
年
一
月

一
日 指

定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

グ
リ
ー
ン
ケ
ア
秩
父
店 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム 

杜
の
家
や
し
お 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ 

杜

の
家
や
し
お 

埼
玉
医
療
生
活
協
同

組
合 

羽
生
総
合
病

院
ふ
れ
あ
い
介
護
相

談
所 

名
称 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

変
更
事
項 

秩
父
市
荒
川
上

田
野
七
七
二 

千
葉
県
香
取
市

沢
二
四
五
九
―

一 千
葉
県
香
取
市

沢
二
四
五
九
―

一 羽
生
市
上
岩
瀬

六
三
四
―
三 

羽
生
市
上
岩
瀬

五
五
一 

変
更
前 

秩
父
市
荒
川
上

田
野
七
八
五
―

一 千
葉
県
千
葉
市

美
浜
区
中
瀬
二

―
六
―
一 

千
葉
県
千
葉
市

美
浜
区
中
瀬
二

―
六
―
一 

羽
生
市
下
岩
瀬

四
四
六 

羽
生
市
下
岩
瀬

四
四
六 

変
更
後 

福
祉
用
具
貸
与 

 

特
定
福
祉
用
具
販
売 

 

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸

与 
 

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

短
期
入
所
生
活
介
護 

 

介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



 

 

た
か
ら
薬
局 

入
曽

店 訪
問
介
護
事
業
所 

な
の
は
な 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

東
京
都
豊
島
区

南
池
袋
二
―
六

―
一
〇 

ふ
じ
み
野
市
上

福
岡
六
―
四
―

五 

東
京
都
豊
島
区

南
池
袋
二
―
二

九
―
一
二 

神
奈
川
県
横
浜

市
緑
区
上
山
二

―
三
五
―
一 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

訪
問
介
護 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト

所
沢 

名
称 

所
沢
市
並
木
三
―
一
―
六

―
一
〇
七 

所
在
地 

訪
問
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
三
十
一
年
一
月

一
日 休

止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

    
 

医
療
法
人
耀
成
会 

柏
原
歯
科
医
院 

な
ご
み
診
療
所 

埼
玉
医
療
生
活
協
同

組
合 

羽
生
総
合
病

院 

名
称 

大
里
郡
寄
居
町
寄

居
九
五
七
―
七 

白
岡
市
野
牛
一
三

二
八
―
二
―
三
〇

二 羽
生
市
上
岩
瀬
五

五
一 

所
在
地 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
三
十
年
十
二
月

三
十
一
日 

平
成
二
十
九
年
四
月

三
十
日 

平
成
三
十
年
四
月
三

十
日 

廃
止
年
月
日 



 
 

ユ
ニ
コ
調
剤
薬
局
ユ

ニ
メ
ッ
ク 

有
限
会
社
ユ
ニ
コ
調

剤
薬
局 

ノ
エ
ル
薬
局 

ユ
ニ
コ
薬
局 

高
坂

店 し
ろ
く
ま
薬
局 

南

台
店 

清
見
薬
局 

ユ
ニ
コ
薬
局 

ふ
じ

み
野
店 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

長

瀬
店 

坂
戸
市
関
間
一
―

一
―
一
八 

坂
戸
市
八
幡
二
―

九
―
九 

蓮
田
市
井
沼
九
八

八
―
三 

東
松
山
市
松
風
台

九
―
一 

ふ
じ
み
野
市
南
台

一
―
七
―
二
五 

ふ
じ
み
野
市
清
見

一
―
二
―
一
三 

富
士
見
市
ふ
じ
み

野
西
一
―
二
一
―

四
斉
藤
ビ
ル

―

二
階 

入
間
郡
毛
呂
山
町

若
山
一
―
八
―
七 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
二
月

二
十
八
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 



 
 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

越
生
町
や
す
ら
ぎ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー 

遊
・
蕨 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー 

あ
っ
た
か
の

家
み
さ
と 

さ
く
ら
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

鶴

ヶ
島
店 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

藤

金
店 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

清

水
町
店 

ユ
ニ
コ
薬
局 

東
坂

戸
店 

入
間
郡
越
生
町
越

生
九
六
九
―
一 

蕨
市
錦
町
六
―
九

―
二
三 

三
郷
市
半
田
二
四

一
―
一 

朝
霞
市
本
町
一
―

三
四
―
一
ボ
ン
ビ

ラ
ー
ジ
ュ
五
〇
五 

鶴
ヶ
島
市
富
士
見

二
―
二
八
―
六 

鶴
ヶ
島
市
藤
金
三

〇
四
―
二 

坂
戸
市
清
水
町
四

六
―
四
〇
ラ
イ
フ

ル
マ
ン
シ
ョ
ン
一

〇
二
号
室 

坂
戸
市
東
坂
戸
二

―
八
―
一
〇
四 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

平
成
二
十
九
年
二
月
一

日 平
成
三
十
一
年
二
月
二

十
八
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月

一
日 

平
成
三
十
年
十
一
月
一

日 平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日 



 

利
根
い
こ
い
の
里 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
） 

小
川
ひ
な
た
荘
指
定

通
所
介
護
事
業
所 

小
川
ひ
な
た
荘
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業

所 

加
須
市
大
越
一
九

三
三 

比
企
郡
小
川
町
小

川
一
五
四
八
―
一 

比
企
郡
小
川
町
小

川
一
五
四
八
―
一 

短
期
入
所
生
活
介
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

通
所
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

平
成
三
十
年
四
月
三

十
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

三
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
号 

 
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
第
一
条
の
二
第
四
号
の
主
と

し
て
児
童
の
利
用
に
供
さ
れ
る
施
設
又
は
多
数
の
児
童
の
利
用
に
供
さ
れ
る
施
設
で
、
知
事
が
告

示
で
指
定
す
る
も
の
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
九
号
（
旅
館
業
法
施
行
条
例
第
一
条
の
二
第
四
号
に

該
当
す
る
施
設
の
指
定
）
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

妻
沼
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
谷
市
飯
塚
二
百
番
地 

 
 

江
南
総
合
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
谷
市
板
井
三
百
七
十
七
番
地
一 

 
 

熊
谷
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
谷
市
小
島
百
五
十
七
番
地
一 

 
 

妻
沼
東
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

熊
谷
市
上
須
戸
九
百
五
十
二
番
地
一 

 
 

熊
谷
荒
川
緑
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
谷
市
熊
谷
二
千
五
百
五
十
三
番
地
二 

 
 

村
岡
荒
川
緑
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
谷
市
村
岡
二
千
六
十
二
番
地
一 

 
 

久
下
荒
川
緑
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
谷
市
久
下
四
千
七
百
十
七
番
地 

 
 

利
根
川
総
合
運
動
公
園 

 
 

 
 

 

熊
谷
市 

和
田
、
大
野
、
妻
沼
台
地
先 

 
 

熊
谷
市
立
市
民
体
育
館 

 
 

 
 

 

熊
谷
市
桜
木
町
二
丁
目
三
十
三
番
地
五 

 
 

熊
谷
市
立
大
里
体
育
館 

 
 

 
 

 

熊
谷
市
津
田
二
十
一
番
地 

 
 

熊
谷
市
立
江
南
体
育
館 

 
 

 
 

 

熊
谷
市
江
南
中
央
二
丁
目
三
番
地
一 

 
 

熊
谷
市
立
籠
原
体
育
館 

 
 

 
 

 

熊
谷
市
籠
原
南
三
丁
目
十
五
番
地
四 

 
 

熊
谷
市
立
大
里
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 

熊
谷
市
中
曽
根
六
百
五
十
番
地 

 
 

熊
谷
市
立
江
南
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド 
 

熊
谷
市
押
切
二
千
四
百
三
十
六
番
地 

 
 

熊
谷
市
立
武
道
館 

 
 

 
 

 
 

 

熊
谷
市
江
波
三
百
六
十
三
番
地 

 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

位
置 

 
 

行
田
市
総
合
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

行
田
市
大
字
和
田
千
二
百
四
十
二
番
地 

 
 

行
田
市
民
プ
ー
ル 

 
 

 
 

 
 

 

行
田
市
本
丸
三
番
五
号 

 
 

行
田
市
門
井
球
場 

 
 

 
 

 
 

 

行
田
市
門
井
町
二
丁
目
二
十
三
番
地 

 
 

行
田
市
下
須
戸
運
動
場 

 
 

 
 

 

行
田
市
大
字
下
須
戸
六
百
三
十
七
番
地
外 

 

秩
父
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 



 
 

埼
玉
県
立
大
滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 
 

秩
父
市
大
滝
五
千
九
百
四
十
四
番
地
二 

 
 

大
宮
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

秩
父
市
宮
側
町
九
番 

 
 

け
や
き
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

秩
父
市
相
生
町
十
一
番 

 
 

大
野
原
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

秩
父
市
大
野
原
二
百
番
地
七
十 

 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

所
沢
市
総
合
運
動
場 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
並
木
五
丁
目
三
番
地 

 
 

所
沢
市
北
野
総
合
運
動
場 

 
 

 
 

所
沢
市
北
野
二
丁
目
二
十
九
番
地
の
二 

 
 

滝
の
城
址
公
園
運
動
場 

 
 

 
 

 

所
沢
市
大
字
城
二
十
三
番
地
の
一 

 
 

所
沢
市
北
中
運
動
場 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
北
中
四
丁
目
七
百
七
十
四
番
地
の
二 

 
 

所
沢
市
狭
山
湖
運
動
場 

 
 

 
 

 
所
沢
市
大
字
上
山
口
千
二
百
三
十
三
番
地 

 
 

所
沢
航
空
記
念
公
園
野
球
場 

 
 

 

所
沢
市
並
木
一
丁
目
十
三
番
地 

 
 

所
沢
市
民
武
道
館 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
大
字
中
富
千
六
百
十
四
番
地
の
二 

 
 

富
士
見
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
中
新
井
三
丁
目
二
十
三
番 

 
 

上
砂
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
緑
町
四
丁
目
十
番 

 
 

根
岸
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
宮
本
町
二
丁
目
十
七
番 

 
 

小
手
指
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
小
手
指
町
一
丁
目
三
十
二
番
地 

 
 

長
者
久
保
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
く
す
の
き
台
一
丁
目
三
番
地
の
一 

 
 

小
谷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
小
手
指
南
三
丁
目
四
十
二
番
地
の
二 

 
 

長
野
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
小
手
指
町
三
丁
目
二
十
三
番
地
の
一 

 
 

北
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
大
字
松
郷
百
五
十
二
番
地
の
一 

 
 

中
富
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
中
富
南
四
丁
目
二
十
四
番
地 

 
 

寿
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
寿
町
九
番
地 

 
 

山
ノ
上
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
喜
多
町
三
番
地 

 
 

北
の
台
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
く
す
の
き
台
三
丁
目
九
番
地
の
一 

 
 

松
郷
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
大
字
松
郷
九
十
二
番
地
の
一 

 
 

名
古
屋
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
東
所
沢
五
丁
目
八
番
地 

 
 

花
園
西
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
沢
市
花
園
二
丁
目
二
千
四
百
五
番
地
の
七 

 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

埼
玉
県
立
名
栗
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 
 

 

飯
能
市
大
字
上
名
栗
千
二
百
八
十
九
番
地
の
二 

 
 

阿
須
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
大
字
阿
須
地
内 

 
 

前
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
新
町
十
七
番 

 
 

玉
宝
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
東
町
三
十
番 



 
 

柿
堂
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
栄
町
十
三
番
地 

 
 

上
ノ
台
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

飯
能
市
原
町
百
二
十
二
番
地
の
一 

 
 

橋
場
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
緑
町
九
番
地 

 
 

水
押
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
緑
町
二
十
五
番
地 

 
 

見
晴
ら
し
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
美
杉
台
四
丁
目
一
番 

 
 

ひ
か
り
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

飯
能
市
美
杉
台
三
丁
目
十
一
番 

 
 

も
み
じ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

飯
能
市
美
杉
台
二
丁
目
十
四
番 

 
 

こ
ぶ
し
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

飯
能
市
美
杉
台
五
丁
目
十
番 

 
 

ひ
だ
ま
り
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
美
杉
台
七
丁
目
二
番 

 
 

お
ひ
さ
ま
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
征
矢
町
二
十
四
番
五 

 
 

加
能
里
遺
跡
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
飯
能
市
大
字
笠
縫
三
百
十
七
番
地
四 

 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

埼
玉
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 
 

加
須
市
花
崎
四
百
五
十
六
番
地 

 
 

加
須
市
加
須
未
来
館 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
外
野
三
百
五
十
番
地
一 

 
 

諏
訪
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
諏
訪
一
丁
目
十
番 

 
 

久
本
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
久
下
一
丁
目
五
番 

 
 

栄
楽
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
東
栄
二
丁
目
十
五
番 

 
 

久
下
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
久
下
五
丁
目
七
番 

 
 

久
下
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
久
下
五
丁
目
十
五
番 

 
 

久
下
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
久
下
四
丁
目
十
四
番 

 
 

富
士
見
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
富
士
見
町
十
番 

 
 

い
ち
ょ
う
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
花
崎
北
三
丁
目
十
八
番 

 
 

さ
く
ら
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
花
崎
北
三
丁
目
四
番 

 
 

花
崎
駅
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
花
崎
一
丁
目
十
五
番 

 
 

六
郷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
花
崎
一
丁
目
三
十
三
番 

 
 

房
後
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
花
崎
三
丁
目
二
十
八
番 

 
 

新
立
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
花
崎
四
丁
目
四
番 

 
 

花
崎
愛
宕
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
花
崎
四
丁
目
二
十
五
番 

 
 

本
村
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
久
下
一
丁
目
三
十
七
番 

 
 

水
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
久
下
二
丁
目
二
十
八
番 

 
 

田
中
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
久
下
四
丁
目
三
十
七
番 

 
 

久
下
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
久
下
一
丁
目
二
十
三
番 

 
 

川
口
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
川
口
一
丁
目
三
番 



 
 

花
彦
西
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
川
口
二
丁
目
十
九
番 

 
 

花
彦
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
川
口
三
丁
目
三
番
五 

 
 

岡
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
川
口
三
丁
目
十
四
番
一 

 
 

鳩
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
鳩
山
町
七
番
六 

 
 

東
栄
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
東
栄
一
丁
目
千
三
百
七
十
二
番
一 

 
 

新
田
裏
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
騎
西
四
十
九
番 

 
 

町
裏
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
騎
西
三
十
四
番 

 
 

元
町
裏
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
騎
西
十
番 

 
 

古
宮
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
正
能
四
番 

 
 

立
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
鴻
茎
九
番
一 

 
 

大
道
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
正
能
十
四
番 

 
 

種
足
城
址
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
上
種
足
四
百
五
十
番
一 

 
 

水
の
郷
ふ
れ
あ
い
公
園 

 
 

 
 

 

加
須
市
柳
生
千
二
百
三
十
一
番
一 

 
 

下
堤
外
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

加
須
市
北
下
新
井
千
九
百
三
十
一
番
四 

 
 

本
村
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
須
市
芋
茎
千
百
八
十
三
番
五
外 

 

本
庄
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

本
庄
市
い
ち
ょ
う
公
園 

 
 

 
 

 

本
庄
市
見
福
五
丁
目
七
百
二
十
一
番 

 
 

本
庄
市
さ
く
ら
公
園 

 
 

 
 

 
 

本
庄
市
緑
一
丁
目
二
千
八
百
八
十
六
番 

 
 

本
庄
市
見
福
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

本
庄
市
見
福
二
丁
目
五
千
百
三
十
五
番 

 
 

本
庄
市
若
泉
第
一
公
園 

 
 

 
 

 

本
庄
市
中
央
三
丁
目
五
十
三
番
三
外 

 
 

本
庄
市
若
泉
第
二
公
園 

 
 

 
 

 

本
庄
市
千
代
田
四
丁
目
五
十
二
番
外 

 

東
松
山
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

前
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
松
山
町
二
丁
目
千
二
百
四
十
八
番
地
二 

 
 

材
木
町
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
材
木
町
四
千
二
百
十
九
番
地
二 

 
 

新
宿
町
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
新
宿
町
二
十
一
番
地 

 
 

山
崎
町
児
童
公
園 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
山
崎
町
十
一
番 

 
 

箭
弓
町
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
箭
弓
町
一
丁
目
五
千
二
百
五
十
三
番
地 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

稲
荷
林
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
元
宿
一
丁
目
二
十
七
番 

 
 

中
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
元
宿
二
丁
目
二
十
四
番 

 
 

西
久
保
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
元
宿
一
丁
目
三
十
七
番 

 
 

大
門
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
元
宿
二
丁
目
七
番
二 



 
 

上
後
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
元
宿
一
丁
目
四
番 

 
 

前
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
元
宿
二
丁
目
二
十
八
番 

 
 

か
き
の
木
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
松
風
台
十
一
番 

 
 

殿
山
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
殿
山
町
五
番
地 

 
 

沢
口
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
沢
口
町
三
番
地 

 
 

沢
口
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
沢
口
町
二
十
三
番
地 

 
 

砂
田
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
砂
田
町
七
番
地 

 
 

諏
訪
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
小
松
原
町
十
六
番 

 
 

川
風
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
あ
ず
ま
町
一
丁
目
十
九 

 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

春
日
部
市
総
合
体
育
館 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
谷
原
新
田
千
五
百
五
十
七
番
地
一 

 
 

春
日
部
市
営
大
沼
運
動
公
園
グ
ラ
ウ 

春
日
部
市
大
沼
七
丁
目
十
二
番
地 

 
 

ン
ド 

 
 

春
日
部
市
立
市
民
体
育
館 

 
 

 
 

春
日
部
市
大
沼
七
丁
目
十
二
番
地 

 
 

春
日
部
市
南
栄
町
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

春
日
部
市
南
栄
町
十
七
番
地 

 
 

春
日
部
市
谷
原
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 

春
日
部
市
谷
原
一
丁
目
三
番
地 

 
 

春
日
部
市
立
沼
テ
ニ
ス
場 

 
 

 
 

春
日
部
市
中
央
八
丁
目
六
番
地 

 
 

春
日
部
市
立
市
民
武
道
館 

 
 

 
 

春
日
部
市
大
沼
二
丁
目
百
七
番
地 

 
 

春
日
部
市
牛
島
野
球
場 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
牛
島
六
百
二
十
六
番
地 

 
 

春
日
部
市
庄
和
体
育
館 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
金
崎
六
百
十
六
番
地 

 
 

春
日
部
市
庄
和
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

春
日
部
市
金
崎
六
百
十
六
番
地 

 
 

春
日
部
市
庄
和
球
場 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
金
崎
七
百
五
十
九
番
地 

 
 

一
ノ
割
上
根
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
一
ノ
割
四
丁
目
五
百
九
十
一
番
地 

 
 

 
 

牛
島
古
川
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
牛
島
四
百
三
十
九
番
地
一 

 
 

大
沼
第
３
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
大
沼
三
丁
目
七
十
一
番
地 

 
 

大
沼
第
４
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
大
沼
四
丁
目
三
十
九
番
地 

 
 

大
沼
第
５
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
大
沼
五
丁
目
百
四
十
六
番
地 

 
 

大
沼
第
６
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
大
沼
六
丁
目
九
十
二
番
地 

 
 

川
面
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
南
中
曽
根
百
九
十
七
番
地
一 

 
 

倉
松
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
八
丁
目
四
百
四
十
五
番
地
二 

 
 

武
里
第
６
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
千
間
一
丁
目
九
十
九
番
地 

 
 

中
央
町
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
中
央
七
丁
目
五
番
地 

 
 

中
央
町
第
４
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
中
央
一
丁
目
五
番
地 



 
 

中
央
町
第
５
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
中
央
三
丁
目
七
番
地 

 
 

塚
内
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
栄
町
二
丁
目
百
二
十
六
番
地 

 
 

豊
野
町
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
豊
野
町
一
丁
目
二
十
三
番
地 

 
 

備
後
正
善
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
備
後
東
六
丁
目
七
百
三
番
地 

 
 

深
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
栄
町
一
丁
目
二
百
三
十
番
地 

 
 

藤
塚
第
１
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
六
軒
町
百
四
十
五
番
地 

 
 

藤
塚
第
３
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
本
田
町
二
丁
目
百
四
十
番
地 

 
 

宮
田
記
念
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
備
後
東
二
丁
目
千
四
百
五
十
二
番
地
一 

 
 

元
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
粕
壁
東
一
丁
目
千
七
百
八
十
三
番
地
三 

 
 

八
木
崎
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

春
日
部
市
八
木
崎
六
千
九
百
十
八
番
地
一 

 
 

谷
中
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
栄
町
三
丁
目
百
六
十
五
番
地 

 
 

谷
原
第
４
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
谷
原
三
丁
目
三
番
地 

 
 

豊
町
第
１
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
豊
町
一
丁
目
三
番
地
五 

 
 

豊
町
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
豊
町
二
丁
目
十
二
番
地
一 

 
 

豊
町
第
３
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
豊
町
四
丁
目
四
番
地
一 

 
 

豊
町
第
４
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

春
日
部
市
豊
町
五
丁
目
十
二
番
地
一 

 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

羽
生
市
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
東
九
丁
目
一
番
地
一 

 
 

栄
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
西
二
丁
目
十
二
番 

 
 

小
松
道
上
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
西
三
丁
目
十
六
番 

 
 

大
和
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

羽
生
市
北
三
丁
目
七
番 

 
 

羽
生
平
和
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
東
六
丁
目
二
番 

 
 

旭
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
南
五
丁
目
十
三
番 

 
 

小
松
道
下
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
南
二
丁
目
二
十
七
番 

 
 

元
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
南
二
丁
目
千
二
百
四
十
番
一 

 
 

上
新
郷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

羽
生
市
上
新
郷
千
八
百
二
十
二
番 

 
 

 
 

宮
田
１
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
南
七
丁
目
十
五
番
一 

 
 

前
谷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
南
六
丁
目
四
番
一 

 
 

城
沼
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
東
七
丁
目
八
番
五 

 
 

稲
子
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

羽
生
市
東
三
丁
目
四
十
五
番 

 
 

栃
木
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

羽
生
市
東
三
丁
目
十
九
番 

 
 

小
松
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
小
松
二
百
八
十
番 

 
 

山
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
南
羽
生
二
丁
目
三
十
一
番
十
三 



 
 

風
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羽
生
市
南
羽
生
四
丁
目
十
二
番
三 

 
 

上
新
郷
町
並
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

羽
生
市
上
新
郷
五
千
九
百
八
十
八
番
一 

 
 

上
川
崎
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

羽
生
市
川
崎
二
丁
目
二
百
六
十
七
番
一 

 

鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

宮
地
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
宮
地
五
丁
目
三
十
五
番 

 
 

東
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
東
一
丁
目
三
十
七
番 

 
 

東
裏
１
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
東
三
丁
目
七
十
二
番 

 
 

東
裏
２
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
東
三
丁
目
一
番 

 
 

大
間
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
大
間
三
丁
目
二
千
五
十
七
番 

 
 

上
生
出
塚
１
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
生
出
塚
二
丁
目
七
百
八
十
五
番
三
百
七
十 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

下
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
箕
田
四
千
百
七
十
七
番
一 

 
 

筑
波
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
筑
波
一
丁
目
九
十
番 

 
 

新
宿
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
新
宿
一
丁
目
二
百
二
十
八
番 

 
 

赤
見
台
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
赤
見
台
一
丁
目
八
番
二 

 
 

は
ぎ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
ひ
ば
り
野
二
丁
目
十
三
番
六
十
九 

 
 

ひ
ば
り
野
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
ひ
ば
り
野
一
丁
目
二
百
八
十
六
番
九
十
一 

 
 

こ
で
ま
り
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
中
央
百
三
十
八
番
百
九
十
六 

 
 

宮
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
宮
前
四
百
六
十
三
番
一 

 
 

氷
川
町
１
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
氷
川
町
四
番 

 
 

氷
川
町
２
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
氷
川
町
三
十
番 

 
 

氷
川
町
３
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
氷
川
町
四
十
二
番 

 
 

 
 

氷
川
町
４
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
氷
川
町
五
十
六
番 

 
 

人
形
１
丁
目
２
号
公
園 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
人
形
一
丁
目
三
千
百
二
十
七
番
一 

 
 

富
士
見
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
吹
上
富
士
見
四
丁
目
七
百
七
十
七
番
五
十 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九 

 
 

本
町
せ
せ
ら
ぎ
公
園 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
吹
上
本
町
二
丁
目
二
百
三
十
八
番
二 

 
 

鎌
塚
イ
ベ
ン
ト
公
園 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
鎌
塚
二
丁
目
二
千
六
百
六
十
二
番
三 

 
 

本
町
五
丁
目
児
童
公
園 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
吹
上
本
町
五
丁
目
二
千
三
百
十
三
番
三 

 
 

ふ
れ
あ
い
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
北
根
八
百
二
十
一
番
一 

 
 

フ
レ
ン
ド
パ
ー
ク 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
広
田
三
千
五
百
二
十
二
番 

 
 

な
か
よ
し
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
屈
巣
四
千
二
百
四
十
五
番
二 

 
 

茜
通
り
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
広
田
二
千
五
番 



 
 

加
美
２
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

鴻
巣
市
加
美
二
丁
目
千
九
百
九
十
三
番
十
七 

 
 

広
田
中
央
２
号
公
園 

 
 

 
 

 
 

鴻
巣
市
赤
城
七
十
一
番 

 
深
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

深
谷
市
民
体
育
館 

 
 

 
 

 
 
 
 

深
谷
市
本
住
町
十
七
番
二
号 

 
 

東
公
園
多
目
的
広
場 

 
 

 
 

 
 

深
谷
市
幡
羅
町
一
丁
目
十
四
番
一
号 

 
 

上
柴
中
央
公
園
野
球
場 

 
 

 
 

 

深
谷
市
上
柴
町
西
四
丁
目
一
番
一
号 

 
 

常
盤
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

 
 

深
谷
市
常
盤
町
五
十
八
番
二 

 
 

柴
崎
公
園
多
目
的
広
場 

 
 

 
 

 

深
谷
市
上
柴
町
東
二
丁
目
二
十
四
番
一
号 

 
 

東
方
公
園
多
目
的
広
場 

 
 

 
 

 

深
谷
市
東
方
町
二
丁
目
二
十
三
番 

 
 

上
宿
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

深
谷
市
上
柴
町
西
六
丁
目
八
番
一
号 

 
 

泉
台
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

深
谷
市
上
野
台
五
百
七
番
一 

 
 

や
よ
い
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

深
谷
市
常
盤
町
八
十
番
一 

 
 

武
川
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

深
谷
市
武
川
百
八
十
七
番 

 

上
尾
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

緑
丘
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
緑
丘
五
丁
目
十
五
番
三 

 
 

栄
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
栄
町
五
十
番
地
四 

 
 

春
日
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
春
日
一
丁
目
四
十
二
番 

 
 

春
日
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
春
日
二
丁
目
四
番 

 
 

か
わ
ら
ぶ
き
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

上
尾
市
大
字
瓦
葺
二
千
二
百
五
十
三
番
地 

 
 

 
 

錦
町
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
錦
町
七
番
地
七 

 
 

梅
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
泉
台
二
丁
目
九
番 

 
 

井
戸
木
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
尾
市
井
戸
木
四
丁
目
三
十
五
番 

 
 

中
妻
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
中
妻
一
丁
目
四
番 

 
 

浅
間
台
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

上
尾
市
浅
間
台
一
丁
目
十
番 

 
 

浅
間
台
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

上
尾
市
浅
間
台
二
丁
目
六
番 

 
 

浅
間
台
第
三
公
園 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
浅
間
台
三
丁
目
十
三
番 

 
 

西
宮
下
公
園 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
西
宮
下
四
丁
目
二
百
三
十
七
番
一 

 
 

も
み
じ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
尾
市
向
山
一
丁
目
二
十
番 

 
 

こ
ぶ
し
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
尾
市
今
泉
一
丁
目
三
十
二
番 

 
 

原
新
町
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
尾
市
原
新
町
四
番
六 

 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 



 
 

草
加
市
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
記
念
体 

草
加
市
瀬
崎
六
丁
目
三
十
一
番
一
号 

 
 

育
館 

 
 

草
加
市
市
民
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
松
江
一
丁
目
一
番
八
号 

 
 

草
加
市
営
総
合
運
動
場 

 
 

 
 

 

草
加
市
青
柳
七
丁
目
七
十
番
十
号 

 
 

草
加
市
営
吉
町
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 

草
加
市
吉
町
四
丁
目
八
百
八
十
九
番
地 

 
 

市
民
温
水
プ
ー
ル 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
柿
木
町
百
六
十
三
番
地
一 

 
 

そ
う
か
公
園
多
目
的
運
動
広
場 

 
 

草
加
市
柿
木
町
二
百
七
十
二
番
地
一 

 
 

そ
う
か
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

 

草
加
市
柿
木
町
二
百
七
十
二
番
地
一 

 
 

工
業
団
地
公
園
野
球
場 

 
 

 
 

 

草
加
市
稲
荷
五
丁
目
十
四
番 

 
 

青
柳
八
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
青
柳
八
丁
目
千
九
百
七
十
四
番
一
外 

 
 

青
柳
四
丁
目
ふ
れ
あ
い
公
園 

 
 

 
草
加
市
青
柳
四
丁
目
六
百
三
十
五
番
外 

 
 

稲
荷
上
根
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
稲
荷
五
丁
目
四
番
七 

 
 

稲
荷
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
稲
荷
四
丁
目
二
十
五
番
一 

 
 

稲
荷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
稲
荷
六
丁
目
八
百
六
十
二
番 

 
 

稲
荷
下
根
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
稲
荷
三
丁
目
二
十
三
番
一 

 
 

稲
荷
西
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
稲
荷
四
丁
目
五
番
一 

 
 

稲
荷
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
稲
荷
四
丁
目
三
十
番
九 

 
 

北
谷
三
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
北
谷
三
丁
目
百
二
十
五
番
一
外 

 
 

篠
葉
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
弁
天
六
丁
目
百
七
十
一
番
一
外 

 
 

新
栄
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
新
栄
三
丁
目
二
十
八
番 

 
 

新
栄
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
新
栄
二
丁
目
三
十
五
番 

 
 

新
栄
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
新
栄
一
丁
目
四
十
九
番 

 
 

新
栄
道
下
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
新
栄
一
丁
目
十
八
番 

 
 

新
善
第
３
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
新
善
町
四
百
四
十
九
番
三
外 

 
 

清
門
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
清
門
二
丁
目
二
十
五
番
外 

 
 

瀬
崎
蒲
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
瀬
崎
六
丁
目
二
十
八
番 

 
 

瀬
崎
山
王
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
瀬
崎
六
丁
目
四
番 

 
 

瀬
崎
角
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
瀬
崎
四
丁
目
十
三
番 

 
 

瀬
崎
氷
川
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
瀬
崎
六
丁
目
十
六
番 

 
 

草
加
吉
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
吉
町
三
丁
目
七
百
十
四
番
一
外 

 
 

辰
井
川
上
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
谷
塚
上
町
六
百
七
十
二
番
二
十
二 

 
 

中
央
二
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
中
央
二
丁
目
百
四
十
番
二 

 
 

手
代
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
手
代
町
千
八
番 

 
 

苗
塚
塚
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
苗
塚
町
百
九
十
二
番
三
外 



 
 

氷
川
上
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
氷
川
町
二
千
百
六
十
番 

 
 

氷
川
中
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
氷
川
町
二
千
百
四
番
十
四 

 
 

弁
天
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
弁
天
四
丁
目
四
百
一
番 

 
 

谷
塚
仲
桃
の
木
公
園 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
谷
塚
仲
町
百
六
十
二
番
一
外 

 
 

谷
塚
ふ
れ
あ
い
公
園 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
谷
塚
町
七
百
八
十
一
番
一 

 
 

谷
塚
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
谷
塚
二
丁
目
二
十
八
番 

 
 

八
幡
西
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
八
幡
町
九
百
三
十
三
番
一
外 

 
 

両
新
田
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
両
新
田
東
町
四
番
外 

 
 

松
江
児
童
遊
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
加
市
松
江
三
丁
目
三
百
三
十
六
番
十
九
外 

 
 

谷
塚
西
沼
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
谷
塚
二
丁
目
十
八
番 

 
 

八
幡
中
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
草
加
市
八
幡
町
千
二
百
四
十
七
番
外 

 
 

青
柳
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
加
市
青
柳
三
丁
目
四
千
二
百
八
十
四
番 

 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

郷
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
錦
町
二
丁
目
十
七
番 

 
 

春
日
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
錦
町
五
丁
目
十
三
番 

 
 

わ
ら
び
り
ん
ご
公
園 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
錦
町
六
丁
目
五
番 

 
 

わ
ら
び
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蕨
市
北
町
一
丁
目
十
七
番 

 
 

北
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
北
町
一
丁
目
二
十
七
番 

 
 

北
五
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
北
町
五
丁
目
五
番 

 
 

中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
中
央
三
丁
目
九
番 

 
 

中
の
宮
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蕨
市
中
央
四
丁
目
九
番 

 
 

ふ
る
さ
と
土
橋
公
園 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
中
央
六
丁
目
五
番 

 
 

下
蕨
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
中
央
七
丁
目
四
十
一
番 

 
 

西
仲
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
南
町
一
丁
目
三
番 

 
 

あ
け
ぼ
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
南
町
一
丁
目
十
五
番 

 
 

大
荒
田
交
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

蕨
市
南
町
二
丁
目
三
番 

 
 

ま
つ
の
き
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
南
町
二
丁
目
二
十
番 

 
 

三
和
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
南
町
二
丁
目
二
十
三
番 

 
 

せ
せ
ら
ぎ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
南
町
四
丁
目
三
番 

 
 

み
ず
ほ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蕨
市
南
町
四
丁
目
十
九
番 

 
 

若
葉
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
南
町
四
丁
目
三
十
八
番 

 
 

末
広
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
塚
越
一
丁
目
十
番 

 
 

仁
中
歩
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蕨
市
塚
越
二
丁
目
二
番 



 
 

塚
越
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
塚
越
三
丁
目
十
九
番 

 
 

蕨
市
民
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕨
市
北
町
一
丁
目
二
十
七
番
十
五
号 

 
戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

戸
田
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

戸
田
市
大
字
新
曽
千
二
百
八
十
六
番
地 

 
 

上
町
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
下
戸
田
二
丁
目
十
番
二 

 
 

上
町
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
下
戸
田
二
丁
目
十
九
番
十
四 

 
 

元
蕨
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
上
戸
田
一
丁
目
五
番
一 

 
 

元
蕨
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
上
戸
田
二
丁
目
十
一
番
一 

 
 

元
蕨
第
三
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
上
戸
田
二
丁
目
九
番
一 

 
 

東
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
上
戸
田
二
丁
目
四
十
一
番
地 

 
 

鍛
冶
谷
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
上
戸
田
三
丁
目
十
八
番
六 

 
 

新
田
口
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
上
戸
田
五
丁
目
二
十
八
番 

 
 

立
野
際
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
喜
沢
一
丁
目
四
十
九
番
地
の
二 

 
 

番
匠
免
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
美
女
木
八
丁
目
六
番
地 

 
 

重
瀬
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
美
女
木
一
丁
目
二
十
二
番
地 

 
 

美
女
木
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
美
女
木
二
丁
目
二
十
番
地 

 
 

薮
雨
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
美
女
木
三
丁
目
十
二
番
地 

 
 

堀
ノ
内
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
美
女
木
七
丁
目
六
番
地 

 
 

修
行
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
美
女
木
六
丁
目
四
番
地 

 
 

砂
場
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
美
女
木
四
丁
目
十
四
番
地 

 
 

美
笹
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
美
女
木
五
丁
目
五
番
地 

 
 

柳
坪
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
四
丁
目
二
十
二
番
地 

 
 

天
王
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
五
丁
目
十
九
番
地 

 
 

山
宮
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
四
丁
目
二
十
九
番
地 

 
 

谷
口
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
一
丁
目
二
十
番
地 

 
 

根
木
橋
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
笹
目
二
丁
目
二
十
二
番
地 

 
 

圃
中
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
三
丁
目
十
三
番
地 

 
 

野
竹
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
六
丁
目
四
番
地 

 
 

下
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
六
丁
目
二
十
六
番
地 

 
 

夏
浜
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
七
丁
目
九
番
地 

 
 

早
瀬
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
八
丁
目
五
番
地 

 
 

後
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
喜
沢
一
丁
目
二
十
九
番
地
の
一 

 
 

後
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
喜
沢
一
丁
目
八
番
地
の
一 



 
 

氷
川
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
中
町
一
丁
目
二
十
八
番
地
の
六 

 
 

喜
沢
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
喜
沢
二
丁
目
二
十
四
番
地
の
一 

 
 

喜
沢
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
喜
沢
二
丁
目
十
七
番
地
の
一 

 
 

外
仲
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
美
女
木
二
丁
目
三
十
一
番
地
の
一 

 
 

山
宮
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
笹
目
四
丁
目
四
十
四
番
地 

 
 

谷
口
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
笹
目
北
町
四
丁
目
一
番
地 

 
 

笹
目
南
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
笹
目
南
町
十
六
番 

 
 

馬
場
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
新
曽
南
二
丁
目
四
千
九
百
三
十
二
番 

 
 

川
岸
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
川
岸
二
丁
目
十
一
番 

 
 

下
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
下
前
二
丁
目
十
番
二
十 

 
 

下
戸
田
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
戸
田
市
下
戸
田
一
丁
目
十
八
番
十
四 

 
 

下
戸
田
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
下
戸
田
一
丁
目
十
五
番
九 

 
 

後
谷
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
上
戸
田
四
丁
目
二
番
十
二 

 
 

荒
井
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
下
戸
田
二
丁
目
二
番
一 

 
 

後
谷
第
一
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
上
戸
田
一
丁
目
二
十
一
番
一 

 
 

中
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
中
町
一
丁
目
十
一
番
地
の
四 

 
 

早
瀬
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
早
瀬
一
丁
目
二
十
番 

 
 

笹
目
南
さ
く
ら
公
園 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
南
町
十
八
番
一 

 
 

け
や
き
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
氷
川
町
一
丁
目
十
二
番 

 
 

本
村
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
本
町
三
丁
目
十
二
番 

 
 

立
野
際
小
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
喜
沢
二
丁
目
九
番
地 

 
 

喜
沢
南
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
喜
沢
南
一
丁
目
四
番 

 
 

中
町
２
丁
目
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

戸
田
市
中
町
二
丁
目
九
番
地 

 
 

本
町
４
丁
目
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

戸
田
市
本
町
四
丁
目
七
番 

 
 

南
町
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
南
町
四
番
十
五 

 
 

新
曽
南
１
丁
目
児
童
遊
園
地 
 

 
 

戸
田
市
新
曽
南
一
丁
目
十
番 

 
 

新
曽
南
４
丁
目
児
童
遊
園
地 

 
 

 

戸
田
市
新
曽
南
四
丁
目
五
番 

 
 

氷
川
町
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
氷
川
町
一
丁
目
十
番 

 
 

根
木
橋
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
笹
目
南
町
二
十
一
番 

 
 

喜
沢
２
丁
目
児
童
公
園 

 
 

 
 

 

戸
田
市
喜
沢
二
丁
目
六
番
地 

 
 

下
戸
田
１
丁
目
児
童
公
園 

 
 

 
 

戸
田
市
下
戸
田
一
丁
目
五
番 

 
 

後
谷
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
上
戸
田
四
丁
目
十
一
番 

 
 

本
町
１
丁
目
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

戸
田
市
本
町
一
丁
目
十
八
番 

 
 

川
岸
３
丁
目
遊
園
地 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
川
岸
三
丁
目
七
番 



 
 

本
町
２
丁
目
児
童
遊
園
地 

 
 

 
 

戸
田
市
本
町
二
丁
目
十
五
番 

 
 

南
町
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
南
町
七
番 

 
 

馬
場
ふ
れ
あ
い
公
園 

 
 

 
 

 
 

戸
田
市
新
曽
南
二
丁
目
二
番 

 
 

氷
川
町
１
丁
目
児
童
公
園 

 
 

 
 

戸
田
市
氷
川
町
一
丁
目
五
番 

 
 

芦
原
た
ん
ぼ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
新
曽
稲
荷
千
二
百
九
十
九
番
地
の
一 

 
 

ボ
ー
ル
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
田
市
大
字
下
笹
目
百
十
六
番
地
の
四
外
二
十
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

筆 

 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

入
間
市
青
少
年
活
動
セ
ン
タ
ー 

 
 

入
間
市
大
字
小
谷
田
千
六
百
八
十
一
番
地
一 

 
 

中
央
公
園
プ
ー
ル 

 
 

 
 

 
 

 
入
間
市
大
字
扇
町
屋
千
二
百
五
十
番
地
一 

 
 

運
動
公
園
プ
ー
ル 

 
 

 
 

 
 

 

入
間
市
豊
岡
四
丁
目
二
番
一
号 

 
 

東
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

入
間
市
東
町
七
丁
目
十
番
三
十
八
号 

 
 

金
子
駅
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

入
間
市
大
字
南
峯
四
百
三
十
二
番
地
十 

 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

柊
塚
古
墳
歴
史
広
場 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
岡
三
丁
目
十
七
番 

 
 

上
野
荒
川
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
大
字
上
内
間
木
六
百
五
十
一
番
地
の
一 

 
 

朝
霞
市
立
総
合
体
育
館 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
青
葉
台
一
丁
目
八
番
一
号 

 
 

朝
霞
市
立
武
道
館 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
本
町
一
丁
目
十
二
番
三
号 

 
 

溝
沼
子
ど
も
プ
ー
ル 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
大
字
溝
沼
千
三
十
三
番 

 
 

北
割
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
西
原
二
丁
目
六
番 

 
 

浜
崎
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
浜
崎
三
丁
目
七
番 

 
 

西
久
保
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
東
弁
財
二
丁
目
十
三
番 

 
 

弁
財
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
東
弁
財
三
丁
目
十
二
番 

 
 

南
割
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
西
弁
財
一
丁
目
十
二
番 

 
 

越
戸
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
栄
町
一
丁
目
五
番 

 
 

上
の
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
幸
町
三
丁
目
九
番 

 
 

泉
水
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
泉
水
二
丁
目
十
二
番 

 
 

島
の
上
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
膝
折
町
四
丁
目
十
八
番 

 
 

広
沢
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
本
町
三
丁
目
二
番 

 
 

あ
け
ぼ
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
仲
町
二
丁
目
九
番 

 
 

南
の
風
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
本
町
三
丁
目
六
番 

 
 

水
久
保
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
根
岸
台
七
丁
目
十
六
番
外 



 
 

北
浦
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
膝
折
町
四
丁
目
二
番 

 
 

田
島
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
田
島
二
丁
目
八
番 

 
 

中
道
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
本
町
一
丁
目
三
十
八
番 

 
 

い
ず
み
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
泉
水
一
丁
目
三
番 

 
 

三
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
三
原
一
丁
目
二
十
四
番 

 
 

宮
戸
ハ
ケ
タ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
宮
戸
四
丁
目
六
番 

 
 

根
岸
台
自
然
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

朝
霞
市
根
岸
台
八
丁
目
八
番 

 
 

向
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝
霞
市
根
岸
台
七
丁
目
四
十
八
番 

 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

広
沢
原
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
和
光
市
広
沢
四
千
八
百
二
十
三
番
地
二
十
三 

 
 

本
町
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
本
町
四
千
五
百
番
地
九 

 
 

ワ
ン
パ
ク
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
丸
山
台
三
丁
目
二
番
地 

 
 

柿
ノ
木
坂
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
新
倉
一
丁
目
三
千
八
百
十
九
番
地 

 
 

西
午
房
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
南
一
丁
目
二
千
百
六
十
番
地
五 

 
 

南
越
ノ
上
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
白
子
二
丁
目
千
三
百
八
十
三
番
地
七 

 
 

せ
せ
ら
ぎ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
丸
山
台
二
丁
目
一
番
地 

 
 

緑
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
丸
山
台
二
丁
目
二
十
三
番
地 

 
 

チ
ビ
ッ
コ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
丸
山
台
一
丁
目
三
番
地 

 
 

越
後
山
中
央
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
南
一
丁
目
地
内 

 
 

ま
ま
し
た
橋
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
下
新
倉
二
丁
目
五
千
九
百
三
十
一
番
地 

 
 

ひ
だ
ま
り
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
下
新
倉
二
丁
目
五
千
五
百
三
十
番
地 

 
 

桜
坂
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
下
新
倉
二
丁
目
五
千
八
百
九
十
八
番
地 

 
 

ふ
た
ば
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
新
倉
五
丁
目
二
千
十
七
番
地 

 
 

み
つ
ば
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
新
倉
五
丁
目
二
千
十
三
番
地
一
外 

 
 

よ
つ
ば
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
新
倉
四
丁
目
三
千
七
番
地 

 
 

上
谷
津
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
新
倉
一
丁
目
三
千
三
百
五
十
六
番
地
一
外 

 
 

和
光
市
総
合
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
広
沢
三
番
一
号 

 
 

和
光
市
運
動
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
光
市
南
二
丁
目
二
番
二
号 

 
 

坂
下
庭
球
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

和
光
市
下
新
倉
四
丁
目
二
十
番
三
十
三
号 

 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

新
座
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館 

 
 

 

新
座
市
片
山
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
五
号 

 
 

新
座
市
東
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ 

新
座
市
東
北
二
丁
目
二
十
八
番
五
号 



 
 

ー 

 
 

新
座
市
西
堀
・
新
堀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

新
座
市
新
堀
一
丁
目
五
番
九
号 

 
 

セ
ン
タ
ー 

 
 

新
座
市
営
殿
山
運
動
場 

 
 

 
 

 

新
座
市
堀
ノ
内
三
丁
目
千
八
百
二
十
九
番 

 
 

新
座
市
営
馬
場
運
動
場 

 
 

 
 

 

新
座
市
馬
場
四
丁
目
三
千
九
百
八
十
番 

 
 

新
座
市
営
大
和
田
運
動
場 

 
 

 
 

新
座
市
大
和
田
三
丁
目
九
十
七
番 

 
 

新
座
市
営
堀
ノ
内
少
年
運
動
場 

 
 

新
座
市
堀
ノ
内
三
丁
目
千
七
百
八
十
二
番
一 

 
 

新
座
市
営
野
火
止
運
動
場 

 
 

 
 

新
座
市
野
火
止
四
丁
目
六
百
八
十
番 

 
 

新
座
市
営
西
堀
庭
球
場 

 
 

 
 

 

新
座
市
本
多
二
丁
目
九
百
四
十
四
番
三 

 
 

新
座
市
営
本
多
庭
球
場 

 
 

 
 

 

新
座
市
本
多
二
丁
目
百
二
十
七
番
一 

 
 

新
座
市
営
大
和
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
プ
ー 
新
座
市
大
和
田
五
丁
目
五
番
十
六
号 

 
 

ル 

 
 

新
座
市
民
総
合
体
育
館 

 
 

 
 

 

新
座
市
本
多
二
丁
目
一
番
二
十
号 

 
 

福
祉
の
里
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

 

新
座
市
新
塚
一
丁
目
四
番
五
号 

 
 

北
野
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
座
市
北
野
三
丁
目
百
十
八
番
一
外 

 
 

東
北
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
座
市
東
北
二
丁
目
四
番
百 

 
 

下
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
座
市
東
北
二
丁
目
九
番
百
二 

 
 

富
士
塚
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新
座
市
東
北
二
丁
目
二
十
五
番
百
一 

 
 

三
軒
屋
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新
座
市
東
北
二
丁
目
二
十
八
番
百
二 

 
 

野
寺
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
座
市
野
寺
一
丁
目
七
百
六
十
三
番
外 

 
 

馬
場
第
二
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
座
市
馬
場
二
丁
目
百
十
九
番 

 
 

野
火
止
七
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

新
座
市
野
火
止
七
丁
目
四
百
二
十
六
番
一
の
一
部 

 
 

畑
中
黒
目
川
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

新
座
市
畑
中
二
丁
目
五
千
九
百
九
十
四
番
外 

 
 

野
火
止
上
北
ふ
れ
あ
い
公
園 

 
 

 

新
座
市
野
火
止
五
丁
目
二
千
四
百
十
三
番 

 
 

野
火
止
六
丁
目
ふ
れ
あ
い
公
園 
 

 

新
座
市
野
火
止
六
丁
目
千
百
七
番 

 
 

野
火
止
七
丁
目
ふ
れ
あ
い
公
園 

 
 

新
座
市
野
火
止
七
丁
目
三
千
二
百
六
十
八
番 

 
 

野
火
止
用
水
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

新
座
市
野
火
止
六
丁
目
千
三
百
四
十
番
外 

 
 

新
座
セ
ン
ト
ラ
ル
キ
ッ
ズ
パ
ー
ク 

 

新
座
市
道
場
二
千
四
十
二
番
二
十
の
一
部
外 

 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

桜
田
運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

久
喜
市
桜
田
二
丁
目
七
番
一
外 

 
 

沼
井
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

 
 

久
喜
市
桜
田
三
丁
目
十
三
番
二 

 
 

鷲
宮
体
育
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
中
妻
七
百
七
十
六
番
地 

 
 

久
喜
市
総
合
運
動
公
園 

 
 

 
 

 

久
喜
市
江
面
千
六
百
十
六
番
地
外 



 
 

青
葉
公
園
野
球
場 

 
 

 
 

 
 

 

久
喜
市
青
葉
三
丁
目
一
番
一
号 

 
 

清
久
公
園
野
球
場 

 
 

 
 

 
 

 

久
喜
市
清
久
町
九
番 

 
 

寺
田
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
五
千
十
三
番
地
九
十
一 

 
 

森
下
緑
地
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 
 

 

久
喜
市
菖
蒲
町
下
栢
間
五
千
四
百
九
十
五
番
地
一 

 
 

あ
や
め
公
園
運
動
広
場 

 
 

 
 

 

久
喜
市
菖
蒲
町
新
堀
千
六
百
九
十
五
番
地 

 
 

寺
田
緑
地
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 
 

 

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
五
千
十
三
番
地
四
十
二 

 
 

ふ
れ
あ
い
広
場
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
二
千
八
百
三
十
四
番
地 

 
 

場 

 
 

南
栗
橋
近
隣
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 

久
喜
市
南
栗
橋
十
丁
目
十
八
番
地
二 

 
 

お
や
ま
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
吉
羽
二
丁
目
三
十
二
番
地 

 
 

高
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
吉
羽
三
丁
目
十
六
番
地 

 
 

沼
向
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
吉
羽
五
丁
目
十
番
地 

 
 

山
下
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
吉
羽
四
丁
目
十
二
番
地 

 
 

吉
羽
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
吉
羽
一
丁
目
九
番
地 

 
 

大
谷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
江
面
千
九
百
三
十
二
番
一
外 

 
 

金
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
五
千
十
三
番
地
百
九
十
一 

 
 

鎮
守
の
森
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
上
栢
間
三
千
三
百
十
二
番
地
一 

 
 

南
栗
橋
第
４
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

久
喜
市
南
栗
橋
五
丁
目
十
番
地 

 
 

深
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
桜
田
四
丁
目
八
番
六 

 
 

未
来
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
桜
田
三
丁
目
十
番
五
十
三
外 

 
 

西
大
輪
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

久
喜
市
西
大
輪
二
丁
目
四
番
地 

 
 

葛
梅
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
葛
梅
二
丁
目
十
五
番
地
一 

 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

位
置 

 
 

中
丸
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
中
丸
六
丁
目
八
十
二
番
地 

 
 

宮
内
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
宮
内
一
丁
目
百
二
十
一
番
地
一 

 
 

北
本
宿
緑
地
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

北
本
市
緑
三
丁
目
四
百
三
十
七
番
地
外 

 
 

宮
内
ス
ポ
ー
ツ
広
場 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
宮
内
六
丁
目
二
百
七
十
七
番
地
一
外 

 
 

サ
ン
マ
ン
シ
ョ
ン
東
間
公
園 

 
 

 

北
本
市
東
間
五
丁
目
九
十
番
地
三 

 
 

朝
日
ワ
コ
ー
レ
公
園 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
朝
日
二
丁
目
二
百
三
十
八
番
地
三 

 
 

深
井
ス
ポ
ー
ツ
広
場 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
深
井
四
丁
目
百
六
十
三
番
地
一 

 
 

中
丸
ス
ポ
ー
ツ
広
場 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
中
丸
九
丁
目
二
十
五
番
地 

 
 

北
本
総
合
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
古
市
場
一
丁
目
百
六
十
七
番
地
外 

 
 

荒
井
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
本
市
荒
井
三
丁
目
九
十
二
番
地 



 
 

東
間
６
丁
目
わ
く
わ
く
公
園 

 
 

 

北
本
市
東
間
六
丁
目
六
十
七
番
地
二
外 

 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

水
子
貝
塚
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
大
字
水
子
二
千
三
番
地
一 

 
 

難
波
田
城
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
大
字
下
南
畑
五
百
六
十
八
番
地
一 

 
 

富
士
見
市
立
市
民
総
合
体
育
館 

 
 

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
千
八
百
八
十
七
番
地
の
一 

 
 

富
士
見
市
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
大
字
南
畑
新
田
千
二
百
六
十
七
番
地
の 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

富
士
見
市
第
２
運
動
公
園 

 
 

 
 

富
士
見
市
み
ど
り
野
南
四
番
地
一 

 
 

び
ん
沼
公
園
ミ
ニ
野
球
場 

 
 

 
 

富
士
見
市
大
字
南
畑
新
田
千
五
百
十
三
番
地 

 
 

富
士
見
ガ
ー
デ
ン
ビ
ー
チ 

 
 

 
 

富
士
見
市
大
字
勝
瀬
五
百
四
十
五
番
地 

 
 

み
ず
ほ
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
水
谷
一
丁
目
九
番 

 
 

大
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
三
丁
目
九
番 

 
 

関
沢
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
一
丁
目
十
三
番 

 
 

松
の
木
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
一
丁
目
二
十
三
番 

 
 

唐
沢
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
三
丁
目
八
番 

 
 

西
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
二
丁
目
十
四
番 

 
 

前
沼
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
大
字
水
子
三
千
五
百
九
十
九
番
地
外 

 
 

栗
谷
津
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

富
士
見
市
針
ヶ
谷
一
丁
目
四
番
地 

 
 

栗
谷
津
東
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
針
ヶ
谷
一
丁
目
十
四
番
地 

 
 

北
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
針
ヶ
谷
一
丁
目
四
十
二
番
地
一 

 
 

中
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
針
ヶ
谷
二
丁
目
四
番
地 

 
 

東
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
針
ヶ
谷
二
丁
目
十
四
番
地 

 
 

南
通
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
針
ヶ
谷
二
丁
目
二
十
九
番
地 

 
 

オ
ト
ウ
カ
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
四
丁
目
六
番
地
一 

 
 

中
沢
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
一
丁
目
九
番
地
二 

 
 

稲
荷
久
保
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
東
二
丁
目
十
六
番
地
一 

 
 

ふ
じ
み
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
東
一
丁
目
十
九
番
地
一 

 
 

つ
る
せ
台
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
鶴
瀬
西
二
丁
目
二
千
五
百
四
十
二
番
十 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
外 

 
 

上
沢
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士
見
市
上
沢
三
丁
目
十
七
番
十
六 

 
 

南
む
さ
し
の
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
三
丁
目
一
番
地
一 

 
 

つ
る
せ
西
ゆ
う
ゆ
う
の
丘
公
園 

 
 

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
地
内 

 

蓮
田
市 



 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

蓮
田
市
総
合
市
民
体
育
館 

 
 

 
 

蓮
田
市
大
字
閏
戸
二
千
三
百
四
十
三
番
地 

 
 

五
反
歩
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蓮
田
市
西
城
二
丁
目
百
十
番 

 
 

中
谷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
西
新
宿
五
丁
目
六
十
八
番 

 
 

中
島
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
西
城
三
丁
目
六
十
七
番 

 
 

上
島
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
西
新
宿
一
丁
目
七
十
五
番 

 
 

榎
戸
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
椿
山
一
丁
目
二
千
五
百
二
十
三
番
地
百
十 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

見
沼
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
見
沼
町
三
千
六
十
二
番 

 
 

桑
原
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
蓮
田
三
丁
目
五
十
一
番 

 
 

前
口
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
蓮
田
五
丁
目
四
十
二
番 

 
 

野
久
保
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蓮
田
市
蓮
田
一
丁
目
二
百
四
番 

 
 

馬
込
九
番
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
馬
込
一
丁
目
二
百
十
四
番 

 
 

馬
込
八
番
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
馬
込
二
丁
目
百
八
十
番 

 
 

馬
込
七
番
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
馬
込
五
丁
目
百
四
十
五
番 

 
 

宿
下
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
大
字
黒
浜
千
六
百
五
十
九
番
地 

 
 

藤
ノ
木
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蓮
田
市
大
字
黒
浜
千
六
百
四
十
一
番
地 

 
 

馬
場
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
田
市
大
字
黒
浜
千
四
百
四
十
一
番
地 

 
 

天
神
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蓮
田
市
大
字
黒
浜
千
三
百
八
十
三
番
地 

 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

坂
戸
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館 

 
 

 

坂
戸
市
大
字
石
井
千
八
百
番
地
六 

 
 

坂
戸
市
民
総
合
運
動
公
園 

 
 

 
 

坂
戸
市
大
字
石
井
千
五
百
五
十
番
地 

 
 

み
ど
り
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
緑
町
十
番
地 

 
 

雲
ヶ
谷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
南
町
十
九
番
地 

 
 

西
の
谷
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
芦
山
町
二
十
四
番
地 

 
 

薬
師
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
薬
師
町
七
番
地 

 
 

末
広
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
末
広
町
十
番
地
三 

 
 

宮
裏
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
浅
羽
野
一
丁
目
七
番 

 
 

仲
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
仲
町
十
七
番
三 

 
 

上
山
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
南
町
三
十
二
番
地 

 
 

天
堂
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
溝
端
町
十
五
番
地 

 
 

栗
の
木
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
伊
豆
の
山
町
十
三
番
地 

 
 

伊
豆
の
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
伊
豆
の
山
町
二
十
三
番
地
一 



 
 

西
込
道
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
中
富
町
六
十
六
番
地
二 

 
 

東
込
道
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
中
富
町
四
十
五
番
地
一 

 
 

宮
脇
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
花
影
町
二
十
二
番
地 

 
 

幡
戸
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
三
光
町
五
十
四
番
地 

 
 

土
屋
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
浅
羽
野
二
丁
目
二
番
地
一 

 
 

橋
場
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
浅
羽
野
三
丁
目
七
番
地 

 
 

清
水
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
清
水
町
千
二
百
三
十
六
番
地
一 

 
 

三
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
西
坂
戸
三
丁
目
千
二
百
四
十
八
番
地
五
十 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

 
 

中
道
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
千
代
田
三
丁
目
十
六
番
地 

 
 

願
成
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
泉
町
三
丁
目
十
三
番
地 

 
 

天
神
前
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
元
町
七
十
二
番
地 

 
 

大
安
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
泉
町
三
十
五
番
地 

 
 

て
ん
ぐ
山
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
六
丁
目
十
四
番 

 
 

足
跡
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
五
丁
目
二
十
八
番 

 
 

子
ぎ
つ
ね
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
五
丁
目
十
一
番 

 
 

で
え
ろ
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
三
丁
目
二
十
四
番 

 
 

恩
が
え
し
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
三
丁
目
十
七
番 

 
 

か
っ
ぱ
淵
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
二
丁
目
十
七
番 

 
 

大
川
平
三
郎
翁
記
念
公
園 

 
 

 
 

坂
戸
市
横
沼
三
百
三
十
三
番
一
外 

 
 

中
富
町
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
戸
市
中
富
町
五
十
四
番
四 

 

鶴
ヶ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

鶴
ヶ
島
海
洋
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 

鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ヶ
丘
五
十
四
番
地
四 

 
 

鶴
ヶ
島
市
西
少
年
サ
ッ
カ
ー
場 
 

 

鶴
ヶ
島
市
大
字
高
倉
六
百
十
二
番
地
一 

 
 

雷
電
池
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
五
丁
目
二
十
二
番
一 

 
 

羽
折
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

鶴
ヶ
島
市
羽
折
町
十
番 

 
 

星
和
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鶴
ヶ
島
市
大
字
脚
折
千
三
百
九
十
八
番
三
百
九
及 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

び
大
字
藤
金
七
百
九
十
九
番
六
十
五 

 
 

新
町
中
央
広
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

鶴
ヶ
島
市
新
町
二
丁
目
十
六
番 

 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

日
高
市
文
化
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

日
高
市
大
字
南
平
沢
千
十
番
地 

 
 

日
高
総
合
公
園
野
球
場 

 
 

 
 

 

日
高
市
大
字
高
萩
千
五
百
番
地 



 
 

日
高
総
合
公
園
陸
上
ト
ラ
ッ
ク 

 
 

日
高
市
大
字
高
萩
千
五
百
番
地 

 
 

日
高
総
合
公
園
サ
ッ
カ
ー
場 

 
 

 

日
高
市
大
字
高
萩
千
五
百
番
地 

 
 

日
高
総
合
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

日
高
市
大
字
高
萩
千
五
百
番
地 

 
 

日
高
市
立
市
民
プ
ー
ル 

 
 

 
 

 

日
高
市
大
字
南
平
沢
千
百
二
十
一
番
地 

 
 

北
平
沢
運
動
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
高
市
大
字
北
平
沢
千
九
番
地 

 
 

巾
着
田
運
動
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
高
市
大
字
高
麗
本
郷
二
十
五
番
地 

 
 

中
の
田
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
高
市
武
蔵
台
一
丁
目
二
百
十
四
番
二
十
九 

 
 

横
手
台
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 
 

 
 

日
高
市
横
手
一
丁
目
千
番
地
三 

 

吉
川
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

吉
川
市
総
合
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
上
笹
塚
一
丁
目
五
十
八
番
地
一 

 
 

吉
川
市
市
民
プ
ー
ル 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
上
笹
塚
一
丁
目
六
十
二
番
地
一 

 
 

吉
川
市
屋
内
温
水
プ
ー
ル 

 
 

 
 

吉
川
市
上
笹
塚
一
丁
目
七
十
九
番
地
一 

 
 

吉
川
市
旭
公
園
球
場 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
旭
二
千
九
百
七
十
七
番
地 

 
 

高
久
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
高
久
一
丁
目
三
十
二
番
地 

 
 

保
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

吉
川
市
保
一
丁
目
三
十
三
番
地 

 
 

保
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

吉
川
市
保
一
丁
目
二
十
八
番
地 

 
 

吉
川
児
童
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
吉
川
一
丁
目
四
番
地 

 
 

道
庭
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
道
庭
一
丁
目
六
番
地 

 
 

川
富
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
吉
川
二
丁
目
十
七
番
地 

 
 

川
野
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
吉
川
二
丁
目
二
十
九
番
地 

 
 

木
売
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
木
売
三
丁
目
五
番
地 

 
 

木
売
第
２
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
木
売
二
丁
目
十
七
番
地 

 
 

高
富
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
高
富
一
丁
目
十
六
番
地 

 
 

き
よ
み
野
第
３
公
園 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
き
よ
み
野
二
丁
目
十
九
番
地 

 
 

き
よ
み
野
第
４
公
園 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
き
よ
み
野
三
丁
目
二
十
一
番
地 

 
 

な
ま
ず
の
里
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

吉
川
市
大
字
保
九
百
二
十
一
番
地 

 
 

美
南
１
丁
目
公
園 
 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
美
南
一
丁
目
十
八
番
地 

 
 

美
南
２
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

吉
川
市
美
南
二
丁
目
二
十
六
番
地 

 
 

美
南
４
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

吉
川
市
美
南
四
丁
目
十
六
番
地 

 
 

美
南
５
丁
目
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

吉
川
市
美
南
五
丁
目
二
番
地 

 
 

栄
町
に
こ
に
こ
公
園 

 
 

 
 

 
 

吉
川
市
中
央
区
画
四
十
八
街
区 

 

ふ
じ
み
野
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 



 
 

ふ
じ
み
野
市
立
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

ふ
じ
み
野
市
大
井
武
蔵
野
千
三
百
九
十
二
番
地
一 

 
 

総
合
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
じ
み
野
市
立
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

ふ
じ
み
野
市
大
井
武
蔵
野
千
三
百
九
十
四
番
地
一 

 
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

ふ
じ
み
野
市
立
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

ふ
じ
み
野
市
大
井
武
蔵
野
千
三
百
九
十
五
番
地
一 

 
 

弓
道
場 

 
 

ふ
じ
み
野
市
立
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

ふ
じ
み
野
市
大
井
武
蔵
野
千
三
百
九
十
五
番
地 

 
 

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

ふ
じ
み
野
市
立
上
野
台
体
育
館 

 
 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
一
丁
目
一
番
三
号 

 
 

ふ
じ
み
野
市
立
駒
林
体
育
館 

 
 

 

ふ
じ
み
野
市
駒
林
二
十
八
番
地 

 

白
岡
市 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

白
岡
市
総
合
運
動
公
園 

 
 

 
 

 

白
岡
市
千
駄
野
三
百
四
十
五
番
地
外 

 
 

白
岡
市
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー 

 
 

白
岡
市
新
白
岡
三
丁
目
二
百
番
地
二 

 
 

白
岡
市
市
民
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 
 

 

白
岡
市
新
白
岡
三
丁
目
二
百
番
地
二 

 

毛
呂
山
町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

毛
呂
山
総
合
公
園 

 
 

 
 

 
 

 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
大
谷
木
四
百
四
十
三
番
地 

 
 

大
類
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 
 

 
 

 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
大
類
七
百
十
七
番
地 

 
 

岩
井
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 
 

 
 

 

入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
二
丁
目
三
十
一
番
地
一 

 
 

目
白
台
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 
 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
目
白
台
四
丁
目
三
番
地
一 

 
 

川
角
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
川
角
千
八
百
三
十
二
番
地 

 
 

健
康
広
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
二
丁
目
三
十
番
地
七 

 
 

武
州
長
瀬
駅
南
口
公
園 

 
 

 
 

 

入
間
郡
毛
呂
山
町
南
台
五
丁
目
七
番
地 

 
 

毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館 

 
 

 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
大
類
五
百
三
十
五
番
地
一 

 

小
川
町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

埼
玉
県
立
小
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 
 

比
企
郡
小
川
町
大
字
木
呂
子
五
百
六
十
一
番
地 

 
 

小
川
町
営
八
幡
台
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
四
百
四
十
番
地 

 

吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

吉
見
町
民
体
育
館 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
中
新
井
四
百
九
十
三
番
地
の 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

吉
見
町
ふ
れ
あ
い
広
場 

 
 

 
 

 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
小
新
井
百
四
十
二
番
地 



 
 

越
中
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
長
谷
千
九
百
五
十
三
番
地 

 
 

八
幡
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
長
谷
千
九
百
五
十
一
番
地 

 
長 

町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

埼
玉
県
立
長 

げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 
 

秩
父
郡
長 

町
大
字
井
戸
三
百
六
十
七
番
地 

 
 

長 

町
郷
土
資
料
館 

 
 

 
 

 
 

秩
父
郡
長 

町
大
字
長 

千
百
六
十
四
番
地 

 

小
鹿
野
町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

小
鹿
野
町
下
小
鹿
野
運
動
場 

 
 

 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
下
小
鹿
野
千
百
七
十
番
地
二 

 
 

小
鹿
野
町
日
尾
第
一
グ
ラ
ン
ド 

 
 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
日
尾
千
四
百
八
十
七
番
地
二 

 
 

小
鹿
野
町
総
合
運
動
公
園 

 
 

 
 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
飯
田
二
百
九
十
七
番
地
五
外 

 

美
里
町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

美
里
町
民
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
木
部
五
百
三
十
七
番
地
三 

 
 

美
里
町
遺
跡
の
森
総
合
グ
ラ
ン
ド 

 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
木
部
五
百
八
十
一
番
地 

 
 

美
里
町
遺
跡
の
森
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
木
部
五
百
三
十
五
番
地
二 

 
 

美
里
町
民
武
道
館 

 
 

 
 

 
 

 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
甘
粕
三
百
四
十
三
番
地 

 
 

美
里
町
体
育
広
場 

 
 

 
 

 
 

 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
根
木
八
番
地 

 

神
川
町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

埼
玉
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
池
田
七
百
五
十
六
番
地 

 
 

 
 

神
川
町
営
阿
久
原
運
動
公
園 

 
 

 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
下
阿
久
原
五
百
八
十
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

神
川
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
肥
土
千
二
百
五
番
地
一 

 
 

神
川
町
営
グ
ラ
ウ
ン
ド 

 
 

 
 

 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
小
浜
千
五
百
四
番
地
三
十
三 

 
 

神
川
町
多
目
的
交
流
施
設 

 
 

 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
下
阿
久
原
千
八
十
八
番
地 

 

上
里
町 

 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

位
置 

 
 

堤
調
節
池
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
堤
八
百
九
十
四
番
一
外 

 
 

上
里
町
宮
多
目
的
広
場 

 
 

 
 

 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
長
浜
地
内 

 
 

上
里
町
民
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
三
千
二
百
二
番
地
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 
 
 

 
 

上
里
町
多
目
的
ス
ポ
ー
ツ
ホ
ー
ル 

 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
三
千
二
百
二
番
地
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 



 

寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位
置 

 
 

天
沼
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居
千
二
百
六
十
二
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

外 

 
 

あ
ま
が
す
は
ら
公
園 

 
 

 
 

 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
鉢
形
千
三
百
二
十
六
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

外 
 

 
 

 

 
 

寄
居
町
立
総
合
体
育
館
・
ア
タ
ゴ
記 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居
千
百
七
十
三
番
地 

 
 

念
館 

 
 

寄
居
運
動
公
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
折
原
千
八
百
五
十
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

サ
ン
キ
越
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
一
丁
目
四
千
六
百
三
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

井
橋
合
名
会
社 

代
表
社
員 

井
橋
順
嗣 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
一
丁
目
三
番
二
十
四
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
三
喜 

代
表
取
締
役 

野
田
孝
文 

 
 

 
 

千
葉
県
柏
市
中
央
町
二
番
八
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
十
一
月
十
九
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
七
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
七
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
一
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
七
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
セ
キ
久
喜
中
央
店 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
本
町
八
丁
目
九
百
四
十
番
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
セ
キ
薬
品 

代
表
取
締
役 

関
伸
治 

 
 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
四
丁
目
二
番
二
十
二
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
セ
キ
薬
品 

代
表
取
締
役 

関
伸
治 

 
 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
四
丁
目
二
番
二
十
二
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
十
一
月
二
十
八
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
六
百
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
八
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ビ
バ
モ
ー
ル
東
松
山 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
神
明
町
二
丁
目
千
六
百
二
十
七
―
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

辻
田
泰
徳 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ 

代
表
取
締
役 

渡
邉
修 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一
丁
目
十
三
番
一
号 

外
未
定 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
十
一
月
十
三
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

一
万
八
千
六
百
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
四
三
四
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
一
八
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

三
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
四
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ 

午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

未
定
テ
ナ
ン
ト 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

五
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
① 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
③ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
④ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
零
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
東
松
山
東
平
店 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
東
平
二
千
三
百
七
十
四
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

（
変
更
前
）
二
千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
二
千
六
百
七
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 
 
 
 
 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
五
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

川
島
町
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り 

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

降 

田 

寅 

二 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
小
見
野
八
十
九
番
地
一 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
六
号 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

 
 

        

鎌
田 

悟
央 

岡
村 

敏
夫 

石
嵜 

勇 

石
井 

隆
志 

相
沢 

英
男 

新
井 

博
行 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
川
越
市 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
元
屋
敷
千
七
百
番

二 埼
玉
県
加
須
市
北

字
宮
前
三
百
二
番
ほ

か
一
筆 

 

埼
玉
県
加
須
市
北

字
善
僧
九
十
四
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
北

字
芝
原
千
百
十
七
番

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
六
十

九
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
川
越
市
大
字

平
塚
字
天
神
後
三
百

七
十
二
番
ほ
か
九
筆 

所 
在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

一
、
二
一
四 

二
、
三
六
〇 

七
、
六
二
五 

二
、
六
一
三 

一
六
、
四
八
四 

一
一
、
六
四
三 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



 
 

           

小
賀
野 

勝
男 

渡
辺 

侑
三 

有
限
会
社
早
川
農

場 有
限
会
社
小
山
農

産 長
谷
嶋 

茂
雄 

中
森
農
産
株
式
会

社 長
濱 

幸
一 

鳥
海 

利
男 

 

祀
夫 

高
塚 
明 

鎌
田 

政
男 

埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
久
喜
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
久
喜
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉

町
下
浅
見
字
西
ノ
前

七
百
八
十
番
一
ほ
か

三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
北

字
善
僧
百
六
番 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
六
十

四
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
馬
内

千
二
百
三
番
一
ほ
か

三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
北

字
善
僧
百
番 

埼
玉
県
加
須
市
岡
古

井
字
道
上
五
百
五
十

四
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
馬
内

千
六
百
五
十
三
番 

埼
玉
県
加
須
市
北

字
前
谷
八
百
四
十
三

番 埼
玉
県
加
須
市
下
種

足
字
中
島
二
百
三
十

六
番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
北

字
宮
前
二
百
四
十
六

番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
馬
内

九
百
四
十
三
番
一
ほ

か
二
筆 

六
、
三
一
三 

三
、
九
一
五 

一
、
七
〇
九 

三
、
七
九
二 

一
、
九
八
五 

三
、
八
八
九 

一
、
〇
〇
〇 

七
二
五 

二
、
五
三
六 

八
、
七
六
八 

二
、
〇
一
四 



 
 

           

大
室 

好
美 

内
山 

利
男 

農
事
組
合
法
人
吉

川
糧
農 

株
式
会
社
な
ん
さ

い
ふ
ぁ
ー
夢 

黒
田 

正
巳 

奥
澤 

文
夫 

飯
塚 

輝
雄 

宮
部 

延
一 

宮
部 

勝
利 

ひ
び
き
の
農
産
株

式
会
社 

坂
爪 

裕 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
吉
川
市 

埼
玉
県
久
喜
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
上
西

浦
四
百
八
十
八
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
金
田

五
番 

埼
玉
県
吉
川
市
大
字

拾
壱
軒
字
掛
井
堀
五

百
八
十
四
番
ほ
か
十

五
筆 

埼
玉
県
久
喜
市
青
毛

字
上
青
毛
千
二
百
九

番
ほ
か
三
十
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

尾
崎
字
北
尾
崎
七
百

九
十
五
番
一
ほ
か
一

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
柿
ノ
木

四
百
八
十
八
番
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

発
戸
字
漆
畑
千
三
百

一
番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉

町
入
浅
見
字
南
田
五

百
九
十
九
番 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉

町
上
真
下
字
南
六
十

五
番
一 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉

町
高
関
字
東
牧
西
分

八
十
三
番 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉

町
高
関
字
東
牧
西
分

八
十
三
番 

三
四
二 

八
〇
〇 

一
一
、
四
〇
四 

二
一
、
四
〇
二 

一
、
一
四
〇 

一
、
〇
五
三 

三
、
五
八
二 

一
、
〇
八
一 

七
七
四 

一
、
五
五
六 

一
、
五
五
六 



 
 

           

亀
井 

睦
夫 

亀
井 

茂 

亀
井 

明 

株
式
会
社
横
田
農

園 金
久
保 

一
義 

勝
田 

文
子 

勝
田 

ひ
ろ
子 

荻
野 

幹
生 

岡
田 

和
行 

大
室 
俊
男 

大
室 

禎
三 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
九
十
四
番
ほ
か

一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
九
十
二
番
ほ
か

四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
金
田

七
番
一
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
千
九
百
二
十

番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
前
河
内
字
大

串
村
飛
地
千
三
百
九

十
二
番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
南

沖
田
二
千
六
十
八
番

一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
前

田
二
千
三
百
二
十
三

番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
横

リ
二
千
百
十
八
番

一 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
八
十
三
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

六
十
三
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
七
十
九
番
ほ
か

五
十
二
筆 

一
、
三
二
二 

四
、
一
六
三 

五
、
一
九
九 

五
、
一
五
八 

三
五
四 

一
、
七
四
〇 

八
三
六 

二
四
七 

一
、
〇
三
一 

三
、
一
五
六 

四
三
、
九
〇
三 



 
 

           

鈴
木 

英
夫 

椎
橋 

延
行 

砂
生 

佳
人 

砂
生 

治
吉 

砂
生 

は
る 

砂
生 

隆
夫 

砂
生 

茂 

砂
生 

厚
夫 

佐
々
木 

幸
二 

小
岩
井 
仁 

源
間 

政
義 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
稲
荷

木
八
百
二
十
八
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
上
西

浦
四
百
八
十
九
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
金
田

三
十
五
番
ほ
か
十
二

筆 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
六
十
九
番
ほ
か

二
百
十
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
殿
田

二
百
二
十
五
番
ほ
か

一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
七
十
三
番
ほ
か

七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

四
十
七
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
金
田

十
四
番
ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
殿
田

二
百
四
十
五
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
中
曽
根
字
中

組
百
四
十
五
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

八
十
四
番
ほ
か
三
筆 

一
七
八 

一
九
七 

三
、
六
二
七 

一
三
二
、
一
六
八 

一
、
八
四
三 

五
、
九
七
四 

一
、
九
九
六 

一
〇
、
六
九
五 

三
五 

二
、
四
二
三 

三
、
二
八
四 



 
 

           

森
田 

義
政 

松
本 

眞
一 

藤
﨑 

一
義 

福
田 

雄 

福
田 

栄 

長
島 

博 

長
島 

利
行 

長
島 

覚
十
郎 

長
澤 

之
幸 

田
辺 

英
男 

関
根 

芳
男 

埼
玉
県
東
松
山
市 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
七
十

八
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
八

反
町
二
千
三
百
四
十

六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

五
十
五
番
一
ほ
か
十

四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

百
二
十
三
番
一
ほ
か

十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

四
十
九
番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
四

登
リ
二
千
六
百
五
十

九
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
金
田

十
三
番
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
八

反
町
二
千
三
百
八
十

五
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
勝

後
田
二
千
四
百
五
十

四
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
南

沖
田
二
千
六
十
五
番

三 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
七
十
二
番
ほ
か

四
筆 

五
、
八
四
四 

一
、
五
六
三 

八
、
四
一
一 

八
、
二
八
六 

七
、
四
五
四 

九
三
二 

七
、
八
五
八 

二
、
六
四
五 

三
六
三 

二
五
三 

四
、
六
九
九 



 
 

           

増
田 

精
治 

福
田 

修
夫 

鈴
木 

誠
寿 

農
事
組
合
法
人
小

園
営
農
組
合 

白
須 

貴
裕 

報
徳
石
産
株
式
会

社 加
藤 

俊
生 

横
田 

吉
夫 

横
田 

郁
子 

横
田 

彰
夫 

矢
島 

篤
次 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉

戸
町 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉

戸
町 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉

戸
町 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
秩
父
郡
横
瀬

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉

戸
町
大
字
大
島
字
南

六
番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉

戸
町
大
字
佐
左
エ
門

千
六
百
八
十
四
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉

戸
町
大
字
才
羽
二
千

百
九
十
八
番
ほ
か
十

筆 埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
小
園
字
久
保

田
六
百
四
十
番
ほ
か

一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
堤
字
田
中
東

五
百
六
十
四
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
肥
土
字
東
川

原
二
百
二
十
七
番 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿

野
町
般
若
字
上
天
王

四
百
三
十
七
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
稲
荷

木
八
百
二
十
二
番
一

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
稲
荷

木
八
百
二
十
九
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

五
十
八
番
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
荒
子
字
関
根

千
百
八
十
八
番
ほ
か

一
筆 

六
、
二
一
六 

三
、
九
五
〇 

一
九
、
五
〇
二 

三
、
二
八
八 

三
、
三
二
四 

五
、
四
六
二 

一
、
八
九
七 

一
、
八
六
七 

二
二
四 

八
、
九
九
〇 

一
、
九
九
六 



二 

申
請
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
十
二
日
ま
で 

五 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
七
号 

 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

         

伊
藤 

寛 

伊
藤 

新
一 

伊
藤 

カ
ツ 

伊
藤 

和
好 

石
田 

紀
雄 

安
藤 

次
郎 

新
井 

敏 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

東
間
前
四
千
七
百
五

十
六
番
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
六
百
六
十
四
番

ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
二
百
五
十
五

番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
二
百
二
十
五

番 埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
下
四
千
三
百

六
十
五
番
一
ほ
か
二

筆 埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
下
四
千
三
百

五
十
三
番
ほ
か
十
五

筆 埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
百
二
十
七
番

ほ
か
四
筆 

所 

在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

九
〇
〇 

九
、
四
〇
〇 

七
、
三
八
四 

九
〇
〇 

三
、
九
一
一 

一
三
、
四
六
八 

五
、
二
六
三 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



 
 

           

小
峰 

一
夫 

小
峰 

綾
子 

河
野 

春
夫 

金
子 

幸
子 

金
子 

弘 

金
子 

宏 

金
子 

達
弥 

大
久
保 

智 

大
久
保 

英
一 

江
尻 
征
明 

伊
藤 

博 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
川
越
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

平
沼
千
三
百
九
十
九

番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

江
川
千
五
百
十
一
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
七
百
十
五
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
六
百
八
十
一
番

ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
上
四
千
四
百

三
十
八
番
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
下
四
千
三
百

五
十
番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
六
百
七
十
九
番

ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
六
百
五
十
四
番

ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
下
四
千
三
百

二
十
七
番 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
百
十
七
番
一

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
三
百
四
十
五

番 

二
、
〇
〇
〇 

二
、
五
〇
〇 

一
、
九
三
五 

七
、
二
八
八 

九
四
九 

九
、
〇
〇
〇 

六
、
五
七
三 

一
一
、
七
一
九 

七
五
一 

一
、
三
九
九 

六
〇
〇 



 
 

           

浪
江 

勝
次 

浪
江 

英
一 

永
田 

浩
一 

永
田 

和
夫 

都
築 

雅
彦 

都
築 

正
武 

都
築 

芳
明 

須
田 

八
重
子 

杉
山 

優
之 

杉
山 
起
司 

島
田 

家
次 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
下
四
千
三
百

七
十
番
ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
下
四
千
三
百

二
十
八
番
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

東
間
前
四
千
七
百
八

十
七
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
下
九
百
四
番
ほ
か

二
十
一
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
上
四
千
四
百

三
十
四
番 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
七
百
三
十
五
番

ほ
か
二
十
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
二
百
六
十
七

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
下
九
百
四
十
一
番

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
下
九
百
三
十
四
番

ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
七
百
六
番
ほ
か

八
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
百
七
十
五
番

ほ
か
七
筆 

一
二
、
二
五
二 

六
、
一
〇
〇 

一
、
九
三
六 

一
七
、
一
九
六 

一
、
一
八
二 

一
七
、
四
七
一 

二
、
八
四
二 

三
、
八
二
六 

七
、
三
六
九 

八
、
七
二
〇 

七
、
〇
〇
〇 



 
 

           

諸
井 

幸
雄 

森 

康
彦 

森 

幹
夫 

武
笠 

聖 

星
野 

和
夫 

平
野 

義
和 

蓜
島 

裕
夫 

蓜
島 

み
や
子 

蓜
島 

友
由 

蓜
島 
徹 

蓜
島 

堅
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
下
七
百
八
十
三
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
三
百
二
十
一

番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
七
百
三
番
ほ
か

五
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
下
七
百
七
十
六
番

一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
六
百
五
十
六
番

ほ
か
二
十
四
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
西
遊
馬
字

谷
中
道
下
四
千
三
百

八
十
五
番
一
ほ
か
一

筆 埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
二
百
六
十
四

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
八
十
九
番
一

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
六
百
十
三
番
ほ

か
七
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
百
五
十
九
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

平
沼
千
四
百
十
一
番

一
ほ
か
四
筆 

三
、
〇
〇
〇 

八
、
四
〇
〇 

六
、
〇
二
〇 

六
、
一
一
七 

二
三
、
三
〇
七 

二
、
〇
四
〇 

四
、
一
四
一 

一
、
五
七
八 

七
、
六
三
一 

二
、
七
〇
〇 

三
、
二
一
七 



 
 

           

小
沼 

孝
子 

小
沼 

悟 

久
保
田 

幸
雄 

久
保
田 

泰
彦 

鹿
島 

清
一 

鹿
島 

計
次 

氏
田 

髙
司 

新
井 

英
一 

株
式
会
社 

い
る

ま
野
ア
グ
リ 

湯
澤 

満 

湯
澤 

誠
司 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
富
士
見
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
野
中
四
百
二
十

三
番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
中
道
二
百
九
十

七
番
一
ほ
か
六
十
九

筆 埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
新
田
前
四
百
二

十
五
番
ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
野
中
四
百
二
十

二
番
三
ほ
か
十
五
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
新
田
前
四
百
五

十
番
ほ
か
十
七
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
野
中
四
百
二
番

一
ほ
か
十
八
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
野
中
四
百
二
十

番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
道
満
百
八
十
番

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
川
越
市
大
字

下
小
坂
字
上
谷
五
番

一
ほ
か
二
十
四
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
二
ツ
宮
字

大
野
千
百
九
番
ほ
か

一
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

西
区
大
字
土
屋
字
野

道
上
六
百
九
十
三
番

一
ほ
か
七
筆 

一
、
九
九
六 

四
五
、
〇
〇
〇 

六
、
六
九
一 

九
、
九
六
八 

一
三
、
〇
一
六 

一
六
、
一
八
三 

三
、
三
三
九 

三
、
六
九
八 

二
三
、
一
〇
〇 

一
、
五
三
三 

七
、
二
六
九 



 
 

           

相
沢 

一
雄 

吉
田 

卓
司 

廣
川 

隆
一 

鉢
須 

桂
一 

鈴
木 

惠 

鈴
木 

博 

笹
井 

平
三 

笹
井 

孝 

坂
上 

雅
男 

小
沼 
浩
之 

小
沼 

英
昭 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
四
十
四

番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
新
田
前
四
百
五

十
八
番
一
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
中
道
二
百
九
十

一
番
一
ほ
か
二
十
一

筆 埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
新
田
前
四
百
六

十
九
番
一
ほ
か
十
三

筆 埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
原
井
西
二
百
十

五
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
野
中
四
百
二
十

二
番
十
九
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
原
井
西
二
百
二

十
八
番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
原
井
西
二
百
三

十
九
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
原
井
西
二
百
三

十
八
番 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
原
井
西
二
百
十

三
番
ほ
か
八
十
八
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
下
増

田
字
落
水
三
百
五
十

一
番
ほ
か
四
十
一
筆 

八
、
六
二
二 

二
、
九
七
〇 

五
、
八
五
〇 

八
、
四
七
五 

五
、
四
五
〇 

二
、
九
九
四 

三
、
〇
四
二 

一
、
九
九
六 

九
八
一 

五
五
、
六
三
六 

三
〇
、
九
六
五 



 
 

           

襟
川 

幸
一 

襟
川 

昭
雄 

宇
津
木 

千
秋 

新
井 

健
夫 

秋
山 

茂 

青
山 

孝
雄 

相
澤 

喜
文 

相
澤 

正
彦 

相
澤 

文
夫 

相
沢 
英
男 

相
澤 

初
夫 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
二
十

四
番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
五
十

九
番
ほ
か
二
十
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

字
新
堀
外
八
百
二
番

三
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
五
十

一
番
一
ほ
か
十
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
麦
倉

字
本
村
南
四
百
九
十

九
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

字
下
大
道
上
千
百
二

十
八
番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
八
十

三
番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
三
百
七
十

二
番
二
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
二
百
二
十

六
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
三
十

五
番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
九
十
五

番
一
ほ
か
十
四
筆 

九
、
三
四
一 

三
〇
、
八
六
六 

一
、
四
四
四 

二
五
、
九
〇
二 

二
、
九
九
四 

一
、
四
九
九 

二
一
、
一
三
五 

八
、
一
一
九 

一
一
、
八
五
六 

二
一
、
五
五
一 

三
〇
、
八
七
三 



 
 

           
川
島 

清 

川
島 

克
次
郎 

鎌
田 

友
明 

株
式
会
社
は
ぎ
は

ら
農
園 

株
式
会
社
お
ぐ
ら

ラ
イ
ス 

金
子 

操 

金
子 

敏
一 

柿
沼 

ト
ヨ
子 

小
野
原 

新
吉 

小
川 

佳
夫 

岡
安 

晃
義 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
新
栄
千
五
十
二
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
七
十

六
番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
六
十

二
番 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
百
七
十
三
番

ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
飯
積

字
三
軒
千
九
百
五
十

一
番
ほ
か
十
八
筆 

埼
玉
県
加
須
市
麦
倉

字
本
村
南
五
百
二
番 

埼
玉
県
加
須
市
麦
倉

字
本
村
上
三
百
十
三

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
五
十

番 埼
玉
県
加
須
市
道
目

上
大
道
下
九
百
十
六

番
三
ほ
か
十
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
中
種

足
三
千
八
百
八
十
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

字
下
大
道
下
千
二
百

七
十
一
番
一
ほ
か
二

筆 

一
、
二
四
三 

四
、
三
三
九 

二
、
二
四
三 

一
四
、
二
五
四 

一
三
、
三
〇
七 

九
九
八 

二
、
六
五
九 

四
、
〇
五
一 

一
五
、
三
八
八 

三
、
八
九
九 

一
、
九
〇
九 



 
 

           

木
村 

博 

木
村 

俊
之 

木
村 

猛 

木
村 

成
幸 

木
村 

喜
一 

川
島 

克
夫 

川
島 

正
次 

川
島 

昇 

川
島 

孝
夫 

川
島 
作
一 

川
島 

憲
一 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
五
十

二
番
二 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
三
百
五
十

一
番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
二
百
三
十

八
番 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
四
百
九
十

番 埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
二
百
三
十

六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
二
十

一
番
四
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
新
栄
九
百
三
十
九

番
三 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
五
十

二
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
新
栄
九
百
二
十
六

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
六
十

一
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
五
十

三
番
ほ
か
二
十
六
筆 

五
、
〇
〇
〇 

一
二
、
二
六
五 

九
八
七 

四
、
四
〇
八 

八
六
〇 

二
、
四
九
九 

九
〇
八 

一
、
六
五
二 

四
、
六
〇
八 

五
、
九
三
三 

五
四
、
七
八
〇 



 
 

           

島
崎 

幸
夫 

佐
藤 

充
宏 

佐
藤 

益
弘 

佐
藤 

進 

佐
久
間 

光
夫 

斉
藤 

春
雄 

小
室 

ト
ク
子 

小
室 

常
八 

小
林 

弘
明 

小
島 
喜
雄 

木
村 

光
輝 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
五
十

四
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
飯
積

字
山
越
五
百
四
十
七

番
ほ
か
十
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
飯
積

字
五
反
田
八
百
五
十

番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
飯
積

字
須
賀
二
百
七
十
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
九
十

六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
種

足
五
千
三
百
八
十
八

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
麦
倉

字
本
村
上
三
百
十
八

番
一 

埼
玉
県
加
須
市
麦
倉

字
本
村
南
五
百
二
十

三
番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
新
栄
八
百
九
十
九

番
一
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
三
十

八
番 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
四
百
九
十

六
番
ほ
か
七
筆 

五
、
七
九
九 

一
一
、
四
五
九 

一
、
九
三
六 

一
、
九
九
六 

五
、
〇
九
八 

八
、
六
八
六 

三
〇
七 

二
、
五
九
五 

一
四
、
一
二
八 

三
、
〇
〇
〇 

七
、
一
七
六 



 
 

           

長
沼 

キ
ク 

田
中 

あ
さ
子 

竹
村 

勝
吉 

髙
橋 

幸
一 

須
藤 

泰
広 

須
藤 

福
市 

鈴
木 

茂
夫 

白
根 

金
明 

正
能 

利
一 

島
野 
忠 

島
野 

三
郎 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
上
尾
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
桶
川
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
新
栄
千
八
十
五
番

一 埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
八
十

一
番
四 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
五
番
ほ
か

十
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
六
十

三
番 

埼
玉
県
加
須
市
麦
倉

字
本
村
上
三
百
三
十

二
番
二 

埼
玉
県
加
須
市
麦
倉

字
本
村
上
三
百
二
十

番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
四
十

六
番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
六
十

六
番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
三
百
七
十

五
番 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
九
十

二
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
九
十
一

番 

一
、
〇
九
九 

一
、
九
〇
九 

二
〇
、
五
七
七 

一
、
四
二
〇 

二
七
六 

一
、
九
〇
一 

六
、
三
五
四 

一
二
、
二
六
四 

一
、
一
五
〇 

一
二
、
二
七
四 

二
〇
二 



 
 

           

橋
本 

光
男 

野
本 

松
男 

野
川 

良
翁 

長
浜 

美
津
江 

長
濵 

英
男 

長
濵 

壽 

長
濵 

留
治 

長
濵 

潔 

長
濵 

享
子 

長
浜 
章 

長
沼 

清 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
百
二
番
ほ
か

四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
六
十

七
番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
六
十

六
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
七
十

四
番
二 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
五
十

六
番
一
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
三
十

六
番
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
二
百
十
六

番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
三
十

七
番
ほ
か
十
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
二
百
三
十

三
番
二 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
七
十

三
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
新
栄
千
五
十
六
番

ほ
か
二
筆 

五
、
八
〇
二 

八
、
六
五
一 

二
、
四
一
三 

七
九
六 

二
三
、
一
一
三 

一
三
、
七
五
八 

一
〇
、
〇
四
九 

二
六
、
四
五
一 

三
四
五 

四
、
六
五
五 

一
、
〇
四
一 



 
 

           

矢
澤 

將
之 

本
澤 

仁
志 

村
山 

進 

夢
川 

博
朗 

夢
川 

和
幸 

松
本 

美
良 

松
本 

直
也 

松
本 

邦
男 

町
田 

薫 

蛭
間 
裕
一
郎 

長
谷
川 

公
也 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
五
十

五
番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
三
十

九
番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
四
十

六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
三
十
八
番

ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
二
十
四
番

一
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
四
十

番
ほ
か
十
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
三
百
六
番

一 埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
五
百
二
十

三
番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
八
十

六
番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
千
百
七
十

一
番 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
新
栄
九
百
八
十
四

番
一
ほ
か
一
筆 

一
九
、
七
三
五 

四
、
五
一
二 

二
、
九
三
四 

一
四
、
九
七
五 

一
〇
、
二
九
三 

三
一
、
〇
二
九 

一
、
九
七
〇 

七
、
九
〇
一 

五
、
〇
五
九 

二
、
四
六
一 

一
、
六
二
五 



 
 

           

栗
原 

近
夫 

久
保 

州
司 

大
澤 

平
次 

大
澤 

光
一 

今
成 

淳 

和
田 

孝
之 

若
旅 

弘 

吉
澤 

金
吾 

有
限
会
社
早
川
農

場 有
限
会
社
小
山
農

産 山
本 

啓
二 

埼
玉
県
行
田
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
久
喜
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
六
反
坪
五

百
七
十
二
番
ほ
か
二

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

喜
右
衛
門
新
田
字
北

町
千
八
百
五
十
六
番 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
掘
返
シ
千

二
百
六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

稲
子
字
稲
子
前
二
百

六
十
一
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
三
田
内
五

百
十
番
ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
飯
積

字
須
賀
二
百
七
十
四

番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
壱
町
畑
三
百
六
十

番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
七
十
一
番 

埼
玉
県
加
須
市
志
多

見
字
別
所
九
百
七
十

三
番
一
ほ
か
百
三
十

四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

字
明
願
寺
三
百
五
十

二
番
一
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
柳
生

字
庚
塚
千
三
十
五
番

一
ほ
か
八
筆 

七
、
八
四
四 

四
、
七
一
八 

四
、
三
七
八 

一
、
八
三
七 

一
一
、
八
〇
二 

二
、
三
四
二 

一
九
、
〇
七
三 

一
、
六
七
五 

二
三
五
、
七
二
〇 

一
二
、
一
六
三 

二
、
九
〇
八 



 
 

           

富
岡 

栄 

関
根 

ゆ
り
子 

関
根 

敏
郎 

関
根 

達
夫 

関
口 

房
男 

鈴
木 

孝 

渋
沢 

邦
之 

渋
生
田 

博
崇 

齋
藤 

雅
弘 

小
林 
容
彰 

小
林 

孝
充 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
合
四
百

二
十
番
一
ほ
か
十
二

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
六
反
坪
五

百
六
十
九
番
一
ほ
か

五
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
分
三
百

二
十
九
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
分
二
百

九
十
四
番
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
川
俣
字
寄
居
五
百

三
十
一
番 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

須
影
字
下
川
田
千
八

十
三
番
ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
六
反
坪
五

百
七
十
七
番
ほ
か
二

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
分
三
百

二
十
二
番
ほ
か
十
三

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
下
ケ
谷

戸
二
百
四
十
二
番
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

稲
子
字
稲
子
前
百
三

十
四
番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
六
反
坪
五

百
二
十
八
番
ほ
か
十

二
筆 

一
一
、
三
九
八 

一
〇
、
九
一
三 

一
三
、
六
〇
九 

一
三
、
三
〇
〇 

七
四
五 

九
、
八
六
一 

四
、
五
一
八 

二
六
、
五
六
一 

五
、
〇
六
七 

一
一
、
二
八
五 

二
三
、
七
八
九 



 
 

           

高
田 

盛
司 

髙
田 

正
弘 

髙
田 

真
治 

髙
田 

昭
夫 

荻
野 

哲
也 

町
田 

淳 

増
田 

利
夫 

増
田 

恵
三 

増
田 

一
幸 

福
地 

久
一 

富
岡 

丈
治 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
越
谷
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
羽
生
市 

埼
玉
県
深
谷
市
田
谷

字
戸
森
前
三
番
一
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
高
畑

字
南
三
百
六
十
三
番

一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
高
畑

字
南
三
百
六
十
六
番

ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
戸
森

字
舟
橋
七
百
二
十
五

番 埼
玉
県
深
谷
市
上
敷

免
字
本
田
八
百
七
十

六
番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
手
子
林
字
新
田
二

千
六
百
八
十
九
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

中
手
子
林
字
八
反
二

千
三
百
六
十
四
番
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

下
手
子
林
字
北
耕
地

四
千
八
十
八
番
ほ
か

五
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
川
俣
字
道
畑
百
三

十
九
番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

百
四
十
七
番 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
分
二
百

三
十
五
番
ほ
か
二
十

三
筆 

六
、
〇
九
一 

五
、
一
七
六 

六
、
九
四
五 

一
、
〇
〇
一 

二
、
六
七
二 

九
四
三 

一
〇
、
五
六
〇 

二
二
、
二
八
一 

五
八
八 

九
九
一 

三
五
、
七
五
三 



 
 

           

小
林 

成
德 

小
林 

一
夫 

石
井 

栄
一 

新
井 

日
登
志 

株
式
会
社 

い
る

ま
野
ア
グ
リ 

小
林 

隆 

株
式
会
社
Ｃ
Ｔ
Ｉ

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア 

森 

徳
弘 

福
田 

幸
久 

萩
原 
務 

髙
橋 

春
輝 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
富
士
見
市 

埼
玉
県
久
喜
市 

東
京
都
中
央
区 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
千

二
百
二
十
六
番
一
ほ

か
十
七
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
二
十
五
番
ほ
か
八

筆 埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
五
十
四
番
一
ほ
か

六
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
千

十
八
番
一
ほ
か
十
七

筆 埼
玉
県
富
士
見
市
大

字
針
ケ
谷
字
中
通
三

百
三
十
八
番
一
ほ
か

十
六
筆 

埼
玉
県
久
喜
市
高
柳

字
新
田
三
百
三
十
六

番 埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
柴
山
枝
郷
字
神
ノ

木
千
四
百
四
十
四
番

一
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
田
谷

字
戸
森
前
二
十
二
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
戸
森

字
舟
橋
七
百
三
十
九

番
三
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
上
敷

免
字
本
田
八
百
七
十

四
番 

埼
玉
県
深
谷
市
矢
島

字
株
木
一
番
ほ
か
百

九
十
八
筆 

八
、
二
二
四 

五
、
三
七
五 

五
、
一
二
八 

一
〇
、
三
一
〇 

一
二
、
七
四
四 

一
、
七
二
五 

二
、
四
四
四 

一
、
九
六
九 

六
、
八
一
七 

六
四
一 

一
七
八
、
九
二
三 



 
 

           

森
本 

勉 

竹
内 

將
美 

田
口 

実 

渋
谷 

良
雄 

篠
﨑 

良
明 

篠
﨑 

信
英 

小
峯 

貞
夫 

小
林 

守 

小
林 

稔
和 

小
林 

正 

小
林 

孝
行 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
千

七
十
一
番
一
ほ
か
十

一
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
十
六
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
五
十
六
番
一 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
千

百
八
十
九
番
一 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
千

百
七
十
八
番
四
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
四
十
一
番
一
ほ
か

九
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
千

九
十
番
一
ほ
か
十
五

筆 埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
千

百
九
十
九
番
一
ほ
か

十
二
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
七
十
八
番
一
ほ
か

十
六
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
八

百
八
十
五
番
ほ
か
七

筆 埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
七
十
六
番
一
ほ
か

四
筆 

六
、
〇
八
八 

三
、
五
九
五 

九
四
七 

九
四
四 

一
二
一 

六
、
三
七
三 

八
、
六
九
五 

一
〇
、
〇
八
五 

一
二
、
三
一
七 

五
、
五
七
一 

三
、
〇
五
四 



 
 

           

石
原 

吉
明 

荒
木 

輝
雄 

青
木 

猛 

堀
口 

清
二 

農
事
組
合
法
人
と

き
が
わ 

粟
田 

秀
彦 

大
河
内 

基
行 

農
事
組
合
法
人 

吉
川
糧
農 

有
限
会
社
神
扇
農

業
機
械
化
セ
ン
タ

ー 渡
邉 
敏
行 

渡
邊 

高
資 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
比
企
郡
と
き

が
わ
町 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂

山
町 

埼
玉
県
川
越
市 

埼
玉
県
吉
川
市 

埼
玉
県
幸
手
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
蓮
田
市 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
愛

染
三
百
四
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
諏

訪
ノ
木
四
百
六
十
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
下

田
三
百
四
十
九
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
沼
上
字
下
四

条
島
九
百
六
十
六
番

一
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
と
き

が
わ
町
大
字
五
明
字

風
沢
三
番
ほ
か
十
九

筆 埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂

山
町
大
字
市
場
字
三

境
千
百
二
十
四
番
ほ

か
三
十
二
筆 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市

川
崎
字
東
谷
四
百
四

十
四
番
ほ
か
十
六
筆 

埼
玉
県
吉
川
市
大
字

上
内
川
字
上
中
道
百

二
十
五
番
一
ほ
か
二

百
七
十
三
筆 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字

神
扇
字
吉
羽
下
千
四

番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
六
番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

上
平
野
字
鐘
撞
堂
九

百
七
番
一
ほ
か
一
筆 

一
、
四
〇
一 

一
、
一
四
三 

一
、
六
四
二 

七
、
三
三
三 

一
六
、
〇
二
〇 

三
八
、
四
二
五 

一
五
、
一
七
〇 

二
一
五
、
九
二
一 

七
、
一
四
〇 

五
、
二
四
三 

五
八
三 



 
 

           

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ム
い
り 

株
式
会
社
関
口
牧

場 株
式
会
社
関
東
地

区
昔
が
え
り
の
会 

折
茂 

唯
久 

荻
野 

浩 

大
畠 

勝 

大
畠 

茂 

岩
井 

儀
雄 

今
井 

眞
一 

井
上 

良
夫 

伊
藤 

勝
行 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 群
馬
県
高
崎
市 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

花
軒
道
下
九
十
五
番

二
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

五
反
田
三
百
五
十
九

番 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

花
軒
道
下
七
十
九
番

三
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字

ケ
谷
戸
七
百
九
十
四

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
下

田
三
百
四
十
一
番
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
植
竹
字
上
下

田
百
五
十
七
番
ほ
か

五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
植
竹
字
蟹
田

四
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
産

塚
二
百
十
五
番
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

鍬
先
三
百
七
十
三
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

稲
荷
林
二
番
一
ほ
か

六
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

花
軒
百
六
十
三
番
ほ

か
一
筆 

二
一
、
六
四
〇 

三
、
〇
九
七 

二
、
二
九
三 

三
、
二
四
〇 

三
、
二
九
八 

八
、
三
四
二 

一
、
一
三
四 

二
、
九
四
九 

一
、
三
七
六 

一
三
、
四
二
六 

三
、
六
一
三 



 
 

           

清
水 

宋
也 

塩
川 

充
夫 

坂
本 

洋
樹 

坂
本 

勝
行 

小
林 

幸
雄 

小
林 

光
男 

小
林 

正
明 

小
暮 

豊
樹 

倉
林 

基
壽 

木
村 

幸
広 

木
口 

和
久 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
中

田
三
百
七
十
八
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
諏

訪
ノ
木
四
百
四
十
九

番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
愛

染
三
百
八
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

村
東
三
百
六
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

五
反
田
三
百
五
十
八

番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

稲
荷
林
一
番
一
ほ
か

五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

鍬
先
三
百
六
十
七
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
諏

訪
ノ
木
四
百
四
十
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
東
北

原
八
百
十
五
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
下

田
三
百
五
十
八
番
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
中
北

原
七
百
九
番
ほ
か
五

筆 

一
、
七
三
〇 

五
、
一
七
八 

一
、
一
六
七 

一
、
五
七
一 

二
、
六
一
二 

九
、
四
三
四 

一
、
〇
一
四 

二
、
九
〇
一 

九
五
二 

六
、
三
四
二 

七
、
二
六
〇 



 
 

           

中
澤 

萬
喜
夫 

中
澤 

省
三 

中
井 

健
一 

冨
澤 

元
喜 

柘
植 

和
夫
エ
リ

オ 筑 

幸
広 

田
島 

文
雄 

関
根 

豊 

須
藤 

豊
久 

杉
村 
晃 

須
川 

朋
和 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

稲
荷
林
二
十
九
番
二 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
下

六
処
百
十
五
番
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
下
羽

倉
千
九
百
六
番
一
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
北
塚

原
百
四
十
一
番
ほ
か

八
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

山
王
前
百
四
十
二
番

一
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
上
前

田
二
千
四
百
四
十
八

番 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
東
北

原
八
百
三
十
六
番
一

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

村
東
二
百
九
十
二
番

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
保
木

野
境
九
百
七
十
八
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
下

田
三
百
十
八
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
池
田
字
海
老

ケ
久
保
三
百
二
十
八

番
ほ
か
五
十
五
筆 

一
、
二
四
三 

一
四
、
五
〇
三 

五
、
六
二
一 

六
、
一
九
七 

一
三
、
三
七
九 

一
、
一
四
二 

一
、
五
一
二 

一
一
、
三
一
〇 

二
、
二
四
二 

六
八
四 

七
三
、
一
八
〇 



 
 

           

内
田 

勤 

ひ
び
き
の
農
産
株

式
会
社 

齊
藤 

博
秋 

横
山 

茂
治 

山
口 

明
男 

山
口 

堅
司 

矢
島 

實 

報
徳
石
産
株
式
会

社 福
田 

一 

根
岸 

一
郎 

西
口 

学 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町 埼
玉
県
本
庄
市 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
洞
尻

二
百
六
十
三
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
七
本
木
字
愛

宕
耕
地
千
四
百
八
十

七
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
七
本
木
字
愛

宕
耕
地
千
四
百
八
十

七
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字

ケ
谷
戸
七
百
九
十
六

番 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
丑

ケ
谷
戸
四
百
五
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
愛

染
二
百
六
十
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
下
前

田
千
五
百
十
九
番
一

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
四
軒
在
家
字

降
り
松
三
百
七
十
五

番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
諏

訪
ノ
木
四
百
五
十
八

番 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
植
竹
字
下
ノ

下
田
百
八
十
四
番
ほ

か
六
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
元
阿
保
字
下

六
処
百
四
十
四
番
ほ

か
三
筆 

六
一
六 

一
五
五 

一
五
五 

一
、
三
九
三 

一
、
〇
九
九 

一
、
八
二
五 

三
、
五
八
五 

一
七
、
八
五
一 

二
、
三
八
五 

一
二
、
二
一
五 

七
、
一
三
八 



二 

認
可
年
月
日

 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

 

    

野
辺 

一
夫 

農
事
組
合
法
人
ト

ー
ワ
フ
ァ
ー
ム 

農
事
組
合
法
人
小

園
営
農
組
合 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ

ー 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町 埼
玉
県
川
越
市 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
鶴
巻

二
千
六
百
五
十
八
番

一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
洞
尻

二
百
八
十
八
番
ほ
か

一
筆 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
小
園
字
宮
田

六
百
四
番
ほ
か
四
十

九
筆 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
普
光

寺
東
千
八
百
九
番 

一
、
八
九
五 

五
、
四
四
二 

六
四
、
二
三
四 

一
、
五
七
四 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
八
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月

十
二
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
入
間
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
九
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月

十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
東
松
山
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十

八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
久
喜
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号 

 
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
六
十
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
十
三

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
鴻
巣
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月

十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
飯
能
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
三

月
二
十
二
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月

十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
六

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号
で
告
示
し
た
深
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

深
谷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

深
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
深
谷
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
六
十
一
年
三
月
十
八
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八 

 
 

 
 

十
二
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八 

 
 

 
 

十
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百 

 
 

 
 

七
十
四
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号
、
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
四
百
四
十
六
号
、
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
五
号
及
び
平
成
二
十
八 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
の
事
業
地
に
深
谷
市
上
原
字
久
保
、
字
久
保
東
、
字 

 
 

 
 

大
杉
、
字
大
林
、
字
北
条
、
字
後
、
字
里
見
、
字
東
、
字
中
、
字
西
、
字
前
原
及
び
字 

 
 

 
 

中
里
、
田
中
字
蕪
戒
戸
、
字
沢
口
、
字
恋
戒
戸
及
び
字
前
中
里
並
び
に
畠
山
字
押
堀
、 

 
 

 
 

字
山
ノ
神
、
字
若
宮
、
字
川
端
、
字
塚
原
、
字
五
所
、
字
台
、
字
荒
屋
敷
、
字
檜
木
、 

 
 

 
 

字
五
ヶ
所
、
字
金
井
、
字
如
意
、
字
小
林
、
字
八
幡
、
字
梅
井
、
字
西
川
、
字
富
士
ノ 

 
 

 
 

腰
、
字
山
中
、
字
荒
井
、
字
淵
ノ
上
、
字
株
木
、
字
箱
崎
、
字
栗
坪
及
び
字
田
島
地
内 

 
 

 
 

に
お
い
て
事
業
地
を
追
加
し
、
田
中
字
祐
門
寺
、
字
的
場
及
び
字
新
田
地
内
に
お
い
て 

 
 

 
 

事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 



 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号 

 
埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
（
東
松
山
駐
在
）
内
の
項
中
「
並
び
に
秩
父
郡
東
秩
父

村
」
を
「
、
秩
父
郡
横
瀬
町
、
皆
野
町
、
長 

町
、
小
鹿
野
町
及
び
東
秩
父
村
、
児
玉
郡
美
里
町
、

神
川
町
及
び
上
里
町
並
び
に
大
里
郡
寄
居
町
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー

内
の
項
及
び
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
（
秩
父
駐
在
）
内
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
で
告
示
し
た
児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

美
里
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
美
里
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
三
月
四
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
、
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百 

 
 

 
 

九
号
、
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号
及
び
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
二
百
六
十
三
号
の
事
業
地
に
美
里
町
大
字
北
十
条
字
下
川
原
、
字
鍛
冶
屋
、
字
宮 

 
 

 
 

前
、
字
東
畑
、
字
重
、
字
前
田
及
び
字
西
畑
、
大
字
南
十
条
字
前
田
、
字
南
曲
輪
、
字 

 
 

 
 

前
畑
、
字
東
畑
、
字
北
根
、
字
南
、
字
歌
舞
伎
、
字
渕
ノ
上
及
び
字
石
川
曲
輪
、
大
字 

 
 

 
 

沼
上
字
水
殿
、
字
大
白
、
字
久
保
、
字
北
川
原
、
字
上
宿
、
字
中
宿
、
字
下
宿
、
字
田 

 
 

 
 

中
、
字
堀
之
内
、
字
南
、
字
西
川
原
、
字
新
田
、
字
赤
見
谷
戸
、
字
天
水
及
び
字
宮
上 

 
 

 
 

並
び
に
大
字
広
木
字
後
山
王
、
字
洞
魂
渕
、
字
壱
出
井
、
字
雨
坪
池
、
字
山
王
及
び
字 

 
 

 
 

川
原
を
加
え
、
大
字
下
児
玉
字
台
、
字
十
二
丁
、
字
山
根
、
字
中
山
、
字
後
田
、
字
川 

 
 

 
 

原
崎
東
、
字
川
原
崎
西
、
字
寺
前
、
字
金
鑽
東
、
字
宮
ヶ
谷
戸
、
字
熊
谷
後
、
字
熊
谷 

 
 

 
 

及
び
字
西
北
山
、
大
字
阿
那
志
字
天
神
、
字
下
十
條
前
及
び
字
伊
勢
宮
並
び
大
字
北
十 

 
 

 
 

條
字
稲
荷
面
を
削
り
、
大
字
小
茂
田
字
三
反
畑
及
び
字
下
児
玉
東
、
大
字
下
児
玉
字
村 

 
 

 
 

西
、
字
殿
ヶ
谷
戸
、
字
村
東
及
び
字
村
後
並
び
に
大
字
阿
那
志
字
下
十
條
、
字
川
原
及 

 
 

 
 

び
字
川
原
前
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
深
谷
市
か
ら
寄
居
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係

る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号 

 
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号
（
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
禁
止
地
域

等
の
指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

第
一
号
イ
中
「
越
谷
市
、
川
口
市
」
を
「
川
口
市
、
越
谷
市
、
熊
谷
市
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑼

中
「
荒
川
大
橋
」
を
「
比
企
郡
滑
川
町
地
内
の
熊
谷
市
と
の
境
界
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中 

を
削

り
、 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
号
ニ
中
⑸
を
削
り
、
⑹
を
⑸
と

し
、
⑺
か
ら 

ま
で
を
⑹
か
ら
⑼
ま
で
と
す
る
。 

 

第
三
号
中
「
越
谷
市
、
川
口
市
」
を
「
川
口
市
、
越
谷
市
、
熊
谷
市
」
に
改
め
る
。 

(30) 

 

 

 

 

 

(31) 

 

 

 

 

 

(40) 

 

 

 

 

 

(10) 

 

 

 

 

 

(29) 

 

 

 

 

 

(39) 

 

 

 

 

(29) 

 

 

 

 

 

(30) 

 

 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
号 

 
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日 

二 

処
分
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
建
築
士
の
別
及
び
登
録
番
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

戒
告 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

建
築
士
法
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
講
習
を
期
間
内
に
受
講
し
な
か
っ
た
。 

小
森 

豊
政 

馬
場 

和
久 

小
林 

一 

細
沼 

宣
章 

 

氏

名 

二
級
建
築
士 

二
級
建
築
士 

二
級
建
築
士 

二
級
建
築
士 

建

築

士

の

別 

埼
玉
県
知
事
登
録
第
一
九
八
八
四
号 

埼
玉
県
知
事
登
録
第
一
八
四
二
二
号 

埼
玉
県
知
事
登
録
第
一
二
九
四
三
号 

埼
玉
県
知
事
登
録
第
一
五
五
九
九
号 

登

録

番

号 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
（
会
計
管
理
者
事
務
の
一
部
委
任
に
つ
い
て
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

別
表
第
一
第
七
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

八 

出
納
員
の
所
属
す
る
課
等
に
係
る
公
共
料
金
に
つ
い
て
私
人
に
支
出
の
事
務
を
委
託
し
た 

 
 

場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
算
調
書
等
の
提
出
を
受 

 
 

け
る
こ
と
。 

別
表
第
一
第
八
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

警
察
本
部
の
課
等
に
係
る
公
共
料
金
に
つ
い
て
私
人
に
支
出
の
事
務
を
委
託
し
た
場
合
に 

 
 

お
い
て
、
規
則
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
算
調
書
等
の
提
出
を
受
け
る
こ 

 
 

と
。 

別
表
第
一
第
十
三
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

八 

出
納
員
の
所
属
す
る
所
轄
所
に
係
る
公
共
料
金
に
つ
い
て
私
人
に
支
出
の
事
務
を
委
託
し 

 
 

た
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
算
調
書
等
の
提
出
を 

 
 

受
け
る
こ
と
。 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

田 

隆 

弘 

  



 

深
谷
嵐
山
線 

路
線
名 

深
谷
市
田
中
字
木
株
二
一
〇
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
田
中
字
木
株
二
一
三
六
番
二
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

（
午
後
二
時
） 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
二
十
三
号
で
告
示
し
た
道
路
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 備 

 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

澤 
 

 

隆 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

行
田
市
停
車
場
酒
巻
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

行
田
市
大
字
谷
郷
字
新
田
二
〇
七
一

番
一
地
先
か
ら 

行
田
市
大
字
斉
條
字
樋
ノ
口
一
三
二

八
番
一
地
先
ま
で 

行
田
市
大
字
谷
郷
字
上
谷
二
四
五
六

番
一
地
先
か
ら 

行
田
市
大
字
斉
條
字
江
中
子
一
一
一

三
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

八
・
一
〇
～ 

 
 

 

四
九
・
五
〇 

六
・
〇
〇
～ 

 
 

 

一
七
・
四
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
七
四
九
・
五
七 

二
三
五
三
・
八
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

旧
Ａ
の
一
部
は
行
田
市
に
引
継
ぐ
。 

他
の
一
部
は
県
道
熊
谷
羽
生
線
と
し

て
管
理
す
る
。 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

長
谷
部 

進 

一 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

春
日
部
久
喜
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



      

 

  

旧
新
Ｂ 

        
 
 
 
 

ぉ
お 

  
 

 

旧
Ａ 

 
 

 

旧 

新 

別 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
和
戸
字
芝
原

一
三
四
六
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
国
納
字
横
町
六
八
一
番
一
地
先

ま
で 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
和
戸
字
芝
原

一
三
七
〇
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
国
納
字
横
町
六
八
一
番
四
地
先

ま
で 

 

区 
 
 
 

間 

  
 

一
六
・
〇
〇
～ 

 
 
 
 

三
一
・
〇
三 

   
 

八
・
三
六
～ 

 
 
 
 

一
一
・
五
三 

  
 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

二
二
四
・
〇
〇 

  

一
六
一
・
七
〇 

 
 
 

延 
 
 
 

長 

 
 
 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
Ａ
は
宮
代
町
道
と
し
て
引
き
継
ぐ
。 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 
 

 
 

一 

建
築
協
定
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
十
一
番
三
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
五
次
建
築
協
定
委
員
会 

委
員
長 

松
島 

慎
次 

二 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
四
十
三
番
三
百
八
十
一
他
五
十
四
筆 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
八
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工
事

に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等
の

契
約
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
平
成
三
十
一
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委

任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 
 
 
 

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。 

二 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

ロ 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
第

百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
締
結

す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

ハ 

埼
玉
県
企
業
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五

十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設
工
事
請
負

等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号
）
第

十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
格
者

名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

ニ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
企
業
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等

の
措
置
要
領
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

ホ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
埼
玉
県
企
業
局
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排

除
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

ヘ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

⑴ 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
て
い
な
い
者 



⑵ 

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日

と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観
的

事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
な
い
者 

⑶ 
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行

っ
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑷ 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
行
っ
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑸ 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行

っ
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

ト 

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

チ 

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

リ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
公
営
企
業
管
理
者
が
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
者 

三 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

イ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値 

ロ 

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高 

ハ 

自
己
資
本
の
額 

四 

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間 

 
 
 
 

入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
五
号 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
（
埼
玉
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
の
う
ち
病
院
事

業
管
理
者
が
定
め
る
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
（
埼
玉
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
の
う
ち
病
院
事

業
管
理
者
が
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

表
特
別
病
室
の
使
用
の
項
中
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
六

四
〇
円
」
を
「
八
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
五
六
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
「
五
、
四

〇
〇
円
」
を
「
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
三
二
〇
円
」
を
「
四
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、

七
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
一
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
六
〇

〇
円
」
に
改
め
、
病
院
が
表
示
す
る
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
診
察
の
項
中
「
八
、
六
四

〇
円
」
を
「
八
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
非
紹
介
患
者
の
初
診
の
項
中
「
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
、

七
五
〇
円
」
に
、
「
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
入
院
期
間
が
百
八
十
日

を
超
え
た
日
以
後
の
入
院
の
項
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
身
体
検
査
（
試

験
検
査
を
除
く
。
）
の
項
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反

応
検
査
及
び
予
防
接
種
の
項
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。 

 

表
中
短
期
入
所
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
金
額
の
改
定
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
七
号 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
選
管
告

示
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
八
号 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼

玉
県
選
管
告
示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
九
号 

 
平
成
三
十
一
年
四
月
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
さ
い
た
ま
市
議
会
議
員
一

般
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
順
序
は
次
の
と
お
り
と
し
、
開
票
は
同
時
に
行
う
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙 

二 
 

さ
い
た
ま
市
議
会
議
員
一
般
選
挙 

 

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
投
票
用
紙
を
同
時
に
交
付
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
号 

 
平
成
三
十
一
年
四
月
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
つ
き
発
行
す
る
選
挙
公
報
の

掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 
 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

午
後
七
時 

二 
 

場
所 

 

埼
玉
県
庁
本
庁
舎
庁
議
室 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号 

 
平
成
三
十
一
年
四
月
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
つ
き
、
選
挙
会
の
区
域
と
開

票
区
の
区
域
が
同
一
で
あ
る
次
の
選
挙
区
に
お
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
号
）
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
開
票
の
事
務
は
選
挙
会
場
に
お
い
て
選
挙
会
の

事
務
に
併
せ
て
行
う
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

細 

田 
 

德 

治 

 

南
第
一
区 

草
加
市
、
南
第
二
区 

川
口
市
、
南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区
、
南
第
四
区 

さ

い
た
ま
市
北
区
、
南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
、
南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
、
南
第

七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区
、
南
第
八
区 
さ
い
た
ま
市
桜
区
、
南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和

区
、
南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区
、
南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区
、
南
第
十
二
区 

さ
い

た
ま
市
岩
槻
区
、
南
第
十
四
区 

桶
川
市
、
南
第
十
五
区 

北
本
市
、
南
第
十
六
区 

鴻
巣
市
、

南
第
十
七
区 

志
木
市
、
南
第
十
八
区 

新
座
市
、
南
第
十
九
区 

蕨
市
、
南
第
二
十
区 

戸
田

市
、
南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市
、
南
第
二
十
二
区 

和
光
市
、
西
第
一
区 

所
沢
市
、
西
第
二
区 

入
間
市
、
西
第
三
区 

飯
能
市
、
西
第
四
区 

狭
山
市
、
西
第
六
区 
富
士
見
市
、
西
第
七
区 

川

越
市
、
西
第
八
区 

日
高
市
、
西
第
十
区 

坂
戸
市
、
西
第
十
一
区 

鶴
ヶ
島
市
、
北
第
一
区 

秩

父
市
、
北
第
五
区 

熊
谷
市
、
東
第
一
区 

行
田
市
、
東
第
二
区 

羽
生
市
、
東
第
三
区 

加
須

市
、
東
第
四
区 

久
喜
市
、
東
第
五
区 

蓮
田
市
、
東
第
七
区 

春
日
部
市
、
東
第
八
区 

越
谷

市
、
東
第
九
区 

八
潮
市
、
東
第
十
区 

三
郷
市 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号 

 
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
さ
い
た
ま
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
を
次
に
よ
り
同
時
に
行
う
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 
 

德 

治 

一 

選
挙
期
日 
平
成
三
十
一
年
四
月
七
日 

二 

選
挙
す
べ
き
議
員
数 

 

イ 

埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議
員
数 

 
 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
人 

 
 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
人 

 
 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
人 

 
 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
二
人 

 
 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
人 

 
 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 

南
第
十
六
区 

鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
人 

 
 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
人 

 
 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
人 

 
 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
人 

 
 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 



 
 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 
西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
人 

 
 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

西
第
九
区 
毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ヶ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 

一
人 

 
 

 

北
第
一
区 

秩
父
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長

町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

一
人 

 
 

 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
人 

 
 

 

北
第
五
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
人 

 
 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
人 

 
 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
人 

 
 

 

東
第
九
区 

八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人 

 
 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人 

 
 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 
 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
人 

 

ロ 

さ
い
た
ま
市
議
会
議
員
一
般
選
挙 

 
 

 

選
挙
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

議
員
数 

 
 

 

西
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
人 

 
 

 

北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
人 

 
 

 

大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
人 

 
 

 

見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
人 

 
 

 

中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
人 



 
 

 

桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
人 

 
 

 

浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
人 

 
 

 

南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
人 

 
 

 
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
人 

 
 

 

岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
人 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
三
号 

 
平
成
三
十
一
年
四
月
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長

に
事
故
が
あ
り
、
又
は
欠
け
た
場
合
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

細 

田 
 

德 

治 

      



                                  

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南

区 南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦

和
区 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜

区 南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中

央
区 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見

沼
区 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北

区 南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西

区 南
第
二
区 

川
口
市 

南
第
一
区 

草
加
市 

 

選 
 

挙 
 

区 
 

名 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一
丁
目
九
番
一
五
号 

一
三
〇
六 

さ
い
た
ま
市
南
区
太
田
窪
二
丁
目
一
八
番
一
七
号 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
美
園
東
一
―
五
―
二
四 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
東
仲
町
一
七
―
一
〇 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

さ
い
た
ま
市
桜
区
町
谷
四
―
十
二
―
七 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
二
―
五
―
一
〇 

さ
い
た
ま
市
桜
区
宿
一
一
〇
―
四 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

さ
い
た
ま
市
中
央
区
本
町
東
二
丁
目
二
番
四
号 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
堀
崎
町
五
三
三
番
地
一
〇 

さ
い
た
ま
市
中
央
区
八
王
子
二
丁
目
六
番
二
号 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
堀
の
内
町
三
丁
目
三
七
番
地
二 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
南
中
丸
一
七
一
番
地
一
五 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
島
町
一
一
一
五
番
地
三
四 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
蓮
沼
九
一
三
番
地
三 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三
橋
四
丁
目
八
二
六
番
地
五 

さ
い
た
ま
市
西
区
大
字
高
木
一
三
四
一
番
地
二 

さ
い
た
ま
市
北
区
東
大
成
町
一
丁
目
一
八
九
番
地 

さ
い
た
ま
市
西
区
大
字
土
屋
五
〇
七
番
地
一
一 

さ
い
た
ま
市
西
区
大
字
佐
知
川
一
五
三
三
番
地
一
六 

川
口
市
鳩
ヶ
谷
本
町
三
―
八
―
一 

川
口
市
青
木
四
―
一
三
―
一 

草
加
市
氷
川
町
八
一
五
番
地 

草
加
市
新
里
町
一
三
一
六
番
地 

住 
 

 
 

 

所 

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者 

住 
 

 
 

 

所 

選 
 

 

挙 
 

 

長 

松

井

雅

之 

小

宮

義

夫 

増

田

邦

彦 

利

根

 

昇 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

立

石

弘

之 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

池

田

智

二 

土

橋

貞

夫 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

西

村

 

徹 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

森
田 

金
哉 

増

岡

一

夫 

杉

山

 
誠 

川

上

正

利 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

阿

久

津

基 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

柳

橋

 

毅 
石

塚

 

眞 

関

根

 

晋 

松

村

文

男 

神

田

正

一 

松

田

邦

彦 

昼

間

英

司 

岩

澤

勝

德 

本

多

惠

子 

鈴

木

眞

治 

氏 
 

名 

氏 
 

名 



                                  

西
第
三
区 

飯
能
市 

西
第
二
区 

入
間
市 

西
第
一
区 

所
沢
市 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

南
第
十
六
区 

鴻
巣
市 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈

町 南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市

岩
槻
区 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市

緑
区 

飯
能
市
大
字
青
木
一
七
一
番
地
一
一 

飯
能
市
大
字
上
直
竹
下
分
九
八
番
地
二 

入
間
市
東
藤
沢
五
丁
目
七
番
二
三
号 

入
間
市
大
字
上
谷
ケ
貫
五
三
五
番
地
二 

所
沢
市
花
園
三
丁
目
二
三
七
九
番
地
の
一
九 

所
沢
市
宮
本
町
一
丁
目
七
番
七
号 

和
光
市
西
大
和
団
地
一
―
三
―
五
〇
六 

和
光
市
白
子
二
―
一
四
―
一
二 

朝
霞
市
本
町
一
―
一
八
―
三
四 

朝
霞
市
東
弁
財
二
―
一
一
―
二
四 

戸
田
市
大
字
新
曽
一
〇
二
〇
番
地 

戸
田
市
大
字
新
曽
一
七
四
〇
番
地
の
一 

蕨
市
錦
町
二
丁
目
一
九
番
三
六
号 

蕨
市
北
町
二
丁
目
三
番
六
号 

新
座
市
大
和
田
五
丁
目
二
番
二
五
号 

新
座
市
石
神
五
丁
目
四
番
三
〇
号 

志
木
市
上
宗
岡
四
―
一
六
―
三
二 

志
木
市
柏
町
二
―
一
五
―
二
二 

鴻
巣
市
広
田
三
二
一
七
番
地 

鴻
巣
市
原
馬
室
四
一
八
番
地
の
三 

北
本
市
二
ツ
家
一
丁
目
三
七
四
番
地 

マ
リ
オ
ン
北

本
七
〇
一 

北
本
市
荒
井
一
丁
目
七
七
番
地 

桶
川
市
下
日
出
谷
一
七
二
―
一 

桶
川
市
川
田
谷
五
一
五
三
―
二 

上
尾
市
仲
町
二
丁
目
八
番
三
号 

上
尾
市
大
字
今
泉
二
五
五
番
地
六 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
東
町
一
丁
目
五
番
二
〇
号 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
東
町
二
丁
目
三
番
三
一
号 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
本
宿
一
八
九
番
地 

さ
い
た
ま
市
南
区
沼
影
二
―
一
二
―
三
―
六
―
三
〇
四

 

さ
い
た
ま
市
緑
区
原
山
一
―
二
二
―
二
―
七
〇
一 

岡

部

 

悟 

島

田

和

孝 

住

永

保

博 

瀧

澤

啓

次 

松

﨑

時

幸 

竹

内

利

明 

庄

子

ミ

エ 

浪

間

 

曻 

加

藤

洋

子 

細

田

昭

司 

大

山

賀

市 

駒

崎

恭

子 

須

田

信

孝 

中

村

和

雄 

加

藤

文

保 

鈴

木

 

茂 
星

野

貞

明 

廣

島

直

子 

新

井

公

平 

福

田

英

機 

坂

田

拓

實 

新

井

保

好 

中

村

 

清 

柳

川

達

郎 

鈴

木

 

博 

日

水

正

敏 

（
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

沼

尻

裕

一 

（
四
月
一
日
か
ら
） 

関

根

和

彦 

櫻

井

 

隆 

阿

部

幸

子 

花
岡
能
理
雄 



                                  

北
第
五
区 

熊
谷
市 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里

町
・
寄
居
町 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川

町
・
上
里
町 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野

町
・
長

町
・
小
鹿
野
町
・
東

秩
父
村 

北
第
一
区 

秩
父
市 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山

町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川

島
町
・
吉
見
町 

西
第
十
一
区 

鶴
ヶ
島
市 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生

町
・
鳩
山
町 

西
第
八
区 

日
高
市 

西
第
七
区 

川
越
市 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三

芳
町 

西
第
四
区 

狭
山
市 

熊
谷
市
三
ヶ
尻
二
八
九
三
番
地
一 

熊
谷
市
久
下
九
〇
八
番
地
二 

深
谷
市
萱
場
一
〇
番
三
三
号 

深
谷
市
永
田
一
五
六
三
番
地 

本
庄
市
児
玉
町
吉
田
林
一
四
四
番
地
二 

本
庄
市
傍
示
堂
五
一
一
番
地 

秩
父
郡
皆
野
町
大
字
国
神
三
四
八
番
地 

秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
二
三
一
六
番
地
四 

秩
父
市
荒
川
上
田
野
一
八
三
三
―
三 

秩
父
市
下
影
森
九
一
六
―
一 

比
企
郡
小
川
町
原
川
一
八
八
番
地 

比
企
郡
小
川
町
下
古
寺
四
七
番
地 

東
松
山
市
大
字
毛
塚
九
八
六
番
地
二 

東
松
山
市
大
字
石
橋
六
七
番
地 

鶴
ヶ
島
市
大
字
五
味
ヶ
谷
二
一
八
番
地
六 

鶴
ヶ
島
市
大
字
三
ツ
木
五
一
〇
番
地
一 

坂
戸
市
千
代
田
四
丁
目
一
一
番
一
五
号 

坂
戸
市
大
字
森
戸
一
二
八
七
番
地
六 

入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
一
―
一
一
―
一
一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
前
久
保
南
四
―
二
一
―
二
〇 

日
高
市
大
字
旭
ケ
丘
四
二
二
番
地
二 

日
高
市
武
蔵
台
四
丁
目
一
一
番
七
号 

川
越
市
川
鶴
三
―
六
―
一 

川
越
市
大
字
小
堤
九
〇
二
―
一 

富
士
見
市
大
字
上
南
畑
一
六
七
五
番
地
の
二 

富
士
見
市
上
沢
一
丁
目
六
番
一
四
号 

ふ
じ
み
野
市
ふ
じ
み
野
一
丁
目
一
番
一
八
号 

ふ
じ
み
野
市
新
駒
林
三
丁
目
三
番
三
号 

狭
山
市
大
字
南
入
曽
四
三
七
番
地
の
三
二 

狭
山
市
大
字
青
柳
六
一
七
番
地
の
一 

堀

口

 

透 

戸

森

重

雄 

新

鎧

省

一 

野

邉

邦

男 

荒

井

一

夫 

内

野

隆

次 

鈴

木

正

文 

中

 

英

二 

原

嶋

岸

男 

阿

部

重

則 

原

川

 

健 

野

本

 

竑 

加

島

隆

光 

嶋

野

憲

治 

瀧

嶋

 

朗 
水

田

夫 

荻

野

 

登 

髙

篠

 

一 

田

邉

和

宏 

安

西

豊

毅 

土

屋

礼

子 

石

元

 

登 

中

村

孝

治 

堀

越

 

孝 

渋

谷

弘

次 

佐

藤

清

康 

八
重
樫
紀
久

枝 内

野

耕

治 

北

田

静

枝 

渡

邉

起

治 



                      

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏

町 東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸

町 東
第
十
区 

三
郷
市 

東
第
九
区 

八
潮
市 

東
第
八
区 

越
谷
市 

東
第
七
区 

春
日
部
市 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

東
第
四
区 

久
喜
市 

東
第
三
区 

加
須
市 

東
第
二
区 

羽
生
市 

東
第
一
区 

行
田
市 

吉
川
市
保
一
丁
目
一
四
番
地
一
三
ウ
ィ
ン
ベ
ル
コ
ー

ラ
ス
吉
川
一
〇
〇
一 

吉
川
市
大
字
上
内
川
七
六
〇
番
地 

幸
手
市
大
字
下
吉
羽
一
七
一
―
一 

幸
手
市
南
一
―
一
一
―
五 

三
郷
市
鷹
野
五
丁
目
三
九
五
番
地 

三
郷
市
高
州
一
丁
目
一
八
〇
番
地 

八
潮
市
大
字
八
條
一
一
九
三
番
地
二 

八
潮
市
大
字
大
曽
根
四
八
〇
番
地 

越
谷
市
大
字
大
竹
一
九
五
番
地 

越
谷
市
花
田
二
丁
目
一
八
番
地
二 

春
日
部
市
椚
五
三
八
番
地
七 

春
日
部
市
中
央
三
丁
目
一
八
番
四
〇
号 

白
岡
市
岡
泉
一
二
七
六
―
二 

白
岡
市
白
岡
九
五
八
―
一 

蓮
田
市
大
字
黒
浜
二
三
一
四
―
一
〇 

蓮
田
市
上
一
―
六
―
二
〇 

久
喜
市
南
二
丁
目
一
〇
番
三
一
号 

久
喜
市
葛
梅
二
丁
目
一
七
番
地
四 

加
須
市
道
目
四
三
一
番
地 

加
須
市
不
動
岡
三
丁
目
二
九
番
地
二 

羽
生
市
大
字
下
新
郷
一
七
〇
四
番
地 

羽
生
市
東
五
丁
目
二
番
二
五
号 

行
田
市
向
町
二
一
番
二
三
号 

行
田
市
大
字
関
根
七
三
八
番
地 

服

部

純

子 

山

﨑

秀

雄 

小

林

英

雄 

中

村

安

文 

石

出

順

一 

永

塚

光

洋 

古

姓

 

勇 

昼

間

悦

子 
栗
原
雅
太
郎 

瀧

田

英

夫 

鈴
木
八
重
子 

濵

野

高

広 

田

中

幸

雄 

松

原

 

弘 

早

川

健

一 

栗

原

一

男 

鈴

木

一

吉 

髙

橋

和

雄 

石

川

 

博 

横

田

富

司 

藤

倉

國

雄 

小

林

良

一 

森

田

増

雄 

江

森

 

保 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
四
号 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る

支
出
金
額
の
制
限
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

制
限
額 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
五
九
五
、
〇
〇
〇
円 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
六
一
四
、
八
〇
〇
円 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
、
一
三
三
、
〇
〇
〇
円 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
、
九
三
四
、
六
〇
〇
円 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一
、
九
九
九
、
九
〇
〇
円 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
五
一
四
、
一
〇
〇
円 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
、
八
五
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
〇
、
四
九
六
、
四
〇
〇
円 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
九
、
四
二
四
、
四
〇
〇
円 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
、
二
九
七
、
〇
〇
〇
円 

 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
、
三
三
〇
、
八
〇
〇
円 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
、
七
三
四
、
〇
〇
〇
円 

 

南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
、
二
〇
三
、
三
〇
〇
円 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
二
〇
九
、
一
〇
〇
円 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
六
六
五
、
六
〇
〇
円 

 

南
第
十
六
区 

鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
〇
七
三
、
〇
〇
〇
円 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
一
一
〇
、
一
〇
〇
円 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
五
六
五
、
三
〇
〇
円 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
、
八
八
七
、
四
〇
〇
円 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
、
四
二
九
、
四
〇
〇
円 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
、
六
三
三
、
七
〇
〇
円 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
四
九
六
、
四
〇
〇
円 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
九
一
七
、
四
〇
〇
円 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
〇
八
六
、
八
〇
〇
円 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
五
六
八
、
二
〇
〇
円 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
二
六
六
、
四
〇
〇
円 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
一
一
二
、
〇
〇
〇
円 



 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
、
五
四
〇
、
五
〇
〇
円 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
九
七
〇
、
五
〇
〇
円 

 
西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
、
七
九
九
、
八
〇
〇
円 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
、
二
〇
七
、
三
〇
〇
円 

 

西
第
十
区 
坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
、
八
三
六
、
四
〇
〇
円 

 

西
第
十
一
区 
鶴
ヶ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
七
七
五
、
六
〇
〇
円 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
四
五
一
、
九
〇
〇
円 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

九
、
四
三
九
、
八
〇
〇
円 

 

北
第
一
区 

秩
父
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
三
四
〇
、
四
〇
〇
円 

 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長

町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
、
七
五
一
、
八
〇
〇
円 

 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
一
三
三
、
四
〇
〇
円 

 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
二
六
九
、
一
〇
〇
円 

 

北
第
五
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
五
一
三
、
〇
〇
〇
円 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
六
三
三
、
九
〇
〇
円 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
七
、
七
一
七
、
三
〇
〇
円 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
七
、
八
六
五
、
三
〇
〇
円 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
三
〇
四
、
一
〇
〇
円 

 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
二
八
三
、
四
〇
〇
円 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
九
八
七
、
四
〇
〇
円 

 

東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
四
二
九
、
八
〇
〇
円 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
、
七
九
二
、
四
〇
〇
円 

 

東
第
九
区 

八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
、
〇
六
〇
、
四
〇
〇
円 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
、
七
四
六
、
三
〇
〇
円 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
、
七
四
三
、
六
〇
〇
円 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
、
八
四
八
、
八
〇
〇
円 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
五
号 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
八
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、

四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
二
二
、
五
二
四
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
六
五
、
七
七
四
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
八
、
六
一
四
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
六
、
九
九
五
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
〇
三
二
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
四
三
九
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
二
、
五
三
〇
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
〇
九
三
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
九
一
二
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
四
九
二
人 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
四
、
三
七
三
人 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
一
、
三
八
一
人 



 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
八
五
九
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
四
六
二
人 

 
南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
五
、
九
四
三
人 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
三
二
二
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
一
三
九
人 

 

南
第
十
六
区 
鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
五
一
八
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
、
九
二
四
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
五
〇
四
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
、
〇
三
〇
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
六
、
三
八
〇
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
〇
二
一
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
四
七
六
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
六
、
六
六
五
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
六
六
一
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
七
六
四
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
一
〇
四
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
八
六
三
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
〇
、
六
八
五
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
五
一
八
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
六
六
二
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
二
九
八
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
八
五
七
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ヶ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
五
八
一
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
五
六
一
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
二
、
二
四
八
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
八
三
三
人 

 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長

町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

一
一
、
四
五
三
人 

 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
四
、
〇
〇
三
人 

 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
六
四
〇
人 

 

北
第
五
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
五
、
五
七
八
人 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
〇
二
八
人 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
三
三
一
人 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
八
五
〇
人 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
四
〇
六
人 



 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
六
〇
四
人 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
四
四
八
人 

 
東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
六
、
六
二
四
人 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
四
、
六
五
六
人 

 

東
第
九
区 
八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
七
四
一
人 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
九
二
六
人 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
四
八
五
人 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
九
〇
七
人 



 

告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
五
号 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

埼
玉
県
監
査
委
員 

土 

屋 

惠 

一 

埼
玉
県
監
査
委
員 

中
屋
敷 

慎 

一 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 

 
 

 

告
示 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
監

査
委
員
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

野 

崎 
 

 

正 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
労
働
委

員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
埼
玉
県
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
長
」

に
改
め
る
。 

第
二
条
中
「
埼
玉
県
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

野 

崎 
 

 

正 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

る
告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

労
働
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
中
「
埼
玉
県
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課

長
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
中
「
埼
玉
県
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
個
人
情
報
保
護
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

野 

崎 
 

 

正 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
個
人
情
報
保
護
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

る
告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
個
人
情
報
保
護
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
地
方

労
働
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
五
号
中
「
埼
玉
県
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
埼
玉
県
総
務
部
文

書
課
長
」
に
、
「
同
所
長
」
を
「
同
課
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

綿 

引 

剛 

一 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
収
用
委
員

会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
、
「
第
三

十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

綿 

引 

剛 

一 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 

告

示 

第
一
号 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

土 

屋 

惠 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

中
屋
敷 

慎 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

監

査

委

員

 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
務
部
文
書
課
長
」
に
、
「
条
例

第
三
十
一
条
」
を
「
条
例
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

埼

玉

県

監

査

委

員

告

示 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員
告
示 



告

示 

第
一
号 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

教

委 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

選

管 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

人

事

委

員

会 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

監

査

委

員 

平
成
二
十
八
年
埼

玉

県

労

働

委

員

会
告
示
第
一
号
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
第
三 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

収

用

委

員

会 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

公

営

企

業 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

病

院

事

業 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

流

域

下

水

道

事

業 

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
実
施
機
関
が
作
成
等
を
す
る
公
文
書
の
検
索
資
料
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

知

事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

教

育

委

員

会

教

育

長 

小 

松 

弥 

生 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長 

細 

田 

德 

治 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

人

事

委

員

会

委

員

長 

武 

笠 

正 

男 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

監

査

委

員 

山 

本 

光 

紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐 

野 

勝 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土 

屋 

惠 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
屋
敷 

慎 

一 

埼

玉

県

告

示 
埼

玉

県

教

委

告

示 

埼

玉

県

選

管

告

示 

埼

玉

県

人

事

委

員

会

告

示 

埼

玉

県

監

査

委

員

告

示 

埼

玉

県

労

働

委

員

会

告

示 

埼

玉

県

収

用

委

員

会

告

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示 

埼

玉

県

公

営

企

業

告

示 

埼

玉

県

病

院

事

業

告

示 

埼

玉

県

流

域

下

水

道

事

業

告

示 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

労

働

委

員

会

会

長 

野 

崎 
 

 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

収

用

委

員

会

会

長 

綿 

引 

剛 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

岡 

本 

信 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

公

営

企

業

管

理

者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

病

院

事

業

管

理

者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

下

水

道

事

業

管

理

者 

粟
生
田 

邦 

夫 

 

第
二
号
中
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
部
文
書
課
」
に
改
め
る
。 



雑

報 

  
主
要
農
作
物
の
県
奨
励
品
種
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

奨
励
品
種
・
準
奨
励
品
種
の
廃
止 

 
 

水
稲
糯
「
峰
の
雪
も
ち
」 

 
 

水
稲
も
ち
全
体
の
種
子
供
給
数
量
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
で
、
本
品
種
の
生
産
数
量
が
増
加

す
る
見
込
み
は
薄
く
、
県
内
の
種
子
生
産
者
か
ら
本
品
種
の
生
産
中
止
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た

た
め
、
奨
励
品
種
か
ら
廃
止
す
る
。 

 



正

誤 

  
埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
号
外
第
八
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
段 

 

行 

十
七 

 
 

上 
 

前
か
ら
十 

 

誤 

 

別
表
第
一
総
務
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
受
任
者
の
欄
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

正 

 

別
表
第
一
総
務
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
受
任
者
の
欄
中
「
総
務
部
県
政
情
報
セ
ン
タ

ー
所
長
」
を
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
る
。 

 

「
総
務
部
県
政
情
報
セ
ン
タ

 

ー
所
長
」

 
「
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」

 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
十
九
号
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
第
二
千
六
百
五
十
号
）
中

訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

二 
 

 
 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

 

前
か
ら
二
十
一
行
目
か
ら
、
前
か
ら
二
十
七
行
目
ま
で 

 

誤 訪
問
入
浴
介
護 

訪
問
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

 

正 居
宅
介
護
支
援 
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